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（午前９時30分　開議） 

○議長（田中博晃君）おはようございます。 

　ただ今の出席議員は18人で全員であります。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（田中博晃君）これより本日の会議を

開きます。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　日程第１　会議録署名議員の指名 

○議長（田中博晃君）日程第１　会議録署名

議員の指名　を行います。 

　本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、４番　梅本君、

７番　岡君の２人を指名いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　日程第２　一般質問 

○議長（田中博晃君）日程第２　一般質問　を

行います。 

　今回の一般質問通告者は16人であります。 

　質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

　順番１、１番　森下君。 

〔１番（森下伸吾君）登壇〕 

○１番（森下伸吾君）おはようございます。 

　９月議会一般質問のトップバッターになり

ますので、よろしくお願いいたします。 

　ただ今、議長のお許しを頂きましたので、

通告に従い、一般質問を行わせていただきま

す。 

　今回の一般質問としまして、ネーミングラ

イツについてお聞きいたします。 

　本市の厳しい財政環境の下、単なる歳出削

減にとどまらず、市有資産や事業そのものの

価値を生かして歳入を確保する発想が不可欠

であります。 

　私は2016年９月定例会において、運動公園

などへのネーミングライツ導入を提案してま

いりました。その際、当局からは、小規模自

治体ゆえの露出度の低さ、費用対効果の不透

明さ、既存愛称との整合、名称変更に伴う看

板や標識の費用負担、地域イメージへの影響

など、導入・継続の難しさが答弁されており

ます。 

　しかしながら、本市は2022年にネーミング

ライツの公募を行い、現在７施設において契

約を締結しております。そこで、ネーミング

ライツについて当局の見解をお伺いいたしま

す。 

　１、命名権で得た年度別収入と総額はどれ

だけありますか。 

　２、2016年当時の課題でありました、露出、

費用対効果、標識費、既存愛称、地域影響に

対し、現在、当局の見解はどうでしょうか。 

　３、これまでの公募の結果、成立したもの、

不成立になったものの違いは何だったのか。

それに対しての改善点が明らかになっている

でしょうか。 

　４、今後のネーミングライツについて、拡

大する考えはありますか。 

　続いて、２項目めになります。用途地域「無

指定」の見直しについてお聞きいたします。 
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　本市には、法的には建築基準法で一定の歯

止めがあるとはいえ、用途地域の無指定が残

るエリアが点在しています。 

　自由度の高さは魅力である一方、住居と作

業所、倉庫、資材置場などが近接し、騒音、

振動、交通安全、景観の面で潜在的なリスク

を抱えやすい構造であります。人口減少時代

にこそ、限られた市街地を秩序ある更新に導

く都市計画のかじ取りが求められています。 

　本市の将来世代に良質な住環境と持続可能

なまちの骨格を引き継ぐために、用途地域の

無指定を計画的に見直し、秩序ある更新へと

進めるべきだと考えますが、当局の見解をお

伺いいたします。 

　続いて、３項目になります。小・中学校に

おける主権者教育の推進についてお聞きいた

します。 

　選挙権年齢の引下げ以降、学校・家庭・地

域が連携し、子どもたちや若者が社会の課題

を自分事と捉え、対話し、合意形成し、行動

につなげる力を育むことが一層重要になって

おります。将来の橋本市を担う人材づくりの

観点からも、今こそ主権者教育を進める必要

があります。 

　小・中学校における主権者教育の推進につ

いて当局の見解をお伺いいたしまして、壇上

からの質問といたします。ご答弁よろしくお

願いいたします。 

○議長（田中博晃君）１番、森下君の質問項

目１、ネーミングライツに対する答弁を求め

ます。 

　総務部長。 

〔総務部長（中岡勝則君）登壇〕 

○総務部長（中岡勝則君）おはようございま

す。 

　ネーミングライツについてお答えします。 

　本市では平成28年11月に橋本市有料広告事

業実施要綱にネーミングライツ（命名権）の

売却を追加して導入の取組みを始め、現在７

施設で契約を締結しています。 

　令和４年度から令和６年度は各年275万円

の歳入を計上、令和７年度と令和８年度はそ

れぞれ330万円の歳入を見込んでおり、契約済

みの総額は1,749万円となっています。 

　平成28年当時に想定した課題についてです

が、令和４年度、令和７年度とも、本市ネー

ミングライツの内容が新聞等で報道されると

ともに、市ホームページ、広報紙等において、

ネーミングライツによる愛称を使用して愛称

の普及や露出に努めており、ネーミングライ

ツ契約者から露出に関する不満は聞いておら

ず、令和６年度に契約満了の上更新となった

２施設について、前回より長い５年間の契約

を締結するなど、費用対効果も含めて好感を

持っていただいていると考えています。 

　また、看板や標識を変更する費用も全てネ

ーミングライツ契約者の負担で行っており、

市には費用負担は生じていません。 

　ネーミングライツ導入による既存愛称との

整合や地域への影響については、既存愛称の

使用や施設の内容が分かる愛称とするなど混

乱を防止するための条件を付して募集を行っ

ており、遠方から来られた方が同じ企業名が

ついた施設を取り違えたケースがありました

が、ネーミングライツが浸透した結果、大き

な混乱は起きていないと考えています。 

　令和３年度以降、19施設で募集し７施設で

契約していますが、ネーミングライツの魅力

の訴求や募集対象の目新しさが成否を分ける

と考えており、昨年度は施設に加えて、新た

にイベントやソフト事業のネーミングライツ

募集も行いました。 

　今年度も、橋本商工会議所、高野口町商工

会への新規募集施設の案内など、令和７年12

月の募集開始に向け、ネーミングライツの規

模拡大に取り組んでいきたいと考えています。 
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○議長（田中博晃君）１番　森下君、再質問

ありますか。 

　１番、森下君。 

○１番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

　それでは、ご答弁を頂きましたので再質問

をさせていただきたいと思います。 

　ネーミングライツでありますが、一つ目の

質問で、収入に関しましては、現在、年間330

万円ほど収入があり、今までの総額としては

1,749万円になるということをお聞きしまし

た。何もしなければもちろん入ってこない歳

入でありますので、これは喜ばしいことでは

ないかなというふうにも思います。 

　そこでなんですが、そもそもこの募集した

ときに金額を策定していると思いますが、そ

の金額の根拠になった、決めた、根拠になっ

たのはどういうことを根拠にしているのか、

その点をお聞きしてよろしいですか。 

○議長（田中博晃君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）金額設定の根拠な

んですけども、本市で初めて令和３年度に募

集を行ったときに、募集方法や契約方法など、

既にネーミングライツを実施している自治体

に問合せを行って内容を決めていきました。 

　ネーミングライツの金額についても、それ

ら先行して実施している自治体において、本

市で募集しようと考えている施設と規模や内

容が類似した施設で設定されている金額を参

考に決めてまいりました。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）近隣の自治体に聞き取

りをして、それを基に調査をしていただいた

ということだと思います。 

　それによってネーミングライツの金額が決

まって募集をしたわけなんですが、今、歳入

として入ってきております、そのネーミング

ライツの歳入はどのように活用されておられ

るのか。なかなかお金に色がないかも分から

ないので分かりづらいかも分かりませんが、

どのように、もし活用されているのが分かれ

ば教えていただけますか。 

○議長（田中博晃君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）ネーミングライツ

による歳入なんですけども、基本的に、ネー

ミングライツに関連した施設やサービスの維

持管理に役立てる方針としておりまして、図

書館や産業文化会館など、それぞれの管理運

営経費の一部としております。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）それぞれの施設の管理

運営費に回しておるということだと思います。 

　ただ、やはり、全ての管理運営費を賄える

わけではないとは思いますので、もちろんそ

こは一部でありますが、ただ、やはり、そこ

に、管理費に回せるというのはありがたいこ

とだと思います。 

　では、二つ目の質問でありますが、2016年

当初の課題、ありましたね。露出、費用対効

果、標識費、既存愛称、地域影響がありまし

たが、これに対しては先ほどのご答弁ではほ

とんどないというようなことだったと思いま

す。やはりこれは、当初考えていたときは、

やっぱりいろんな課題といいますか、問題点

があるんじゃないかと思いますが、やってみ

たらそれは解決できることだなというふうに

感じました。 

　ここはやはり、なせば成るんだというふう

にも思います。やっぱり強い意志を持って行

動すれば何事も成し遂げられるという思いで、

私もここは感じた思いがあります。ですので、

ここはクリアされているのかなというふうに

思います。 

　では、三つ目の質問になりますが、これま

での公募の結果、成立したもの、不成立にな

ったものの、その違いがもし分かればもう少

し教えていただけますか。 
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○議長（田中博晃君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）過去２回、全部で

19施設募集しまして７施設契約できておるん

ですけども、契約できた場合とできなかった

場合、何が原因だったかなというふうなこと

なんですが、ネーミングライツのＰＲ、それ

がどれだけ行えたかと、それから新鮮さ、そ

の違いがあったのかなと考えています。 

　令和３年度のときは和歌山市以外の紀北地

域で初めてのネーミングライツということで、

かなり目新しい取組みだったと考えています。

また、令和３年度のときは橋本商工会議所や

それから高野口町商工会への案内に加えて、

誘致企業にもネーミングライツの紹介活動を

行ったことがありまして、そういったＰＲ活

動というのが契約率に影響したと考えていま

す。 

　このことから、令和６年度は高野口町商工

会や橋本商工会議所への案内だけで、誘致企

業への紹介というのは特に行わなかったんで

すけども、今年度もまたネーミングライツの

募集というのを行おうと考えているんですが、

その際は令和３年度同様、商工会議所や商工

会だけではなくて誘致企業へのＰＲ活動とい

うのも力を入れたいと考えています。 

　また、新しい対象の掘り起こしというのも

行って新鮮さも高めることで、新規契約につ

なげていきたいと考えています。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）やっぱりその辺、ＰＲ

が大事だということだったと思います。 

　その辺りもＰＲ頑張っていただきたいと思

うんですが、今まで決まったネーミングライ

ツで、決まった施設と決まらなかった施設、

その辺りのちょっと内訳を教えてもらえたら

なと思うんですが、分かりますでしょうか。 

○議長（田中博晃君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）これ過去に決まっ

た施設と決まらなかった施設の内訳というこ

となんですけども、令和３年度の募集では８

件を公募しまして、その内容は運動公園、温

水プールのスポーツ施設が２件と、それから

歩道橋が３件、あと産業文化会館、それから

図書館、保健福祉センターの計８施設となっ

ていまして、そのうち図書館と保健福祉セン

ター以外が契約できたということになってい

ます。 

　令和６年度の募集では12件の公募を行いま

して、その内訳は、橋本市浄水場など上水道

施設が４件と、それから歩道橋が２件、それ

から図書館、高野口公園ということで、施設

で計８件となっています。 

　それから、令和６年の新しい取組みとして

イベントやソフト事業での募集というのも行

ったんですが、すこやか橋本まなびの日やい

きいきルームなど４件のイベントソフト事業

の募集も行いまして、そのうち契約できたの

は図書館の１件となっております。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

　いろいろ考えていただいて、上げていただ

いて、今、ネーミングライツに取り組んでい

ただいていますが、やはり、令和６年度の募

集ではなかなか決まらなかったということで

ありますので、この点もやはり、もう少しＰ

Ｒの仕方とか対象物を考えていかなあかんの

じゃないかなと思います。 

　先ほどの答弁でもありましたけども、さら

に新しい施設であったりとか、すこやか橋本

まなびの日のようなイベントなんかも今考え

ておるというふうにもご答弁いただきました。 

　その辺り、新しい施設となると、橋本市で

いえば郷土資料館であるとか岡潔の施設であ

るとかそういうところだと思いますし、あと

イベントもいろいろ行われています。そうい

うところまで広げていこうとお考えなのか、
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その点、お伺いいたします。 

○議長（田中博晃君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）今後どれだけ対象

を広げていくかということかと思います。 

　これまで行ってきた結果から、事業者の方

というのは、対象となる施設などの名称とい

うのがどれだけ日常的に露出するかや、それ

から、その施設などがどれだけ認知されてい

るか、あと、その施設そのものの新鮮さ、そ

ういったところでネーミングライツを取得し

ようというような意欲が変わるというふうに

感じています。 

　そのため、今年度も新しい施設やイベント

というものの掘り起こしを行いたいと考えて

おります。特に郷土資料館、こちらは本市で

一番新しい公共施設であって有望であると考

えていますので、ぜひ積極的にＰＲをして歳

入の獲得を図ってまいりたいと考えています。 

　そのほか、岡潔数学体験館も含めまして、

スポーツ施設も含めて、それから、イベント、

ソフト事業もあるんですけど、それらについ

てできるかどうかというところは、今、調査

を行っているところでして、その結果、可能

な限り、できるところについては新規募集に

取り組んでいきたいと考えています。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）イベントなどはやはり、

どうしてもほかの、いろんな企業との協賛も

ありますのでなかなか難しい点はあるとは思

いますが、ただ、やはりそこもやってみない

と分からないところもあると思いますから、

ここは一度協議していただいて、もしできる

のであれば挑戦していただきたいなというふ

うにも思います。 

　ほかの自治体のネーミングライツなんかを

調べておりますと、例えば大きな施設とかは、

例えば市民会館とかであれば、大ホールと小

ホールの名前をそれぞれネーミングライツを

分けている場合があったりします。 

　本市でも、運動公園であれば、例えば競技

場のほうと、あと例えばテニス場、テニスコ

ートとかいう形で、産業文化会館でもホール

のほうと温水プールというような形で分ける

ことも可能かなと思いますが、そういった考

えとかはお持ちではないでしょうか。 

○議長（田中博晃君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）運動公園のテニス

コートやグラウンドなど、他市の行われてい

るところがあるように、規模が大きいところ

で分けて募集できないかということだと思う

んですけども、過去に行った中でも、例えば

産業文化会館については令和３年度募集を行

って契約できたんですけど、その際にホール

貸館部分とプール部分を分けて募集する検討

も行いました。 

　その結果なんですが、一つの建物で分けて

募集した場合、全然違う企業名などがついて、

そういうことは避けたいという施設所管課の

意見がありまして、セットで愛称を募集して

ネーミングライツ料を設定したという経緯が

あります。 

　今後なんですけども、運動公園のグラウン

ドとテニスコートなどを例えば分けてネーミ

ングライツを募集した場合に、愛称露出の効

果が下がらないかや、そもそもネーミングラ

イツ料の増収につながる、こういったことが

あるかというのを検討して、メリットが見込

める場合はまた次回募集時に行っていきたい

と考えています。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）その辺りもまた調査・

研究をしていただいて、可能であれば取り組

んでいただければなと思います。 

　今、ご答弁で次回更新の話も出ましたが、

今、物価高騰でもありますし、維持管理費も

上がってきていると思います。そういう面で
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は今のネーミングライツ料をそのまままた引

き継ぐのかどうか、そこも少し協議が必要じ

ゃないかなと思いますけども、その辺りのお

考えはいかがでしょうか。 

○議長（田中博晃君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）次回更新時にネー

ミングライツ料を上げられるかということだ

と思うんですけども、物価や人件費などが上

がっていまして、実際に維持管理費というの

も上がってきています。 

　このことからネーミングライツ料の見直し

というのを行いたいという考えはあります。

あるんですけども、令和３年度に募集して令

和４年度に契約したものについて、ネーミン

グライツの契約者は契約満了のときに更新の

希望を申出することができて、その更新の希

望を受け入れて更新を決定したときは新たに

公募をしないと、こういう内容があります。 

　この内容を盛り込んだのは、一度決まった

愛称をできるだけ長く親しんでいただくとい

うために設けたんですけども、結果として、

公募を行わないことで適正な金額というのが

設定が難しくなるという場合も考えられます。 

　そのために、昨年度、歩道橋２件が契約の

更新を迎えて契約を結び直したんですけど、

そのときから更新希望を申出できるという内

容を削除して、契約期間の満了時は全て新た

に公募するという内容に見直しを行っていま

す。 

　今度、令和８年度末に契約満了を迎えるの

が４施設あるんですけども、この施設につい

ては更新希望の申出というのができる内容と

なっていますので、そういう申出があった場

合は、どうすれば愛称露出の効果を高めるこ

とができてネーミングライツの魅力をアップ

することができるのか、こういったことも考

えさせていただきながら、こういうこともす

るのでネーミングライツの増額というのを行

いたいというような協議をしたいと考えてい

ます。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）一番最初に契約した当

初と比べて、やはり今、いろんな状況が変わ

ってきておりますし、その辺りは柔軟に改正

しないといけないところはしていただきたい

なというふうにも思います。 

　先ほどもありましたように、広報のほうに

頑張っていただきたいので、できればやはり、

市内の施設ですから市内の業者にネーミング

ライツ、命名権を取得していただきたいんで

すが、やはり募集してもなかなか来ないとい

う場合であれば、市外の企業、事業者にもち

ょっとＰＲをしていかなあかんのじゃないか

なというふうに思います。 

　そういった面で、ほかの自治体ではネーミ

ングライツばかりを集めたサイト、インター

ネットでホームページ、ポータルサイトなん

かを活用しているところもあります。そうい

ったサイトを活用するというお考えはいかが

でしょうか。 

○議長（田中博晃君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）市外事業者へのＰ

Ｒとして、そういうネーミングライツのポー

タルサイト活用というのは考えられるのかと

いうことかと思うんですけども、橋本市では

過去の募集は市のホームページや公式ＬＩＮ

Ｅ、それから商工会議所や商工会などへのリ

ーフレットの配布ということでＰＲを行って

きました。 

　今、認識しているところでは、他市でも本

市に類似したＰＲというのが中心で、ネーミ

ングライツのポータルサイトで募集を行って

いるという具体的な事例というのは現時点で

は確認はできていません。 

　ポータルサイトを仮に活用した場合の内容

もちょっと調べたんですけど、初期費用とし
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ては成果報酬が契約総額の10％から15％ほど

かかるということや、あと、具体的な市外企

業へのＰＲ活動として、メールなどでそうい

う営業活動のサポートを受けた場合も別に費

用が要るなど費用負担があるということです。 

　このことから、他市で具体的に有効に活用

されているという事例も調べた限り確認でき

ていませんで、その効果というのも明確でな

いと考えておりますので、現在のところは民

間ポータルサイトの活用ではなく、従来のや

り方に加えて誘致企業へのＰＲなど、こうい

うことに努めて規模拡大を図っていきたいと

考えています。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）いろんな形でＰＲ頑張

っていただきたいとは思うんですが、そもそ

もこのネーミングライツに、企業が今、命名

権を買って契約していただいていますが、そ

の企業といろいろ話合いもしていると思うん

ですが、なぜこの橋本市のネーミングライツ、

命名権を買っていただいたか、その理由も聞

いていただいていると思うんですが、その点

はちょっとお伺いできますか。 

○議長（田中博晃君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）どういう目的でこ

のネーミングライツ、命名権を取得している

かということなんですけども、やはり認知度

の向上というところが一番大きいと伺ってい

ます。その認知度の向上によって職員など、

そういう募集に、人材の獲得につなげていき

たいというのが強い動機やということで伺っ

ています。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）企業にとってはＰＲで

きる絶好の機会でもあると思いますので、や

はりそういった面で、企業が自分とこのやっ

ぱり社員募集をしてもなかなか来ないときに、

そういったネーミングライツで命名権を取っ

ていることでＰＲになるということは一つの

方法だと思いますので、その点もどんどんア

ピールしていただければなと思います。 

　特に今、橋本市にこうやって企業誘致、新

しく来ていただいている企業とかにとっては、

この橋本市にＰＲする絶好の機会でもあると

思いますので、その点も訴えていってもらえ

たらなというふうに思います。 

　我々議員もいろいろこの場でいろんな提案

をさせていただきますが、その都度、皆さん

方、当局からは、いや、財源がないんですと

いう話をいつも聞かされます。 

　ですから、歳入を増やすためには、市の税

収だけではなくて稼ぐという意識をしっかり

これからも持っていかないといけないんじゃ

ないかなというふうに思います。その一つが

このネーミングライツだと思いますので、さ

らにＰＲを頑張っていただいて、市の財政に

プラスになることを期待しまして、私の一つ

目を終わりたいと思います。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目２、用

途地域「無指定」の見直しに対する答弁を求

めます。 

　建設部長。 

〔建設部長（石井隆博君）登壇〕 

○建設部長（石井隆博君）用途地域「無指定」

の見直しについてお答えします。 

　本市には、議員ご指摘のとおり、都市計画

区域内に用途地域が定められていない無指定

区域が存在しています。この区域では、住居

や飲食店、小売店舗や工場など多様な土地利

用が混在しており、地域の産業活動や商業の

発展を支える一方で、適切な規制がないこと

による住環境への影響、交通安全の問題、景

観の悪化など、様々な課題が内在している状

況です。 

　特に、危険性や環境を悪化させるおそれが

大きい工場などに関しては、住民の生活環境
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への影響が懸念されており、対応が必要であ

ると認識しています。 

　ただし、用途地域の見直しには既存の事業

活動や建築物との調整及び地域特性など規制

導入に伴う課題への配慮が必要であるため、

早急な対応が難しい状況ではありますが、本

市としてはこのような都市課題への対応をま

ちづくり全体の目的や戦略の中で位置づけ、

適切なタイミングで段階的に検討を進めてい

く必要があると考えています。 

　今後も住民生活の質向上と地域の活力維持

を両立するため、用途地域に関する課題を調

査し、検討していきますので、ご理解のほど

よろしくお願いします。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君、再質問

ありますか。 

　１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）それでは、再質問をさ

せていただきたいと思います。 

　この質問をするにあたって、いろいろと調

べさせていただきました。橋本市の用途地域

について、皆さんも見ていただくことができ

るサイトがありますので、ちょっとモニター

を見ていただければなと思います。 

　インターネットで「橋本マップ」と検索す

ると、この画面が出てきます。これ皆さんイ

ンターネットで見ることができるんですが、

左側に「都市計画情報」というところがあり

ます。こちらをクリックしていただきますと、

このように都市計画、用途地域を表した地図

がこういうふうに出てきます。 

　市役所の周辺を見ていただくと、このよう

に色づけされております。赤い部分は商業地

域とかという形で、国道沿いはずっとそうい

うふうな指定をされております。一方、旧高

野口地域のほうを見ますと、このようにほと

んど真っ白であります。 

　なぜなのかということもありまして今回の

質問をさせていただいたんですが、その前に、

用途地域というのはどんなものがあるのかと

いうことで調べました。ここにありますよう

に、13に区分されております。 

　それぞれ区分されておりまして、一番右端

が用途地域の指定のない区域、いわゆる無指

定のところとなります。例えば、一番左側に

あります第一種低層住居専用地域であります

と、一番上の住宅に関しては丸がついていま

すが、そのほか店舗や事務所、遊戯施設とか

工場とか、ほとんどがバツになっております。

一方、無指定区域を見ますと、一番右になり

ますが、ほとんど丸の状態になっています。 

　ここでやはり問題になるのが、この一番下

の五つですか、になります。これ何かといい

ますと、工場、倉庫とかになります。特に、

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い

工場とか、悪化させるおそれがある工場なん

かも、ここでは丸がついているということで

あります。 

　ですから、確かに自由ではありますが、こ

ういった、いわゆる危険性が大きい、環境や

そういうものを悪化させるおそれがある工場

が来る危険性があるんだよということであり

ます。 

　そこで、じゃ、一体、橋本市の都市計画は

どのように進められているのかということで

調べてみましたら、第２次橋本市都市計画マ

スタープランというのが令和５年３月に制定

されています。 

　この本になりますが、これを見て、いろい

ろと見ておりますと、21ページにこのように

書いています。都市づくりの主要課題につい

て書かれております。 

　ちょっと長くなりますが、読ませていただ

きますと、「本市では、合併後も橋本都市計画

区域と高野口都市計画区域の２つの都市計画

区域が存在します」と。「国においては、『市
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町村が合併した場合の都市計画区域の指定は、

当該合併後の市町村が同一の都市圏を形成し

ている場合には、合併後の市町村区域が、同

一の都市計画区域に含まれるよう指定を行い、

一体の都市として総合的に整備、開発及び保

全を行うことが望ましい』とされています」

と。 

　「また、県が策定している「紀北都市計画

区域マスタープラン」では、『市町村合併（橋

本市、高野口町）に伴い、橋本都市計画区域、

高野口都市計画区域を一体の都市として整

備・開発及び保全する必要があるため、都市

計画区域の統合を推進します。』とされていま

す。このため、２つの都市計画区域の統合を

進める必要があります」とここに明記されて

います。 

　「このため、高野口地域では、用途地域や

特定用途制限地域等の指定検討に取り組む必

要があります」というふうに書かれています

し、そのため、「用途地域が定められていない

ため、住居と工場が混在する地域が多く見ら

れます。また、市内にはミニ開発や太陽光発

電施設等の立地が見られます」というふうに

明記されております。 

　その点を踏まえまして再質問をさせていた

だきたいと思います。 

　今のところも挙げさせていただいたんです

が、市としまして、そもそもこの無指定地域

である高野口地域などの用途地域を指定する

考えがあるのかどうか、まずそこをお聞きし

たいと思います。 

○議長（田中博晃君）建設部長。 

○建設部長（石井隆博君）用途地域を指定す

る必要性については、必要があるというふう

に認識をしております。ただ、指定すること

による影響というのも非常に大きなものがあ

りますので、なかなか短期的には達成は難し

い課題であるというふうな認識でおります。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）もちろん、簡単に行く

ものではないとは思います。いろいろな問題

があると思います。その一つとしてやっぱり、

そこに住んでいる住民の合意が必要であると

思いますが、住民の合意を取るためには、具

体的にどのように進めるべきだと考えますか。 

○議長（田中博晃君）建設部長。 

○建設部長（石井隆博君）住民との合意形成

についてお答えします。 

　市民と行政が協力をして、共に取り組むこ

とで初めて円滑に進むものだというふうに理

解をしております。ですので、市としては誠

意を持って取り組む姿勢というのを大切にし

ていきたいと考えております。 

　まずは、ホームページなどを活用して適切

に情報提供をするというところから合意形成

の第一歩が始まると考えております。 

　そこから住民アンケートですとかパブリッ

クコメントを活用して意見を募り、また、都

市計画審議会からもご意見を頂きながら、慎

重に進めることで合意形成が図られるという

ふうに考えております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）そのようなプロセスを

踏みながら住民合意を取っていく必要がある

というふうにも私も思います。 

　ですので、高野口地域、ほとんど無指定が

多いんですが、市として例えばこの無指定地

域で優先順位などを、ここからまずやってい

きたいというような優先順位があるかどうか、

その点をお聞きしたいと思います。 

○議長（田中博晃君）建設部長。 

○建設部長（石井隆博君）進め方の優先順位

なんですけれども、土地利用ということを考

えるに当たりまして、市としてはまず来年度

から立地適正化計画の策定を進めたいと考え
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ております。 

　この立地適正化計画といいますのは、少子

高齢化ですとか人口減少に対応した持続可能

なまちづくりをめざして、例えば居住誘導区

域であったり都市機能誘導区域といった区域

設定を行って、効率的な土地利用の推進を図

ることを目的とした計画となっております。 

　この計画を基に具体的な区域設定ですとか

土地利用に関する方向性を明確にして、用途

地域指定の検討へとつなげていければという

ふうに考えております。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

　そういった形で、優先順位も決めながらと

いうことだと思うんですが、用途地域を指定

するまで、具体的にどういったプロセス、順

序が必要なのか、その点も分かれば教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（田中博晃君）建設部長。 

○建設部長（石井隆博君）用途地域指定のプ

ロセスについてご説明させていただきます。 

　まず、用途地域の指定では、まずは地域の

土地利用の現状ですとか課題について正確に

把握するというところから取り組む必要があ

ると考えております。 

　まずは、どういった建物がどう混在してい

るのか、また、交通事情ですとか景観上の課

題は何なのかなど、様々な観点から調査・分

析を行います。 

　次に、アンケート調査などで市民の皆さま

の希望とか、あと、抱える問題などをきちん

と把握しながら、適切な土地利用の在り方に

ついて検討を行います。 

　その結果、用途地域の指定が必要であり、

また、実現可能と判断した場合は、計画案を

作成して、縦覧ですとか公聴会、あと、都市

計画審議会での審議を経て用途地域の指定に

至るという流れになります。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）そういったプロセスを

踏みながら着実に進めていただきたいと思い

ます。 

　この質問をするにあたって、無指定であっ

て問題がないのかということをすごく疑問に

思いました。現在、無指定であるがゆえに、

いろいろな、住民からの苦情とかそういうも

のは来ていないのかどうか、その点はいかが

でしょうか。 

○議長（田中博晃君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）苦情ということで

すが、令和６年と、今７年の途中ですけども、

今現在、用途地域内からのそういった苦情と

ご相談というのが８件、用途地域外からは10

件というふうに聞いております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）やはりそこを、苦情も

やっぱり来ておるということであれば、住民

にとってはやはり住環境を脅かされていると

いうところもありますし、皆さん方、対応す

る職員の皆さま方もやはりそこまで対応しな

いといけないということで、大変苦労も多い

と思います。 

　そういった面でもやはり、用途地域を指定

するということは乗り越えなければならない

問題もたくさん多いとは思いますが、しかし、

マスタープランの冒頭でも市長がこのように

おっしゃっておりますが、「このまちを将来に

わたって持続的に発展させていくためには、

まちが有する自然や文化、歴史を生かしなが

ら、コンパクトで効果的なまちづくりに取り

組むことで、安全で快適な住環境を整えてい

くことが重要であると考えております」とい

うふうに書かれております。 

　私も同意見でありますし、次の世代へ、希

望を持ってこのまちに住み続けてもらえるた
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めに、また、今住んでいる方が安心・安全に

暮らせるように取り組んでいくことが我々と

しても大事じゃないかなというふうにも思い

ます。 

　今、市長のお言葉を挙げさせていただいた

ので、もしこの点でもし市長のお考えがあれ

ば、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（田中博晃君）市長。 

○市長（平木哲朗君）森下議員の質問にお答

えします。 

　以前から、県のほうからも指摘はされてき

ております。ただ、やっぱり高野口がなぜ無

指定やったのかというのは、パイル産業があ

ったということで、あちこちに染色工場であ

ったり織物工場であったり、それはやっぱり

まとまったところにではなくて点在してきて

いた、町の経済を支えてきたのがそういう織

物業であったというような問題があったのか

なということで、当時、高野口町政の皆さん

もそこを指定してこなかったのかなというふ

うに思います。 

　今、パイル織物のほうも徐々に縮小化され

てきて、問題は、特に染色工場のところが難

しいかなとは思いますけども、いずれ用途地

域を、ここは工業地帯やという、工業地帯は

なかなかつくれないですけども、そういうふ

うなところの用途がはっきりして、ここは人

が集まる場所やというふうなことも考えてい

く必要があるかなと。 

　また、あと10年もしたらコンパクトシティ

という考え方も、山手から人に下りてきても

らうというふうな、そういうコンパクトシテ

ィというふうなこともこれから10年20年後に

は考えていかなあかんという問題もあります

ので、できるだけ、これから都市計画審議会

とも相談をしながら、高野口町の用途地域の

指定というのを改めて、立地適正計画もつく

らないけませんけども、そういうところはし

っかりと前へ進めていきたいと思っています

ので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目３、小・

中学校における主権者教育の推進に対する答

弁を求めます。 

　教育長。 

〔教育長（今田　実君）登壇〕 

○教育長（今田　実君）おはようございます。 

　小・中学校における主権者教育の推進につ

いてお答えします。 

　主権者教育は、国や社会の問題を自分たち

の問題として捉え、主体的に考え判断し、行

動できる主権者を育成する教育です。 

　平成28年12月の文部科学省中央教育審議会

の答申において、選挙権年齢の18歳引下げを

踏まえ、責任を持って政治に参画する国民の

育成が学校教育にとって極めて重要であると

されました。 

　そのため、小・中学校段階から体系的な主

権者教育を充実させることが求められ、社会

参加を前提とした法や規範、政治・経済に関

する知識の習得、課題解決に向けた協働や合

意形成の力、さらには社会形成に参画する力

を育成することが重視されています。 

　教育委員会としても、児童生徒が社会の一

員として、自らの役割を自覚し、社会の課題

を主体的に考え、対話や協働を通じてよりよ

い社会づくりに参画する力を育むことは極め

て重要であると認識しています。 

　本市の小・中学校では、学習指導要領に基

づき教育活動全般を通じて、社会の形成者に

必要な資質能力の育成を図っています。 

　小学校社会科においては、自然災害から

人々を守る学習の際に、地域の関係機関や住

民が協力して対処する必要性を理解し、将来

の災害に備え、地域社会の一員として自らが

協力できることを考える学習を行っています。 

　中学校社会科では、日本国憲法や政治・経
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済に関する知識を深めるとともに、多角的に

考える力、公正に判断し議論する力、社会参

画の態度を育成し、社会との関わりを実感さ

せています。 

　さらに、特別活動においては、身近な社会

での課題解決や合意形成を体験することによ

り、人間関係の形成や社会参画、自己実現を

図り、学級活動や生徒会活動、学校行事への

主体的な参画を通じて主権者意識を醸成して

います。 

　加えて、地域の方々との交流や協働活動、

地域課題を題材とした討議活動、租税教育の

出前事業など、多様な取組みを通じて社会参

画の意識を高めています。 

　今後も、子どもが生活や地域の課題に関心

を持ち、それらを自分事として捉えることが

できるよう、学習機会の充実にも努めてまい

ります。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君、再質問

ありますか。 

　１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

　それでは、再質問させていただきます。 

　今、いろいろ教育委員会のほうでも学校施

設のほうでも取り組んではいただいておると

思いますが、先ほどの答弁の中に、地域の方々

との交流や協働活動というふうにもありまし

た。具体的にどういうことをされているのか

教えていただけますでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）地域とつながった主

権者教育の取組み例として、学校と地域が連

携・協働して取り組んだ活動、二点余り紹介

させていただきたいと思います。 

　一つ目として、災害をテーマとした活動、

地域のハザードマップや防災のパンフレット

を作成したり、地域住民の方々と協力して避

難訓練や防災訓練を実施したりする例がござ

います。これらの活動を通じて、児童生徒一

人ひとりが地域の一員として自分の役割を経

験し、貢献できたという実感を抱くことがで

きます。 

　このことによって、単に防災知識を獲得す

るだけではなくて、社会の一員としての自覚

というのを養っていく、また、自らの手で地

域社会をよりよくしたいという気持ちの醸成

につながるものと思います。 

　また、もう一つの活動としては、地域清掃

の活動です。地域の方々からの呼びかけに応

じまして、河川や駅舎の清掃活動に参加して

いる例もあります。 

　こうした活動は地域自治的な組織を運営さ

れている方々の思いに直接触れる貴重な経験

となると思います。また、世代を超えた多様

な人々と協働するという活動にもなっていま

す。地域社会の生活を地域の人みんなで向上

させていくという態度を育むことにもつなが

っていると思います。 

　とにかく、知識、理解だけではなくて、体

験を通して自分がどれだけ社会と関わってい

る、自分が社会に貢献できているというよう

なことを小さいうちから経験させること、そ

ういうことを大事にしている例です。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）ありがとうございます。

本当にそうやって地域とともに主権者教育に

取り組んでいただいていることは本当にあり

がたいことだと思います。 

　ここからはもう私の提案みたいになるんで

すが、全国市議会議長会というのがあります。

そこで主権者教育に力を入れていまして、専

用のリーフレットを去年、実は作成しました。

このような「フリーレンたちと学ぶ地方議会」

とかいう形で、これインターネット、市議会

議長会のホームページを見ていただくと、こ
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れがダウンロードできるようになっています。 

　もうご存じのように、皆さん方は知らない

かもわかりませんが、フリーレンという有名

な人気の漫画をモチーフにしてこのような、

地方議会についていろいろと説明をしていた

だいています。 

　こういったリーフレットをもっともっと活

用していただくというのはいかがですか。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）私もそのリーフレッ

トを見せていただきました。初めてそのキャ

ラクターというのを私自身は知ったわけなん

ですけれども、子どもたちにとってそういう

身近なものを取り入れながら作られたリーフ

レットかなと、そんなふうに思います。 

　そういったなじみのあるものを掲載するこ

とによって興味・関心を持つことというのは

すごく大事なことだと思いますし、また、政

治や議会に対する関心を高める上で有効なツ

ールになるかなと思います。 

　私としても、こういったものがあるよとい

うことを学校にお知らせする中で、学校の教

育活動、教科書にもそういうことはきっちり

載っていますし、そのことで学んでいるんで

すけれども、プラスアルファとして学ぶ教材

として紹介していくことができたらと、そん

なふうに考えます。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

　特にこのリーフレット、これいいのはこの

裏にＱＲコードがここに載っています。この

ＱＲコードを読み込んでもらえば、より深く

地方議会のことが実は載っているんです。 

　このリーフレットだけではちょっと物足ら

んなと私も思っていますが、このホームペー

ジに行っていただくとたくさんの情報が載っ

ていますので、ぜひともこれ見ていただけれ

ばなと、学校のほうでタブレットありますか

ら、これ読み込んでいただいて見ていただけ

ればなというふうに思います。 

　さらには、我々議会を身近に感じていただ

くためにも、これ議会の承認は頂いていませ

んので怒られるかも分かりませんが、例えば

社会見学の一環として、この議場に子どもた

ち来ていただいて見学していただくというよ

うなツアーなんかを組んでいただくというの

はいかがでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）小学校中学年の学習

として、こういう役所とか公共の施設、そし

て、自分たちの社会を、住んでいる社会を支

えている、そういう施設のことを学ぶという

ような、そんな学習があります。その際には、

市役所に来ていろんなところを見学する中の

一つとして、ここも見学させてもらっている

ケースが既にございます。 

　そういった経験というのは、高学年でも政

治・経済のことを学びますし、中学生になっ

ても公民の分野で学ぶことがあるので、そう

いったことにつなげていくことができるかな

と、そんなふうに思っております。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君。 

○１番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

　近くの、特に小・中学校でしたら、やっぱ

りこの市役所に来て見学をしていただいてい

るというのを、確か市長の部屋にも行ってい

ただいて面会していただいたというのがフェ

イスブックに載っていたと思いますが、その

ついでじゃないですけど、もちろんそのこと

も踏まえて議場のほうにも足を運んでいただ

いて、さらにこの議場を知っていただきたい

というふうにも思います。そうやって身近に

感じていただくことが一つ主権者教育にもつ

ながっていくんじゃないかなと思います。 

　学研の教育総合研究所というところがあり

ます。ちょっと話はそれますが。「2024年　小
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学生の日常生活・学習に関する調査」の結果

をそこで発表いたしました。その中で、保護

者が子どもに就いてほしい職業ランキングと

いうのを実は発表しております。 

　第１位は何だったと思いますか。皆さん方、

どうでしょうか。親が子どもに就いてほしい

職業は何なのかというランキングなんですが、

実は１位は公務員なんです。皆さん方は公務

員になります。 

　皆さん方、自分の子どもどうかなと思うか

も分かりませんが、実は安定した収入や福利

厚生の充実などから、保護者からは自分の子

どもには公務員になってほしいということで、

人気を集めた要因になっているのかも分かり

ません。 

　では、反対に、ある企業が子どもに就いて

ほしくない職業アンケートというのを取りま

した。そのアンケート結果はどうなったかと

いうと、１位がユーチューバー、２位が芸能

人、３位が自衛隊、４位が政治家でありまし

た。 

　ですから、なかなかこの政治家、この政治、

ここはもう政治の成り手不足にもつながって

いくかとは思いますが、やっぱり自分たちの

住んでいるまちをよくするためには議会とか

選挙とか行政に関わることがとても大事なん

だよということをもっともっと知ってもらい

たいと思います。 

　そのためには、よりこの政治を身近に感じ

ていただいて、行政を身近に感じてもらうこ

とが大切だと思いますので、そのためにも、

教育の現場でより一層、主権者教育が深まっ

ていただくことを希望いたしまして、私の一

般質問を終わりたいと思います。 

○議長（田中博晃君）１番　森下君の一般質

問は終わりました。 

　この際、10時40分まで休憩いたします。 

（午前10時28分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午前10時40分　再開） 

○議長（田中博晃君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　日程に従い、一般質問を行います。 

　順番２、２番　板橋君。 

〔２番（板橋真弓君）登壇〕 

○２番（板橋真弓君）皆さま、おはようござ

います。２番手、頑張ります。 

　ただ今、議長のお許しを頂きましたので、

通告に従い、一般質問させていただきます。 

　今回も３項目あります。 

　まず、一つ目、男性のＨＰＶワクチン接種

の独自助成について。 

　ＨＰＶワクチンは世界59か国で男女とも公

費接種が可能であり、Ｇ７で男性のみ対象外

となっているのは日本のみです。男性も咽頭

がんや肛門がん等を発症し得ることが知られ

ており、18歳から35歳男性の約８％が高リス

ク型ＨＰＶに感染していることが報告されて

います。 

　女性は無料で接種可能である一方、男性は

６万円から10万円の自己負担を要し、費用が

接種の大きな障壁となっています。基本的に

ＨＰＶは性交渉で感染するので、対象を12歳

から16歳男性を加え、男女ともに接種するこ

とで、子宮頸がんもより効果的に抑えること

ができると考えられます。 

　現時点で60以上もの自治体が任意助成を実

施しています。本市においても若年男性への

独自助成を実施し、がん予防と健康寿命延伸

に資するべきではありませんか。 

　二つ目、子宮頸がん検診にＨＰＶ検査の導

入を。 

　子宮頸がん検診において従来の細胞診の感

度は65.8％にとどまりますが、ＨＰＶ検査は

93.3％と高精度であり、がんや高度異形成を

より確実に発見できます。 
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　ＨＰＶ陰性の場合は次回検査を５年後とで

き、受診者の負担軽減や受診率向上、医療費

削減に資することができます。一方、偽陽性

や過剰診断、精密検査への心理的負担などの

課題が指摘されており、検査体制の整備や医

師会との調整が不可欠です。 

　ＷＨＯや先進国の多くで導入が進められて

おり、日本も国際基準に沿った体制整備が求

められています。本市においても、現行の細

胞診に加え、ＨＰＶ検査を選択肢として導入

し、安心して受診できる環境を整えるべきで

はありませんか。 

　最後、三つ目です。（仮称）橋本市新しい学

校づくり推進計画について。 

　少子化により学校の小規模化が進む中、子

どもたちの多様な教育的ニーズに対応し、よ

りよい学習環境を整えるため、令和６年４月

より始まった第２期橋本市立小中学校適正規

模・適正配置基本方針は、その後の説明会・

意見交換会での意見を踏まえ、本年４月にそ

の一部が見直されました。 

　現在、教育委員会は学校再編推進室を設け、

第２期基本方針を基に（仮称）橋本市新しい

学校づくり推進計画の策定に取り組んでいま

す。先日、ワークショップが開かれ、今後、

パブリックコメントなど広く意見を募りなが

ら策定を進めるとしています。現在の進捗状

況と今後の取組みについてお伺いします。 

　以上、私の壇上からの１回目の質問とさせ

ていただきます。ご答弁よろしくお願いいた

します。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君の質問項

目１、男性のＨＰＶワクチン接種に対する独

自助成に対する答弁を求めます。 

　健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（犬伏秀樹君）登壇〕 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）男性のＨＰＶ

ワクチン接種に対する独自助成についてお答

えします。 

　子宮頸がんの発症予防を目的としたＨＰＶ

ワクチンは令和３年11月から積極的な接種勧

奨が再開され、定期接種及びキャッチアップ

接種として、女性の対象者に対し接種が実施

されています。 

　議員おただしのとおり、ＨＰＶウイルスが

感染する男性の疾患として、肛門がん、性感

染症の尖圭コンジローマなどがあり、ワクチ

ン接種により感染予防が期待できます。 

　これまで国内で男性向けに承認されていた

ＨＰＶワクチンは、肛門がんと尖圭コンジロ

ーマの予防を目的とした４価ＨＰＶワクチン

のみでしたが、令和７年８月に子宮頸がんを

予防する９価ＨＰＶワクチンの効能効果に肛

門がんの予防などが追加され、男性への接種

が可能となりました。 

　欧米では男性にも定期接種化が進んでおり、

国内で独自の助成制度を設けている自治体も

あります。自治体が接種費用を助成すること

により費用面では個人の負担が減り、接種し

やすくなることで、がん予防や感染症予防に

つながると考えますが、予防接種法に定める

定期接種とされていないため、予防接種健康

被害救済制度による補償が受けられない問題

があることから、本市において助成制度を設

けることは現在考えておりません。 

　ＨＰＶワクチンの男性への接種については、

国の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科

会において定期接種化に関して審議が継続中

であるため、有効性や費用対効果などを含め、

国の動向を注視してまいります。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君、再質問

ありますか。 

　２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）それでは、再質問させ

ていただくんですけれども、その前にＨＰＶ

ワクチンの内容について、ちょっとモニター
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を見てください。 

　これはＨＰＶワクチンの世界の接種状況と

いうことで、149か国の国でＨＰＶワクチンが

接種されております。そして、この濃い色の

ところの59か国が男女ともに公費で接種をし

ているところです。Ｇ７のうち接種できてい

ないのは日本のみということで、ブルーの薄

いこれが、女性だけが打っているという地域

です。 

　続いて、対象世代へのアンケート結果とい

うことで、認定ＮＰＯ法人フローレンスとい

うところの調べでは、男性のＨＰＶワクチン

は必要だという人が86.8％あります。男性へ

のワクチンに対してハードルが高いと感じる

ところはどこですかという質問に対しては、

費用面、自己負担がハードルになっていると

いうことで、71.6％となっております。 

　続いて、令和６年３月８日には予防接種推

進専門協議会、27団体、字が小さくて分かり

にくいとは思うんですけども、日本小児科学

会とかいろんなそういう機関からの要望が上

がっております。 

　ヒトパピローマウイルスによるがんは子宮

がんだけではありません。このブルーになっ

ているところが男性が罹患するところであり

ます。 

　咽頭がん、つんくなんかが咽頭がんになら

れたと思うんですけども、年間3,766名の方が

罹患されて、死亡者は1,146人ということにな

っています。肛門管がん1,068人罹患中、死亡

者が513人、陰茎がんが541人罹患のうち176

人という結果が出ております。 

　先ほども申しましたけれども、18歳から35

歳の男性のうち８％の方がハイリスクＨＰＶ

に感染しているということで、こういうがん

を発症する確率が高い人が８％もいるという

ことになっております。 

　ここで注目したいのが、今年の４月にＨＰ

Ｖワクチンの男性への任意接種開始というこ

とで、県内の有田市の産院で中３の方に50名

先着ですけれども全額助成ということで、こ

の院長が私費を投じて行うことにされたそう

です。すごいニュースになっておりました。 

　そして、こっち側は医院から出されている、

右のほうがそういうパンフレットなんですけ

れども、結構詳しくいろんなところがありま

して、またインターネットでも調べていただ

ければ分かると思いますけれども、救済制度

についても結構詳しく載せていただいており

ます。 

　次に、ＨＰＶ男性接種独自自治体というこ

とで66自治体が挙がっています。ちょっと資

料としては見にくいんですけども、近郊とし

ては天理市、それから河内長野市も全額無料

ということで行っております。これ天理市で、

こっち側が。 

　助成の中身は全額助成もあれば半額とか、

それぞれの自治体によって決めるというよう

な形になっております。 

　予算については女性と同じ対象で、先ほど

部長の説明にもありましたように、４価ワク

チンが５万円から６万円、シルガードという

９価ワクチン、最近承認されたんですけれど

も、それが８万円から10万円ということで、

予算に合わせて助成金とか自己負担、先ほど

も申しましたようになっております。 

　だいたいその自治体がどれぐらいの予算を

設けてはるかというようなところは、平均で

その対象人口の１％から２％の形で、受ける

人がなかなか少ないというようなこともあっ

て、掛けるの最大で10万円とか最大６万円と

いうような形で計算ができると思います。 

　とにかく、先ほども申しましたけれども、

このＨＰＶ独自助成を実施してはいかがでし

ょうかという、答弁にはちょっと定期接種を

というお話だったんですけども、以上でモニ
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ターは終わります。 

　本来の再質問に入らせていただきます。 

　接種対象者を12歳から16歳の男性として費

用助成を想定した場合、対象人数、それと接

種費用はどれぐらいになりますか。 

　また、定期接種化されている女性のＨＰＶ

ワクチンの対象人数と接種率を教えてくださ

い。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）まず、対象者

の人数についてですけれども、令和７年３月

末の住民基本台帳の人口で、12歳が238人、13

歳が269人、14歳242人、15歳237人、16歳280

人であり、合計で1,256人となります。 

　そして、接種費用についてですが、今申し

ました対象者数全員が９価ワクチンを使用し、

14歳以下が２回の接種、15歳以上が３回の接

種を行うと想定した場合、約8,700万円の接種

費用というふうになります。 

　続いて、女性の定期接種の対象者数及び接

種率ですけれども、令和６年度の実績で、年

度末の年齢が、12歳が207人、13歳が233人、

14歳219人、15歳192人、16歳220人の合計1,071

人で、接種率は約13％というふうになってお

ります。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ありがとうございます。 

　定期接種されている女性が13％というふう

に計算してみると、シミュレーションとして、

1,100万円程度の予算になると、男性に当ては

めてみましたら、8,700万円、全員が受けたと

いうことになると思うんですけども、実際に

はもっと低い受診率になると予想されます。 

　参考までに、実際に独自助成をしている66

の自治体の予算を調べてみて、対象人口の

１％という形で計算をしてみます。そうする

と、橋本市の男性対象者が1,256人として、一

番高い９価ワクチン３回分受けて10万円とい

う形で、全額助成すると仮定した場合は、そ

の予算は125万円という程度になります。 

　このぐらいの予算ならというふうに思うん

ですけれども、しかしながら、市単独の独自

助成は行わない理由として、先ほどもおっし

ゃったように、予防接種健康被害救済制度に

よる補償が受けられないという答弁でありま

したけれども、有田市のその医院でちょっと

調べたところによりますと、任意接種でも補

償が受けられるというふうに読んだんですけ

れども、助成することはできないんですか。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）確かに、議員

がおっしゃられますように、女性の接種率な

どを基にして考えると、接種費用というのは

先ほどお答えさせていただいた金額よりも圧

縮されるというふうに思います。 

　ただ、助成を行わない理由としましては、

先ほどお答えさせていただきましたように、

ＨＰＶワクチンの男性への接種については現

時点で予防接種法に定める定期接種と位置づ

けられていないことから、予防接種健康被害

救済制度による補償が受けられない問題があ

るというところでございます。 

　予防接種法に基づく定期接種により健康被

害が生じた場合、その健康被害が接種を受け

たことによるものであると厚生労働大臣が認

定したときは、予防接種法に基づく補償を受

けることができます。 

　一方、予防接種法に基づかない任意接種に

よって健康被害が生じた場合は、議員のただ

今ご質問いただいたところにもありましたよ

うに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

法に基づく救済を受けることができます。た

だ、その場合、補償の額というのが予防接種

法に基づく補償に比べて、給付の種類によっ

ては同程度のものもありますけれども、もう
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だいたい２分の１程度というふうになります。 

　このようなことも踏まえながら、市が実施

する予防接種については、接種後の副反応や

健康被害が問題となる場合もあることから、

市民の安全性について考慮し、慎重な対応が

必要であるというふうに考えております。 

　引き続き予防接種法に基づく定期接種化へ

の動向を注視してまいりますので、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）救済の方法が２分の１

ということで、なかなかその辺に踏み切ると

いうことは難しいとは思います。 

　そこで、定期接種になれば、国のほうに取

り入れていただくというか、ワクチン接種を

行っていただけるというふうに取ったんです

けれども、国のほうに働きかけを行う予定は

ありますか。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）国の厚生科学

審議会の分科会において引き続き定期接種化

の議論がなされるよう、国に対して要望して

いきたいというふうに思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ありがとうございます。

もう一日も早い定期接種化に向けて、私たち

市議会議員といたしましても国への陳情等で

働きかけていきたいと思いますので、ご協力

どうぞよろしくお願いいたします。 

　これで一つ目を終わります。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目２、子

宮頸がん検診にＨＰＶ検査の導入をに対する

答弁を求めます。 

　健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（犬伏秀樹君）登壇〕 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）子宮頸がん検

診にＨＰＶ検査の導入をについてお答えしま

す。 

　子宮頸がんは早期発見と予防が可能な疾患

として、適切な検診の提供が重要です。 

　議員ご指摘のとおり、従来の細胞診に比べ

てＨＰＶ検査は精度が高く、また、検査結果

が陰性の場合、受診間隔が５年となることか

ら、市民の負担軽減や受診率の向上、さらに

は医療費削減に貢献する可能性があります。 

　しかしながら、一方で課題として、過剰診

断や誤って陽性と診断される偽陽性による心

理的負担の増加が挙げられています。 

　また、ＨＰＶ検査は検査結果によって次回

の検査時期や検査内容が異なるなど複雑性が

あることから、検査が適切に行われているか

の検証が求められます。 

　そのため、厚生労働省の指針では、検査実

施主体は導入に対する研修などの受講、受診

者の情報と健診結果を保存するデータベース

により対象者の受診状況の長期追跡が可能で

あること、都道府県、地域医師会や検診実施

機関などの理解と協力が得られること、住民

への普及啓発などの要件を全て満たす必要が

あります。 

　ＨＰＶ検査の導入にあたり必要となるこれ

ら要件、また、課題について、今後、調査・

研究を進めていきますので、ご理解願います。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君、再質問

ありますか。 

　２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）それでは、再質問をさ

せていただきます。 

　先ほどモニターに映っていました子宮頸が

んなんですけども、年間１万7,200人の女性が

子宮頸がんになって、3,000人もの女性が亡く

なっています。これはがんの統計の2023年の

資料による数字でございます。 

　早期発見、早期治療のためには、検診はと
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ても重要だと思います。現在の子宮頸がん検

診の検査方法である細胞診の、今、本市の現

状を教えてください。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）国が定めるが

ん対策推進基本計画では、受診率を算定する

対象年齢は20歳以上69歳以下というふうにあ

りますので、その対象年齢における本市の子

宮頸がん検診の受診率を申し上げますと、令

和５年度では22.1％、令和６年度では22.7％

というふうになっております。 

　なお、今年度より受診率の向上を目的に、

集団検診において子宮頸がん検診を受診でき

るように、今年度は９月21日日曜日の１日で

はございますけれども、実施を予定しており

ます。 

　若年層を中心に個別の医療機関での受診に

抵抗感がある方もいることから、他の検診メ

ニュー、今回の場合は乳がん検診と一緒に受

診することにより受診に対しての心理的なハ

ードルが低くなり、受診していただきやすく

なるのではないかなというふうに考えており

ます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）集団検診を今年からさ

れるということで、それはもうすごく、聞い

てよかったなというふうに思います。やっぱ

り産婦人科に行くのってちょっと抵抗が、私

たちでも抵抗がありますので、ましてや未婚

の若い女性などは本当に病院に行くのも、妊

娠したんちゃうかと間違われるんちゃうかと

かいろんなことを考えると思いますので、や

っぱり集団検診で受診できるということはす

ごくいいことだなというふうに思いました。 

　ここで日本の状況といいますか、口頭でち

ょっと説明というか、したいんですけども、

第39回がん検診の在り方に関する検討会の資

料において、これは2023年７月の時点の数字

ですけれども、日本と韓国以外の欧米諸国は

ＨＰＶ検査を全て導入、併用するところもあ

るんですけども、導入しています。 

　受診率というのはどの国も高くて、ほぼ

70％前後というふうになっています。それに

しては、日本のというか、先ほどおっしゃっ

ていただいた22.7％ですか、はかなり低い数

字と言えると思います。 

　令和５年度の全国の平均値を調べてみます

と15.8％ということで、本市はその点に比べ

ればかなり受診率が高いというふうには思う

んですけれども、さらに、国の目標として60％

をめざすというふうにしているので、なかな

か差は埋まりにくいようには思うんですけれ

ども、今年度よりの集団検診、すごいいい取

組みだなというふうに思います。 

　そこで、受診率向上に期待したいんですけ

れども、集団検診の予約状況というか、子宮

頸がん検診の予約状況は今どうなっておりま

すか。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）検診の予約枠

が60名なんですけれども、既に満員というふ

うになっております。その申込み枠のうち、

20代から40代の方というのは約４割を占めて

おられます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）60名の予約はあっとい

う間に埋まったということで、この９月21日

ですよね、日曜日ということで来やすいのか

なということも考えます。 

　これこの検診が、子宮検診、すごい好評で

あったら、その検診枠というのを増やすこと

ができたり、あと若い人、４割と言われてい

ましたけども、若年層の検診枠を増やすこと

というのはできますか。 
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　私が思いますに、要望としてなんですけど

も、どのお医者さんが来るかは分からないん

ですけども、できれば女医さんのほうが助か

るなというふうに思いますので、これはちょ

っと要望として言っておきたいと思うんです

けども、その点についてお答えください。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）まず、集団検

診の委託事業者の実施の体制の関係で、集団

検診の実施日そのものを増やすというのは現

在難しい状況なんですけれども、例えば、現

状の集団検診の実施日に子宮頸がんの検診を

追加することでありますとか、実施日を若年

層が受診しやすい日程、例えば今年度のよう

に日曜日に設定するなど、受診率向上に向け

て今後もよりよい運営手法を検討してまいり

たいなというふうに考えております。 

　今ご要望いただきました女医さんというと

ころについて、今、今年度どのような状況に

なるかというのはちょっと私、把握できてい

ないんですけれども、今後、先ほど検討する

内容にその辺りも含めまして検討していきた

いというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）細胞診についてはその

ような形で努力をしていただけるということ

で、ありがたいと思います。 

　令和６年４月からＨＰＶ検診導入にあたっ

て厚生労働省のほうから推奨してくれること

になりまして、厚生労働省は２段階の計画と

して打ち出されておりまして、20代というの

はがんができても自己免疫によってがんが消

滅する可能性が高いということで、20代は細

胞診、30代以上はＨＰＶ検査を推奨していま

す。 

　国立がん研究センターの発表では、現在の

子宮頸がん検診の経済的負担額というのは年

間約640億円というふうに言われています。ま

た、未受診の理由の第１位に「忙しいから」

という理由があるそうです。30代の細胞診の

２年に１回というのが、ＨＰＶ検査を導入す

ると５年に１回というふうになって、さらに

経済的な負担の軽減や受診率の向上につなが

ると考えますが、本市のＨＰＶ検査のコスト

は幾らぐらいと考えられておりますか。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）コストをはじ

め、ＨＰＶ検査の実施にあたりましては医師

会、医療機関との協議が必要でございまして、

現状ではまだ試算というのは出せない状況で

ございますので、その点、申し訳ございませ

んが、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ＨＰＶ検査はなかなか、

たくさんの要件とかがあるようで、先ほどの

ご説明にもあったんですけれども、ＨＰＶ検

査を実施するための課題というのは、具体的

にはどんなことが課題になるんでしょうか。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）課題について

でございますけれども、ＨＰＶ検査は30歳か

ら60歳の方が対象となり、検査結果が陰性の

場合、以降は５年に１回の検診という形にな

ります。一方、陽性となった場合は細胞診を

実施することになり、そこで確定精検不要、

いわゆる陰性というふうになった場合は、１

年後、追跡検査としてＨＰＶ検査を実施する

ことになります。 

　このように、ＨＰＶ検査を検診の手法に加

えた場合、30歳から60歳までの子宮頸がん検

診は、細胞診を受診して次の検査が２年後の

方、ＨＰＶ検査を受診して結果が陰性で次の

検査が５年後の方、受診結果が陽性で１年後

の追跡ＨＰＶ検査が必要な方など、次回の検
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診と検診内容に複数のパターンが生じてまい

ります。また、それに伴う受診券の発行など

の事務も加わることから、ＨＰＶ検査陽性者

に対する長期の追跡を含む制度管理がかなり

複雑となってまいります。 

　これは全てのがん検診に言えることなんで

すけれども、事前準備から検診終了後のデー

タ分析までの過程が適切に行われていないと、

受診者にとって利益よりも不利益が増大して

まいります。ＨＰＶ検査の導入には様々な要

件をクリアする必要があるんですけれども、

特に管理体制づくりというのが大きな課題で

あるというふうに考えております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）なかなか制度設計とい

うかが複雑というか、１年ごとに再検査じゃ

ないですけど、というような形で個人差が表

れてくるというようなこともありそうで、事

務負担もそれによってはかなり増えるのでし

ょう。その辺のことはちょっと分かりました。 

　ＨＰＶ検査の精度が高いがゆえに、偽陽性

となる人というのは確率が細胞診よりも高く

なるというデータがあるというのも調べて分

かっています。偽陽性となる確率はちなみに、

10万人当たりの細胞診が5,200人に対してＨ

ＰＶ検査は9,400人ということで、２倍の人が

陽性に診断される可能性があるということで、

偽陽性となった場合は先ほど言われたように

毎年追跡検査を待つということで、受ける受

診者の側にとっても不安で、えっ、大丈夫な

のかなという不安が増してしまうというデメ

リットがあるということも分かっています。 

　まずは現行の細胞診で、先ほどおっしゃっ

ていただいた子宮頸がん検診の受診率向上に

力を入れていただきたいというふうに思いま

す。その上で、ＨＰＶ検査の導入についても、

現時点でＨＰＶ検査の費用の試算はできない

ということですけれども、かなり費用の負担

軽減にはなるかというふうに思っております

ので、その辺の軽減のことも含めて、管理体

制づくりなど調査・研究を重ねて検討してい

ただくことを要望して、二つ目を終わります。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目３、（仮

称）橋本市新しい学校づくり推進計画に対す

る答弁を求めます。 

　教育部長。 

〔教育部長（岡　一行君）登壇〕 

○教育部長（岡　一行君）（仮称）橋本市新し

い学校づくり推進計画についてお答えします。 

　本計画は第２期橋本市立小中学校適正規

模・適正配置基本方針を包含した計画となり、

教育委員会では本計画の策定に向けて、教育

委員会議や庁内検討委員会などで検討・協議

を重ねています。 

　また、市立小・中学校の全教職員を対象と

した「（仮称）橋本市新しい学校づくり推進計

画に係る教職員アンケート調査」や市民参加

型の「新しい時代の学校を考えるワークショ

ップ」を実施し、幅広く意見を収集していま

す。 

　現在、これらの貴重な意見を参考にして、

子どもにとってよりよい学習環境を構築でき

るよう、（仮称）橋本市新しい学校づくり推進

計画の策定に取り組んでいるところです。 

　この推進計画の主な内容は、計画策定の目

的や計画期間、学校教育でめざす子ども像、

重点目標に沿った新しい学校づくりの方向性、

重点目標の実現に向けた学校施設機能の整備、

中学校区別の学校再編計画、学校跡地の活用

方針などの構成で検討しています。 

　今後は、これらを包括した計画案について、

より広く市民の皆さまからご意見を頂くため

のパブリックコメントを実施する予定です。

その上で政策決定を行い、市議会へ報告いた

します。 
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○議長（田中博晃君）２番　板橋君、再質問

ありますか。 

　２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）それでは、再質問をさ

せていただきます。 

　その前に、特に３項目めの、第２期橋本市

小中学校適正規模・適正配置基本方針につい

て、私たち有志の議員で、児童の保護者、そ

れから未就学の保護者、教職員、区・自治会

の皆さま方から広くご意見をお聞きするべく、

アンケート調査をさせていただきました。 

　８月中旬から下旬にかけてさせていただい

たんですけれども、お時間もない中、ご協力

いただきました皆さまに、この場をお借りい

たしまして心から御礼を申し上げます。あり

がとうございました。おかげさまでトータル

1,000以上の回答を頂きまして、特に教職員の

皆さまにおかれましては全職員の半分以上の

皆さまのご意見を伺うことができました。 

　なお、このデータは教育委員会ともデータ

共有をしております。ぜひともこれからの学

校づくりに活用していただければというふう

に思っております。 

　これがアンケートで、ＱＲコードを読める

ようになっていまして、このように一応デー

タ化して、資料として議員で共有、教育委員

会とも共有させていただいております。 

　それでは、（仮称）橋本市新しい学校づくり

推進計画についての再質問をさせていただき

ます。 

　まず、はじめに、再編統合に反対する嘆願

書や署名が提出されていますが、その対応は

どのようにされましたか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　まず、「境原小学校の地域住民の合意を得な

い学校再編反対する署名」につきましては７

月22日に、また、「恋野小学校存続の嘆願書」

については８月１日に、それぞれ提出者の方

との懇談の場を持ち、市及び教育委員会とし

て再編統合を考えていることを丁寧に説明し、

理解を求めました。 

　境原小学校の懇談では、地域を思うがゆえ

に、再編統合の取りやめや再編統合に伴う心

配事などのご意見を頂きました。再編にあた

っては様々な立場の方からご意見を聞きなが

ら、子どもの数がさらに減少する中で、子ど

もたちにとってよりよい教育環境へとつなが

るよう再編統合を進めたいとの説明をさせて

いただいたところです。 

　恋野小学校の懇談では、最終的には、保護

者の声を踏まえ、市の判断を推したいとの回

答を頂いたところです。ただし、交通安全の

観点から道路拡幅などの強いご意見を頂いて

おります。 

　以上でございます。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）嘆願書、たくさんの署

名を集めて市のほうに嘆願に行ったわけです

けれども、実際に対面でお話を聞いていただ

いて返答されたということで、私たちイメー

ジとしたら書類で頂くいただくのかなという

ふうに思っていたんですけれども、一旦、皆

さまにちゃんとしたお答えというか、教育委

員会としての立場でお話をしていただけたこ

とはよかったかなというふうに思います。 

　続いて、住民アンケートで一番不安が多か

ったバス通学、統廃合の通学手段について、

次の四点についてお聞きします。結構細かい

ですけれど。 

　令和10年度統合計画に入っています隅田小

学校と恋野小学校についてのルート、それか

ら行き帰りの便数、バスの種別、安全対策、

教師の負担、それから財源も含む予算、それ

から経路等について、現時点でどのように想

定をされているか。 
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　続いて２番目。特に隅田小は、国道ルート、

国道路線バスですね。山内・平野ルート、新

たな恋野ルートが増えますが、小学校前が。 

○議長（田中博晃君）板橋さん、一問一答な

ので、１個ずつ。 

○２番（板橋真弓君）そうですか。では、隅

田と恋野の便数とかについてお願いします。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　現行の隅田小学校のスクールバスにつきま

しては、ルートは河瀬・学校間の国道ルート

と山内・平野・下草・学校間の山内・平野ル

ートがまずございます。 

　便数につきましては、行き便は、国道ルー

ト３便、山内・平野ルートは１便、帰りは両

ルートとも３便です。 

　バスの種別につきましては、国道ルートの

１便目と３便目は大型バス、国道の２便目と

山内・平野ルートは中型バスでの対応となっ

ています。 

　それから、安全対策と教師の負担ですが、

行き便の乗車時は保護者の方や地域の方の見

守りをいただきまして、降車時は教職員が受

入れ対応しています。 

　帰りの便の乗車時は、４月の下校指導期間

中は教員が対応いたしまして、降車時は保護

者が見守りをいただいている場合もございま

す。 

　運行予算につきましては、バス車両の調達、

管理、運行業務全てを含んだ委託費としまし

て、令和６年度決算は約1,596万円で、財源に

つきましては普通交付税措置、バス１台当た

り約619万円がございます。 

　なお、再編統合で増える恋野ルートの運行

経費は、概算でありますが約860万円、これも

普通交付税を財源を見込んでの数値となって

おります。 

　それから経路につきましては、これは現段

階の素案でございますが、河南道路の上田、

中道、赤塚から農免道路に入りまして、恋野

地区公民館前から恋野区集会所、恋野小学校、

隅田小学校というような形で案を考えておる

んですけども、こちらは今後の先の統合準備

会や関係者の皆さんと詳細を詰めていきたい

と考えております。 

　現段階では以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）登下校、恋野も増える

ので、ルートは、確実に増えていくので、小

学校が混雑するというふうに単純に考えても

考えられますし、ちょっと遠いですと帰りし

な、迎えに保護者の方が来られたりというこ

とで、道沿いでは大変迷惑になるというよう

なことがあります。その点に対する対策とい

うのは考えておられますか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　恋野ルートが増えることに伴う混雑の対策

につきましては、例えば運動場や民地を借り

まして乗降場所を設置する必要があると考え

ております。小学校前の安全対策につきまし

ては検討しているところです。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）バス通学に関して、今

も結構、運転士不足というのが言われている

んですけども、スクールバスの運行業者の人

の人材確保とか事業所なんかは確保できるん

でしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　運転士不足の問題につきましては事業者か

らも深刻な問題とお聞きしております。そこ

で、教育委員会としましては、市外の業者に

も広げまして運行事業者に相談を行っている

ところで、事業者の確保に努めております。 
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　現状ですけども、何とか運行事業者を確保

できるのではないかというふうに考えており

ます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）恋野と隅田はもう３年

後を切っていると思うので、本当に現場の先

生方というのはかなり不安な思いもされてい

るでしょうし、保護者の方もバスの確保とい

うか、がスムーズにいくのかというのをちょ

っと不安視されている声が一番多かったとい

うふうに思っています。 

　先ほど、交付税措置とかということでバス

の予算というのは一定挙げていただいたんで

すけれども、スクールバス全体、これからま

た先増えてくると思うんです。予定されてい

るのはあと三つありますし、その辺の運行経

費というの予算のほうはいけるんでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　スクールバス全体についての経費のおただ

しなんですけども、現行の隅田小学校のよう

にバス車両の調達や管理、運行業務を一括で

委託する方法や、橋本中央中学校のように運

行業務のみ委託する場合、あるいは路線バス

の活用など、各中学校区で運行形態が複数あ

ります。 

　ですので、バスの種別やルート、走行時間

や走行距離などによって運行経費が大きく違

ってくるため、現時点で具体性のあるスクー

ルバス全体の経費はお示しすることはいたし

かねる状態でございます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）今、全体というのは、

物価もいろいろありますし、出せないという

のは分かります。当面というか、一番近々に

ある恋野とのことということで、試算されて、

先ほどの分、試算されていましたけども、そ

れとあと、駐車場というかロータリーという

のか、の部分も費用はかかってくるとは思う

んですけれども、その点は大丈夫でしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）必要な経費ですの

で、財政当局とも協議をしながら、ここは進

めさせていただく、進めていくべきと考えて

おります。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）それでは、次の質問で

す。これ多かったんですけれども、紀ノ光台

について、その取扱いといいますか、方向性

がはっきりとしていない。先には延びたんで

すけれども、ある程度、説明会においても、

教育委員会が決めるというのではなくて、い

ろいろなご意見を聞いて、学校選択制の方法

もあるというふうにたしかおっしゃっていた

と思うんです。 

　境原と城山小の再編統合の際に、どっちに

行くかによって児童数というのは変わってく

ると思うし、中学校も分かれます。そのこと

について、現時点ではどのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　現状での指定校は城山小学校となるんです

けども、再編統合の説明会に際しまして、隅

田小学校への学校選択の方法もある旨をお伝

えさせていただきました。 

　２期方針の学校再編の見直しによりまして

目標年度が延びたことを受けまして、紀ノ光

台の自治会でも、再編統合年度の予定年度か

ら全員同じ学校へ行くのか、あるいは選択で

きるのかというような議論がなされておりま

す。 

　８月には自治会の役員と懇談を行いまして、
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来年春にも同じく懇談を予定しております。

地域の方や保護者の方の意見をお聞きしなが

ら、考えていきたいと思います。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）いずれにいたしまして

も、校区は教育委員会が、住民がこう言うた

からというんじゃなく、最終的にはその意見

を拾い上げて、教育委員会がこのようにしま

すというふうにしっかりと決定していただき

たいというふうに思います。 

　次の質問に移ります。 

　市内全体の整合性からということで、再編

統合の予定のときまで紀ノ光台にスクールバ

スは出しませんよというふうに言われていた

と思います。 

　しかしながら、昨今もう本当に夏場の熱中

症対策も限界があると思います、暑過ぎて。

再編統合にかかわらず、紀ノ光台も含めて、

市全体でスクールバスによる通学支援を検討

すべきではないですか。 

　今回、アンケートの中でも、検討委員会の

委員をはじめ、住民の皆さまから早急な対応

の要望を頂いております。この点については

いかがでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　これまでも夏場の熱中症対策に限界がある

中でのスクールバスのご意見は頂いておりま

す。気象条件が年々厳しくなっている中、再

編統合とは別に、通学環境の改善を行うこと

につきましては、市内全体のバランスの取れ

た運用などを、再編とは別の枠組みで検討が

必要かなというふうに考えております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）財源の問題があるとは

思いますけれども、児童の健康とか安全面に

配慮するという意味でも、できるだけ早く検

討のほうをお願いしたいと思います。 

　続いて、学童保育についてです。 

　境原小学校と城山小学校の学童の運営自治

体は違っています。ＮＰＯと単独という形に

なっています。境原小学校の学童の方々のご

意見としては、なかなか、境原小学校やから

今、運営やってるんやでみたいなご意見があ

るというふうに思います。その点について、

どのようにお考えですか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えします。 

　今回、境原小学校と城山小学校の再編の案

のみ、学童保育の運営団体が異なっておりま

す。そのため、両学童の意向確認や協議が必

要となります。 

　この再編統合案では学校の場所を城山小学

校としておりますので、境原小学校の学童の

運営団体の皆さんや保護者の意向を聞いて、

できる限り意向に沿った形で実施できるよう

に考えていきたいと思います。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）お願いします。今、現

在、境原小学校は学童もどんどん増えている

状態ですので、それまでの間もしっかりと意

見を聞いていただければと思います。 

　続いて、教員への影響ということで、今回、

教員アンケートを取らせていただきました、

独自に。教員アンケートによると、懸念事項

として、88.3％の人が「児童の転校に伴う環

境の変化」を１位に挙げています。次いで、

65.5％の方が「スクールバス利用に対する教

員の負担」というのを挙げています。 

　１クラス35人から30人になると、「支障を感

じる」教員はというと67.2％。教育効果が高

い１クラスの人数というのは、一番多かった

のが「19人から10人」、これが65.6％。「29人
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から20人」は65.6％となっていました。 

　統合することで１クラスが35人から30人と

いうふうになってしまう場合もあると思いま

す。また、スクールバスへの対応、業務量が

増えるというようなことが多くの教員からも

上がってきております。 

　統合後の学校には教員の加配もあると思い

ます。余剰となる教員も出てくるのではない

でしょうか。廃校となる教員は職場環境も変

わって、市内の教員定数からすれば他市へ移

動するという場合もあると思います。 

　再編統合に伴って、教員の配置など見える

化をしておけば皆さんも理解しやすいのでは

ないかと思うんですけども、その点について

は、いかがでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）ただ今のご質問にお

答えします。 

　もうご存じのことかと思いますけれども、

教職員の数というのはそれぞれの学校の学級

数に応じて配置されます。ただ、その定数以

外にも、学校の状況に応じて加配という形で

配置できるよう、私たちも学校と協力する形

で書類を作成し、要望を上げていく。その中

でそれぞれの学校の教職員数というのは決ま

ります。 

　ですから、学校の統廃合あるなしにかかわ

らず、毎年、人事異動の時期になれば、それ

ぞれの学校の学級数に応じた教職員の配置を

どうしていくかということを私たちは県教育

委員会と協議していきますので、通常の人事

異動の際の協議の中でそこのところは吸収し

ていくことができるかなと、そんなふうに思

っているところです。 

　ただ、先ほどアンケート結果の状況も教え

ていただきましたけれども、教職員が不安を

抱えていることについてはそれまでに説明す

る機会を持ち、どういう形でというのは具体

的にはお示し今はできませんけれども、管理

職ともその辺りは協議しながら進めていくこ

とができたらなと、そんなふうに考えており

ます。 

○議長（田中博晃君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）今、本当に提案しよう

と思っていたことを、まさに教育長が言って

いただいたのであれなんですけども、ある程

度の、どこが閉校になるとかというようなこ

とも、実際、今、業務に追われていて、そこ

まで考えられてない教員の方も多いのではな

いかと思いますので、ある程度、職員配置の

シミュレーションというのはしておくべきだ

と思いますし、それを周知していただくとい

うようなことが必要かと思います。 

　再編統合を実際に進めるにあたっては、管

理職だけじゃなくてというふうに今おっしゃ

っていただいたんですけども、やはり移って

からもかなり、落ち着くまで二、三年かかる

と思いますし、それまでの準備も大変だと思

いますので、その辺のこともしっかり踏まえ

た上で、できたら秋休みとか、今度あると思

うんですけど、夏休みはちょっと無理やけど、

策定されるまでに、ちょっと教員の方のご意

見がたくさん上がっていまして、そういうこ

とも共有して、パブリックコメントの前ぐら

いに聞いていただけたら一番、子どもたちに

とってよりよい学習環境を構築することがで

きる橋本市新しい学校づくり推進計画になる

のではないのかなというふうに思いますので、

お忙しい中とは思いますけれども、ぜひとも

教員の皆さんの一人ひとりのご意見、職場環

境が変わると思いますので、その点も覚悟し

ておいてもらって、子どもたちのためにしっ

かりと働いていただけるようにご尽力いただ

けますように要望いたしまして、私の質問を

終わらせていただきます。 

　ありがとうございました。 
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○議長（田中博晃君）２番　板橋君の一般質

問は終わりました。 

　この際、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時38分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午後１時00分　再開） 

○議長（田中博晃君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　日程に従い、一般質問を行います。 

　順番３、15番　辻本君。 

〔15番（辻本　勉君）登壇〕 

○15番（辻本　勉君）皆さん、こんにちは。 

　ただ今、議長のお許しを頂きましたので、

一般質問を行います。 

　大変暑い中、たくさんの方、傍聴いただき

まして、本当にありがとうございます。ご苦

労さまです。 

　今回は二点なんですけども、メインは２番

目の市長に対しての質問なので、一つ目につ

きましてはできるだけ簡潔に、いい答弁を頂

きたいなと、このように思っています。 

　それでは、始めます。 

　まず、一つ目、消防団員に対する夏服の貸

与についてであります。 

　地球温暖化の影響とも言われていますけれ

ども、今年は特に暑く、梅雨も早かったとい

うことで、もう６月頃から気温が30度を超え

る、また、35度以上の猛暑日が何日も続く毎

日であります。そして、全国的にも熱中症に

よる救急搬送が、例年に比べ今年は非常に多

い夏となりました。 

　そんな中、消防団員の皆さんにおかれまし

ては、市民の生命と財産を守るべく日々活動

いただいておりますし、このことについては

心より感謝を申し上げたいと思います。 

　酷暑の中での活動は大変であります。現在

貸与されている制服は、消火活動には適して

いますが、夏場の他の活動には適していると

は言えません。そして、消防団員が熱中症に

なるおそれもあります。 

　そこで、消防団員にも消防署員と同様の夏

服、例えば半袖ポロシャツを貸与すべきと考

えますが、当局の考えを尋ねます。 

　続いて二つ目、本日のメインでありますけ

ども、平木市政３期目及び12年間の総括と今

後（次期市長選）についてお伺いいたします。 

　本市は平成18年に高野口町と合併いたしま

した。来年の３月１日には合併後20周年とい

う記念すべき日を迎えます。合併後、木下市

政が２期、それから平木市政へと替わり、約

11年半になりますけども、大変厳しい財政状

況の中で、平木市長の下、職員、議会とも一

丸となって新しいまちづくりに全力を挙げて

まいりました。 

　平木市政３期目も残り約半年となり、来年

３月、３月22日と公表されていますけども、

来年３月の市長選挙を控え、３期目だけでな

く３期12年間の総括をし、新しい橋本市のま

ちづくり構想を立てる時期となりました。 

　当初から想像以上の財政難ということで、

思いのままに市政運営ができず苦労されたよ

うですけども、そのような中で将来に向けて

厳しい改革を進められ、これは一般市民から

も少し不満の声もありましたが、今の橋本市

があります。市長自らどのように総括されて

いますか。また、これからの橋本市、橋本市

政についてどのように考えておられるのかを

お尋ねいたします。 

　まず、一点目は平木市政の総括。毎回、各

１期２期終わるごとに質問していますので、

特に今回は３期目について総括をお願いした

い。 

　続いて二つ目、今後、令和８年度以降の橋

本市政について、新しいまちづくりへの思い

をぜひとも聞かせていただきたい。 

　続いて三つ目ですけども、来年、先ほど言
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いました３月22日投開票と言われています市

長選挙、実施予定の市長選挙への出馬意思に

ついてお尋ねをいたします。 

　壇上からの質問は以上で終わります。 

○議長（田中博晃君）15番　辻本君の質問項

目１、消防団員に対する夏服の貸与に対する

答弁を求めます。 

　消防長。 

〔消防長（永井智之君）登壇〕 

○消防長（永井智之君）消防団員に対する夏

服の貸与についてお答えします。 

　今年の夏は昨年を上回る厳しい暑さが続き、

消防団員の皆さんには、猛暑の中、火災や風

水害の対応、また、地域における訓練や広報

活動など多岐にわたる消防活動にご尽力して

いただいています。 

　議員のご指摘のとおり、現在貸与している

活動服は酷暑の環境には適しておらず、夏季

の訓練や軽微な活動において、通気性や吸水

性に優れたポロシャツなどを活動服に加える

ことは、消防団員の身体的な負担を軽減し、

熱中症のリスクの低減を図る上で必要と考え

ます。 

　今後は消防団員の意向を十分に伺いながら、

導入に向け進めてまいります。 

○議長（田中博晃君）15番　辻本君、再質問

ありますか。 

　15番　辻本君。 

○15番（辻本　勉君）ありがとうございます。

大変良い答弁を頂きましたので、再質問は一

応ないんですけども、一点だけお願いしてお

きたいなと思うんですけども、これが、今日、

消防長にお借りしたんですけども、消防署員

のポロシャツです。もう夏場はこういうのを

着られておるんです。今は皆さん、こういう

のを着ておられます。 

　聞くところによると、高野口方面隊につい

ては何か夏場、Ｔシャツを作っていると聞い

ているんですけども、橋本方面隊はないよう

なので、いい答弁を頂きましたので。 

　私はこういうポロシャツが一番いいと思っ

ているんですけども、それぞれ消防団員の方

の考え方もあるので、その辺につきましては

答弁どおりに消防団員と十分な打合せをして

いただいて、意向に沿った形で速やかに貸与

できるようにお願いしたいと思います。お願

いで結構でございます。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目２、平

木市政３期目及び12年間の総括と今後（次期

市長選）に対する答弁を求めます。 

　市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）それでは、辻本議員の

質問にお答えします。平木市政３期目及び12

年間の総括と今後（次期市長選）についてお

答えします。 

　私が市長として就任させていただいた平成

26年４月からこれまでの約11年半の間、市民

の皆さまからの信託にお応えできるよう、初

心を忘れることなく、現場主義、市民協働、

誠実・公平・奉仕を政治信条に、全力で市政

運営に取り組んできました。 

　振り返りますと、１期目では、特に厳しい

財政状況の中で、財政健全化を図りつつ、市

民の皆さまが安全に安心して暮らせる施策を

推進してまいりました。 

　２期目では、「住んでよかった」「住みたく

なる」が実感できる「元気なまちづくり」を

スローガンに、市民の皆さまとともに多くの

事業に取り組みました。 

　そして、３期目となる現在では、２期目か

らの施策を継続しつつ、ポストコロナ時代の

社会変化に即した「未来に向けた挑戦と変革」

をテーマに掲げ、本市の魅力を磨きながら、

世代を超えた市民の絆を大切に、持続可能で

元気な橋本市をめざしてまいりました。 
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　５年先、10年先を見据えた元気なまちづく

りができるよう、これまでに六つの政策を柱

として、様々な事業に取り組んできたところ

です。 

　一つ目の柱である「将来に向けた持続可能

なまちづくり」では、行財政改革、市民協働

の推進、ＤＸの導入などを軸とした取組みを

展開し、住民サービスの向上と効率的な行政

運営を両立させる施策を進めてきました。 

　特に財政の健全化には力を入れ、就任当初

非常に悪化していた財政状況を、平成28年度

から５年間で約48億円に及ぶ削減効果を生み

出し、健全化を達成することができました。

これもひとえに市民の皆さま及び議員各位の

ご支援とご協力、また、職員の努力のたまも

のであると感謝しています。 

　また、安定した財政運営のための歳入の確

保策として、市税収納率の向上や法的措置を

視野に入れた債権回収の仕組みを構築し、未

利用地の処分や公共施設へのネーミングライ

ツ制度を導入しました。 

　また、ふるさと納税の返礼品として地場産

品を採用し、積極的なＰＲを行うことで、令

和５年度には過去最高となる５億6,400万円

ものふるさと応援寄附金を達成しました。 

　市民協働の推進については、県内初の自治

基本条例である「橋本市の自治と協働をはぐ

くむ条例」を制定しました。さらに、市民が

参画する「橋本市の自治と協働をはぐくむ委

員会」を設置し、この条例の検証などをする

とともに、市民協働の推進体制を整備し、市

民と行政が情報を共有することで、一体とな

って課題解決を図る土台が築けたと思ってい

ます。 

　ＤＸの導入については、橋本市ＤＸ推進計

画を策定し、行政手続きの電子化や電子入札、

電子決済等の導入を進めることで、市民の皆

さまの暮らしの利便性を向上させるとともに、

職員の事務効率化にもつながりました。 

　二つ目の柱である「にぎわいと活力のある

まちづくり」では、にぎわいと活力を生み出

すため、産業振興、企業誘致、農業振興、シ

ティプロモーションなどの各分野で官民一体

となった取組みを推進してきました。 

　まず、産業振興では、官民連携の下、「はし

もとブランド」の構築に取組み、地場産品と

中小企業の技術力を組み合わせた新商品の開

発支援も進めました。また、自治体間交流や

全国・海外への販路開拓を推進し、トップセ

ールスにおいても特産品ＰＲを行うことで本

市の産品の認知向上を図りました。 

　企業誘致の成果としては、45社が操業を開

始し、地元雇用は1,114人を創出、市税収入も

大きく増加しています。また、完売した紀北

エコヒルズに続き誘致を進めるべく開発した

あやの台北部用地では、令和６年12月から分

譲手続きを開始しており、現在、全15区画の

うち９区画に申込みがあり、２社との進出協

定を締結するなど、地域活性化の原動力とな

っています。 

　農業振興では、橋本市農業振興条例を制定

するとともに、橋本ふるさと便の事業により

送料を支援することで、市の特産物のよさを

市内外のより多くの人に知ってもらうことが

でき、併せて農産物のインターネット販売を

支援するなど生産者をサポートする体制を強

化してきました。また、高野山麓精進野菜の

ブランド化を推進し、農業者の生産意欲を高

めることとなりました。 

　交流人口や関係人口の増加に向け、シティ

プロモーションに力を入れるとともに、移住

定住の促進のため、住宅取得補助金制度や空

き家活用支援策を整備し、新婚生活支援など

も加味したことにより、平成28年度から令和

６年度末までに1,175人の移住者を迎えるこ

とができました。 
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　三つ目の柱である「教育との連携により子

育てにやさしいまちづくり」では、教育と福

祉の連携を進め、行政による切れ目のない子

育て支援と地域全体で子どもを育てる体制づ

くりにより、子どもの健やかな成長を支える

ことができる子育てに優しいまちづくりを進

めてきました。 

　まず、子育ての経済的負担を軽減するため、

子どもの医療費助成については段階的に対象

年齢を18歳まで引き上げ、令和６年度には所

得制限の撤廃により、全ての子育て世帯に対

し医療費の全額を助成する体制を整備しまし

た。 

　また、現在の社会情勢を踏まえ、老朽化し

た保育園・幼稚園を統廃合し、両方のよさを

生かしながら、それぞれの機能を持つこども

園として、橋本こども園、応其こども園、学

文路さつきこども園、山田さつきこども園、

紀見こども園の５園を順次整備し、受入れを

開始するとともに、０歳児保育や延長保育な

どの幼児教育及び保育の環境を拡充しました。 

　また、児童発達支援事業所たんぽぽ園を新

築移転し、さらに令和６年度から延長保育を

開始しました。子どもたちの発達の支援と豊

かな成長をめざすとともに、保護者の皆さま

が利用しやすい環境を整えました。 

　また、産前・産後から18歳までをきめ細か

く支援できる体制づくりが必要であると考え、

早期に子育て世代包括支援センターを設置す

るとともに、令和３年度には家庭教育支援室

を開設し、幅広い支援体制を構築しました。 

　私は市長就任時より、教育現場と保育、医

療、福祉行政の連携強化が最も重要であると

考え、虐待や不登校などの課題解決をめざし、

個別の子どもや家庭に対する支援にも力を入

れてきました。 

　さらに、子どもの居場所づくりについては、

平成29年度に子ども食堂への支援を開始し、

現在、地域での取組み拡大により、14か所で

の運営に至っています。これからは地域食堂

とすることで、子どもだけではなく、高齢者

を含む世代交流が促進され、地域が一体とな

った居場所づくりにもなると考えています。 

　四つ目の柱である「地域全体で支えるまち

づくり」では、誰もが住み慣れた地域で安心

して暮らし続けることができる地域づくりを

推進してきました。 

　まず、地域全体で高齢者の生活を支える体

制を整備するため、地域包括ケアシステムを

構築しました。介護予防事業を充実させるこ

とで健康寿命を伸ばし、その結果、介護保険

料の引下げにつながりました。 

　さらに、市内10か所に第２層協議体を設置

し、生活支援コーディネーターを配置するこ

とで、地域住民が協力して助け合う体制づく

りを進めました。 

　また、福祉サービスでは、介護度の高い高

齢者や障がい者世帯へのごみの福祉収集のほ

か、令和３年度から子育て世帯などへの紙お

むつ収集を開始するなど、福祉サービスの拡

充を行いました。 

　介護や子育て、障がい、生活困窮などの複

合的な相談に対応するため、重層的支援体制

を整備し、全ての市民が安心して必要な支援

を途切れることなく受けられる体制を構築し

ました。 

　また、自治会組織の高齢化や担い手不足を

解消し、持続可能でよりよい地域社会をめざ

すため、持続可能な地域コミュニティ発展交

付金（ＳＤＧｓ交付金）を創設し、地域課題

の自主的な解決を支援しました。令和６年度

からはプラス５として、地域ごとの特色を生

かした事業に対して交付金を上乗せし、区・

自治会が主体的に取り組む活動の後押しがで

きたと考えています。 

　また、令和３年度より橋本市部落差別の解
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消を推進する条例を施行し、市民一人ひとり

の人権意識を高め、共に生き、共に支え合う

地域社会の実現をめざしました。 

　加えて、男女共同参画を促進するとともに、

橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ

宣誓制度を導入し、多様性を尊重する共生社

会の実現をめざしました。 

　五つ目の柱である「安心安全な暮らしを支

えるまちづくり」では、災害対策の強化と都

市インフラの充実を図ることで災害に強いま

ちづくりに取り組んできました。 

　近年の激甚化する自然災害に対応するため、

地域防災計画の見直しを実施しているところ

ですが、ハザードマップの更新、排水ポンプ

車の整備、防災重点農業ため池ハザードマッ

プの整備により防災機能を強化しました。 

　また、災害時にしっかり機能する体制の構

築が重要であると考え、自主防災組織が行う

防災訓練を支援するとともに、市民の皆さま

に情報を迅速にかつ正確にお届けするため、

災害情報を自動受信し、即時にアナウンスす

る戸別受信機を配布し、情報伝達力の強化も

図ってまいりました。 

　消防・救急体制については、消防庁舎の防

災拠点機能を強化するとともに、橋本北消防

署に自家用給油取扱所を整備し、地震などの

大規模災害時でも72時間の業務を継続できる

燃料の備蓄を実現しました。今年度は、多様

化する災害に対応するため、化学消防自動車

やドローンなどの先進的な設備の配備を計画

しています。 

　また、交通基盤の整備については、平成27

年９月に国道371号橋本バイパス、令和６年６

月に天見紀見トンネルの開通に至りました。

災害時の物資輸送や緊急医療活動への貢献は

もとより、大阪都市圏への輸送・移動を支え

る重要な道路として、産業や市民生活の向上

に寄与しています。 

　また、市民生活の根幹となる道路、橋梁、

都市公園、市営住宅、上下水道などの公共イ

ンフラにおいても、計画的な更新・修繕によ

り長寿命化を実施しており、令和３年11月に

杉村やすらぎ広場も完成したところです。 

　最後に、六つ目の柱である「人が学びあい　

共に育むまちづくり」では、教育環境及び生

涯学習の充実に向け、施策を推進してきまし

た。学校での学習環境を整えるため、小・中

学校の空調設備を整備し、長寿命化のための

改修工事、外壁やトイレの改修工事を計画的

に進めてきました。 

　学校教育の充実では、ＧＩＧＡスクール構

想に基づき、タブレット端末や電子黒板、ま

た、ネットワーク環境整備を行うとともに、

効果的な利活用の推進のためＩＣＴ支援員を

各校に配置し、デジタル技術を活用すること

で子どもたちが未来を見据えた学びに取り組

む環境を整備しました。 

　また、学校、地区公民館等での土曜講座の

開催や小・中学校の学校司書の増員により、

学力向上とともに居場所づくりを推進し、地

域が子どもを支える仕組みも強化しました。 

　この取組みは、共育コミュニティとして、

地域と家庭、学校が協力して教育活動を広げ

る基盤となっています。 

　生涯学習環境の整備として、岡潔数学体験

館を開館し、算数・数学の楽しさを体験でき

る教室や講演会などを開催するなど、市独自

の特色である学びの施策にも力を入れていま

す。 

　また、山田地区公民館、学文路地区公民館

の新築及び紀見地区公民館、郷土資料館、あ

さもよし歴史館を複合して整備し、各世代が

交流し学び合う場を地域に提供しました。 

　これらの六つの政策の柱のほか、令和５年

度よりデジタル通貨ハシモを導入し、一定の

プレミアム分を付与し販売を行い、事業者支
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援や生活者支援として活用しています。また、

スマートフォンを利用しない方の要望もあり、

令和６年度からカード型の導入も行い、幅広

く利用していただけるよう努めました。 

　さらに、これを進化させ、ボランティアや

教室・講座等、市の事業に参画した方に対し

ポイントを付与する「さんかくポイント」や

市の施策を推進するための「推進ポイント」

を実施し、様々な場面で市と関わりを持って

いただく機会を増やすためのツールとして活

用しています。 

　以上、これまでの主な取組みを申し上げま

したが、人口減少や少子高齢化が進み、度重

なる自然災害や新型コロナウイルス感染症の

流行、物価高騰など、先が見えない時代に最

良の政策が展開できたのかと自分自身に問い

かける日々でもありました。 

　どんなときでも市民の皆さまとともにこの

まちの未来を正面から見据えて挑戦をしてき

ました。これら多くの政策が実現できたのも、

議員各位をはじめとする市民の皆さまのご理

解とご協力のたまものであると、心から感謝

申し上げます。 

　次に、今後、令和８年度以降の橋本市政に

ついて、新しいまちづくりへの思いですが、

社会情勢が激しく変化する中で、本市におい

ても多くの課題に直面し、これを乗り越える

力こそが未来を切り開く鍵となると信じてい

ます。 

　今年は「挑戦、進化、変化」を目標に掲げ、

これらを念頭に橋本市のさらなる発展に向け

た取組みに全力を尽くしていきたいと考えて

おり、新しいまちづくりへの思いの一端を述

べたいと思います。 

　まず、持続可能なまちづくりを推進します。 

　来年度より、令和10年度から10年間の橋本

市のまちづくりの指針となる第３次長期総合

計画の策定に着手していくこととなります。

また、現在取り組んでいる地域運営組織が設

立すると、各自治会組織での助け合い、支え

合いができ、担い手不足などが解消されるこ

とが期待できるため、持続可能でよりよい地

域社会となるよう、地域に寄り添い、推進し

ていきたいと考えています。 

　また、日々進化するデジタル社会の実現に

向けたＤＸのさらなる推進や市民協働の推進、

民間企業や大学とも積極的に連携し、多方面

から持続可能な行政運営への参画を得て、市

民生活の向上につなげていきたいと考えてい

ます。 

　次に、産業振興と地域経済の活性化に努め

ます。稼ぐ力を高めるため、農業や商工業に

おける生産者支援を強化します。 

　農業では、農業用施設整備に対する補助要

件を見直すとともに、自然農法や果樹、米、

野菜など、市の推奨品として指定し販売がで

きるよう取り組み、農業者の所得向上をめざ

します。 

　また、商工業では、民間企業と連携した高

野口パイルのブランディングや紀州へら竿の

新たな取組みの支援とともに、建設業等の地

元産業を支援していきます。また、今後もデ

ジタル通貨の活用により、市内経済を好循環

させ、にぎわいと活力の創出をめざします。 

　また、地元産品の開発を支援し、ふるさと

納税の返礼品の魅力をさらに上げるとともに、

市の情報を戦略的に発信しながら、シティプ

ロモーション全体を強化したいと考えていま

す。 

　企業誘致においては、あやの台北部用地の

第２次事業を検討していくとともに、地元雇

用の促進による若者等の定住、また、就労や

起業を契機とした移住が促進するよう、雇用

の場と多様な就労のための環境づくりに努め

ます。 

　次に、交流拠点の整備を行い、地域の魅力
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や資源を最大限に活用します。 

　都市の持続可能性を高めるための具体的な

道筋を示す立地適正化計画を策定し、にぎわ

いづくり、駅前の活性化を図るため、橋本駅

前整備の事業化を推進します。高野口駅周辺

では大正ロマンをコンセプトに、地元関係者

の皆さまとともに観光地化に挑戦したいと考

えています。 

　また、紀望の里ウッドパークの整備や旧学

文路中学校グラウンド利活用の推進、恋野地

域おこしへの支援など、地域全体の活力を高

め、本市を訪れる人を増やすことで、地域経

済も活性化され、地域住民とともににぎわい

をつくり、住み続けたいまちにしたいと考え

ています。 

　次に、安全・安心な暮らしと生活の利便を

支える都市基盤をつくります。 

　多様化、激甚化する災害等に対応するため、

実効性のある防災・減災対策を進めてまいり

ます。そのために、平時より、道路、橋梁、

上下水道、ため池などの生活インフラの整備

を計画的かつスピード感を持って進め、都市

基盤の強化を図りたいと考えています。また、

地域医療の要である橋本市民病院の経営改善

にも努めてまいります。 

　次に、子育て支援を継続して進めてまいり

ます。妊娠期から子育て期までの切れ目のな

い支援を継続させ、医療費助成や保育料の軽

減などの経済支援についても、引き続き実施

してまいります。 

　また、少子化が進む一方で、様々な方面か

らの支援を必要とする子どもが増えている現

状に鑑み、相談事業や療育の支援など、子ど

もの健やかな成長のための支援体制を強化し

てまいります。 

　「元気なまち橋本」で将来を担う子どもを

安心して育んでいけるよう、教育と福祉が連

携し、子育てに優しいまちづくりを行いたい

と考えています。 

　次に、支援力の向上により、誰ひとり取り

残さない社会福祉の実現をめざします。 

　住み慣れた地域で末永く暮らせるよう、第

２層協議体による生活支援体制を充実させ、

地域食堂、買物移動支援、健康寿命を延ばす

取組みなど独自の事業に対して支援を強化し、

市全体でこれらの活動を広げていきたいと考

えています。 

　また、重層的支援においては、悩みを抱え

る人への支援が途切れることがないよう関係

機関との連携をさらに強化し、継続して支援

を行ってまいります。 

　また、障がい者福祉においては、雇用の促

進について積極的に取り組み、社会への参画

を支援していきたいと考えています。障がい

者の皆さまや各障がい者団体との対話も進め、

障がい者福祉施策の充実に努めます。 

　次に、安全で安心な環境で主体的な学びを

育みます。 

　現在、（仮称）橋本市新しい学校づくり推進

計画を策定中であり、安全な学校生活を送る

ことができ、様々な経験を通して心豊かに子

どもが成長できる、また、主体的な学びがで

きる学校づくりに努めます。 

　子どもたちがよりよい教育環境で学べるよ

う、今後も計画的に学校施設の改修を行い、

長寿命化の取組みを進めます。老朽化した高

野口中学校については、必要な改修を行うと

ともに、できるだけ早く町なかに建設をして

いきます。 

　このほかにも、市庁舎をはじめ老朽化した

公共施設の計画的な整備、今後予定している

環境管理センターや伊都消防署の建て替え、

広域ごみ処理場の延長問題など、取り組むべ

き課題は山積しており、今後、大型事業が続

くことから、事業実施に際しては財源が必要

です。 
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　就任時に比べ財政状況は改善はされてきま

したが、いまだ厳しい状況が続いているため、

これからは未来への投資に対し多くの財源確

保が必要となり、本市にとっての乗り越えな

ければならない大きな課題と言えます。今後

とも国の補助金や予算等の情報収集に努める

とともに、国への要望を行い、国や県と連携

を深めてまいります。 

　来年、令和８年３月実施予定の市長選挙へ

の出馬の意思ですが、次期市長選挙には現在

280を超える団体から出馬の要請を頂いてい

るところであり、これまでも皆さまとともに

創り、守り、育ててきた市政を引き続き行い、

「元気なまち橋本」を実現するため、責務を

全うするとともに、これまでの経験を生かし、

新しいまちづくりにも挑戦したいと考えてお

り、ここに、来年３月の市長選挙への出馬を

決意したところです。 

　ここでは、私の４期目にかける思いの一端

を申し述べましたが、何よりも、一人ひとり

の夢が実現し、笑顔輝く橋本市をつくり上げ

ていきたいと思いますので、全力で取り組ん

でまいります。 

○議長（田中博晃君）15番　辻本君、再質問

ありますか。 

　15番　辻本君。 

○15番（辻本　勉君）基本的には再質問はな

いんですけども、一応、少しばかり私の思い

といいますか、意見を述べたいと思います。 

　詳細な報告を頂きましたし、今後への思い

と力強い出馬の決意を頂きました。本当にあ

りがとうございました。 

　私はいつも、長い間、市長の近くにおりま

すので、ほんまに多くのことを、振り返りま

すと多くのことをやってくれたんやなという

思いは十分ありますし、そんな中で少し残念

なのは、やはり市長がやってきたことは市民

の皆さんになかなか伝わってないというか浸

透してないというか。 

　１期目の財政難のときのイメージが強いん

かなという思いもあるんですけども、１期目、

財政難でなかなか思うように市民の要望に応

えられなかった、そのときの市民の思いとい

うのがまだずっと引きずっとるん違うかなと

いうことは、私はちょっと感じています。 

　そんな中で、私はいつも常々から、市長と

お会いしたときには言っているんですけれど

も、もっと自己ＰＲをしたらどうですかと。

どんどん、極端なパフォーマンスはする必要

ないと思いますけども、もっと自分のやった

ことをＰＲして、市民に分かるようにしたほ

うがいいんじゃないですかという話をしてい

るんです。 

　市長がなかなかできなかったら、やはりこ

こでおられる皆さんが自分たちのやったこと

を、もっと市長に代わって市民にＰＲしてい

ったらんとあかんのちゃうかなと思うんです。

そうすることで橋本市の全体のやっているこ

とが市民に浸透していくんじゃないかなとい

うように思います。それをできたら、これか

らはそういうことをどんどんやってほしいな

という思いがいっぱいであります。 

　そういうことで、まだまだ課題はあるとい

うことなので、今後の市長の方針といいます

か思いというのを述べていただきましたので、

課題はたくさんありますけども、これからも

橋本市、橋本市民のために頑張ってください

ということで終わりたいと思います。頑張っ

てください。 

○議長（田中博晃君）15番　辻本君の一般質

問は終わりました。 

　この際、13時50分まで休憩いたします。 

（午後１時37分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午後１時50分　再開） 

○議長（田中博晃君）休憩前に引き続き、会



－44－

議を開きます。 

　日程に従い、一般質問を行います。 

　順番４、13番　田中君。 

〔13番（田中和仁君）登壇〕 

○13番（田中和仁君）皆さん、こんにちは。

よろしくお願いします。 

　３項目あります。 

　小・中学校や公民館等の応急手当て体制に

ついて。 

　小・中学校や公民館等の公共施設では、児

童生徒や利用者の事故や急病を未然に防ぐた

め、日常的に注意と配慮がなされることと理

解しています。しかし、万が一、事故や急病

が発生した場合、どのような応急手当て体制

が整備されているのかお伺いします。 

　１、応急手当ての研修、２、応急手当キッ

トの設置、３、救急連絡体制、４、緊急時の

マニュアル、５、保護者への連絡体制。 

　大項目２、一般公衆浴場に対する支援策に

ついて。 

　一般公衆浴場は、国民の日常生活にとって

欠かせない施設として、物価統制令により価

格の上限が設定されています。一方で、燃料

の高騰、入浴人口の減少、お風呂のある家の

増加などの影響を受けて、一般公衆浴場は著

しく減少しています。 

　このような状況において、公衆浴場の確保

のための特別措置に関する法律が重要です。

この法律は、一般公衆浴場が住民の日常生活

において不可欠な施設であることを重視し、

その減少傾向に歯止めをかけるために、国や

自治体に必要な措置を法律で求めています。 

　橋本市にも一般公衆浴場がありますが、本

市の支援策はこの法律の内容に比べて不十分

であり、さらなる充実が必要ではないかと考

えます。いかがでしょうか。 

　１、固定資産税の減免、２、上水道料金の

低額設定、３、下水道料金の低額設定、４、

高齢者福祉事業（低料金で入浴）。 

　大きい項目３、黒河道などにおけるツキノ

ワグマ対策について。 

　先日、北海道の羅臼岳で観光客がヒグマに

襲われる事件がありました。本州でもツキノ

ワグマが住宅地に出没し、人や農産物に被害

が出ています。 

　橋本市の黒河道も世界遺産に認定されてい

ますが、熊の存在が環境に影響を及ぼすこと

が懸念されます。特に報道によると、熊用の

スプレーには効果がないものや模造品も存在

し、熊よけの鈴やラジオを使っても近づいて

くることがあります。さらに、登山客の行動

を熊が観察し、リュックの中に食べ物がある

ことを学習している可能性もあり、危険が迫

っていると感じます。 

　和歌山県がツキノワグマを保護対象から管

理対象に変更すると方針発表したことも踏ま

え、事故を未然に防ぐための対策が急務です。

しかし、「熊にご注意ください」と呼びかける

だけでは実効性に欠けると考えます。 

　黒河道を歩いた経験から、携帯電話の電波

が届かず、公衆電話や避難小屋もない状況で、

めったに人に出会わない環境です。現在の黒

河道は安全でしょうか。どのような熊対策が

可能ですか。 

　１、啓発活動、２、熊よけッズの普及、３、

定期的なパトロール、４、避難小屋の整備、

５、食べ物の管理、６、監視カメラ、７、地

域猟友会等との情報共有。 

　以上三点になります。答弁をよろしくお願

いいたします。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君の質問項

目１、小中学校や公民館等の応急手当て体制

に対する答弁を求めます。 

　教育部長。 

〔教育部長（岡　一行君）登壇〕 

○教育部長（岡　一行君）小中学校や公民館
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等の応急手当て体制についてお答えします。 

　一点目の、応急手当ての研修についてです

が、本市の小・中学校では消防署の協力の下、

全校において熱中症への対応訓練や心肺蘇生

法等の訓練を実施しています。こうした研修

を通じて、教職員が緊急時に的確な応急対応

を行えるよう努めています。 

　公民館等においても同じく職員が普通救命

講習の研修を受講しており、応急手当ての基

礎、通報と協力の要請などを学んでいます。 

　二点目の、応急手当てキットの設置につい

てですが、各学校や地区公民館には担架や自

動体外式除細動器（ＡＥＤ）、嘔吐物処理用具

一式、軽度の外傷に対応するための消毒薬等

の応急手当て用品を整備しており、必要に応

じて速やかに活用できる体制を整えています。 

　三点目の救急連絡体制についてですが、学

校内で緊急事態が発生した場合には、教職員

が職員室や保健室に直接連絡を行うことを基

本としています。また、消防署からの指導に

より、必要に応じて私物のスマートフォンを

携帯し、緊急時の連絡手段として活用するこ

ともあります。 

　公民館等においては、室内に連絡先を表示

するなど、すぐに連絡が取れる状態にしてい

ます。 

　四点目の、緊急時のマニュアルについてで

すが、学校保健安全法に基づき、全ての学校

において危険等発生時対処要領、いわゆる危

機管理マニュアルを作成することが義務づけ

られております。このマニュアルには、不審

者侵入への対応、気象災害への対応、地震・

津波等への対応などが規定されており、教職

員が緊急時に円滑かつ的確に行動できるよう

定めています。 

　また、これまでにも校長会において、消防

署から講師を招き、救急車要請の判断基準に

ついての研修を実施しました。 

　公民館等においては、自然災害等について

は橋本市地域防災計画に基づき対応していま

すが、不審者侵入への対応、事故や急病が発

生した場合のマニュアルは現在、明文化して

いません。全職員が緊急時に円滑かつ的確に

行動できるよう話合いを行い、安心して公民

館を利用していただけるよう努めているとこ

ろです。 

　五点目の、保護者への連絡体制についてで

すが、万が一、事故や急病が発生した場合に

は、救急車の要請や医療機関への搬送に合わ

せて、保護者に速やかに電話連絡を行うこと

としています。可能な限り保護者の方にも医

療機関に同行していただけるよう配慮してい

ます。 

　公民館等においても、ご利用される団体の

方には代表者の連絡先を提出していただいて

おり、可能な限り早急に、事故や急病になら

れた方のご家族にお知らせできるよう努めて

います。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君、再質問

ありますか。 

　13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　伊都・橋本防災士の会で学校とか公民館に

救急救命の講習会でお邪魔したりするんです

けども、非常に熱心に質問とか訓練をしてい

ただいております。 

　その中でちょっと気づいたことを再質問し

ていきたいと思います。 

　学校の教員に対して応急手当普及員、これ

は普通救命講習を指導できる資格なんですけ

ども、資格取得を勧めたいと思うんですけど、

どうでしょうかという質問です。 

　スライドをお願いします。 

　これです。普通救命救急１という３時間の

講習とか、もっと短い１時間の応急手当ての

講習、それを開催できる資格となっていまし
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て、消防本部が例えば業務が立て込んでいる

とかほかの学校から要請がある、そういった

場合に、プールの前などはもう特に小学校と

かは集中しますので、なかなかスケジュール

を組むのが、学校の先生がいつ講習会を開く

というのがかち合って、結果、「ちょっと行っ

てくれへんか」ということで、防災士の会も、

「行かしてもらいますよ」ということで行っ

ている状況にあるんです。 

　それは特に問題ないんですけども、消防車

の出動が増えて、現在、もう不必要な救急車

は呼ばないでくださいという啓発もなされて

いる中で、もし学校で講習を指導できる人材

がいれば、非常にその学校は回りやすいんじ

ゃないか、業務がしやすいんじゃないかなと

いうふうに考えます。 

　応急手当普及員を職員の方に受講させるこ

とができますでしょうか。これ応急手当普及

員を受講させることができないという決まり

があれば無理になるんですけども、裁量の範

囲だったら検討してみてはいかがでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　応急手当普及員の資格につきましては基本

的に個人に付与される資格ですので、教員の

職務の一部として資格取得を命ずることは困

難です。ただし、当該資格は消防署が実施す

る公的な講習によって取得できるものであり、

その内容は教員の職務遂行にも資すると判断

しております。そのため、平日の受講であれ

ば、校長の判断により職務専念義務を免除す

ることが可能であると考えております。 

　これまでも消防署から教員に対して受講案

内を頂いており、例年、夏休み期間中に講習

が実施されております。受講に要する費用は

全て自己負担となりますが、教育委員会とし

ましては、今後も引き続き受講の案内を行っ

てまいります。ただし、強制することができ

ないことについてはご理解いただきたいと存

じます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　消防がスケジュールできない場合、タイミ

ングよく開催できないというときは、僕らも

消防から訓練用の人形と訓練用のＡＥＤをお

借りして開催する。それが自分とこの学校で

できるのであれば、よりスムーズになると考

えての質問でした。 

　ちょっと消極的かなというふうな答弁かな

と思ったんですけども、今後とも消防から「受

けてよ」と啓発いただきますようにお願いし

ます。 

　ちょっと照れるというか、同時に教員の方

も受けに来られていたんですけども、「もう学

校では内緒で来た」「そこまで自信ないわ」と

いうことで、割と控え目な方でしたので、ど

んどんと自信を持ってやってもらえるように、

啓発をお願いします。 

　２番目の再質問です。 

　市民の命を救うためには、市内にＡＥＤが

設置されて、公共施設などのＡＥＤを万が一

の場合は一般市民も容易にできる状況にする

必要があると思うんです。 

　例えば学校でしたら、夜はＡＥＤが屋内に

ある。これ同僚議員も質問してくださってい

ますけども、重ねていきます。ＡＥＤを使う

ために夜はもうガラスを割って入ってくださ

いという感じになっているんですけども、な

かなか高齢者とかお子さん、それから、もう

できたての公民館のあの強靱なガラスを割る

ということは、ちょっと想定ができない。 

　ましてやお子さんに「自分の学校やから取

ってきてよ」と。もう緊急のときですよ。「自

分の学校やから分かるやろ。取りに行ってく

れ」と頼んだときに、やっぱりガラスを割っ
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てというのはちょっと、もたもたしますし、

腕もけがするんでしょうし、ちょっと厳しい

かなと思うんです。 

　これはちょっと全国的な流れで、屋内に設

置されているＡＥＤを、保管ボックスって暑

さ寒さを、電熱とかが入っているんです、一

定の温度にするように。これちょっと高いん

ですけども、それを保管ボックスを準備して

屋外へ設置したり、小窓を設置して室内外の

両側から取れるようにできないかという質問

です。 

　スライドをお願いします。 

　これが屋外用ボックスなんですけども、こ

れネット通販の値段なので一応参考程度にし

かならないんですけども、結構します。こう

いうのを学校の少し外側に置いたりというこ

とが最近増えてきております。 

　答弁をお願いいたします。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　学校に設置しているＡＥＤは児童生徒の緊

急時に備えられてはいますが、地域の人命を

救うという観点から、施設が閉鎖されている

時間帯や夜間にＡＥＤが使えないことは検討

すべきというただ今のご指摘は重要と認識し

ております。 

　保管ボックスの設置などにつきましては、

今ご紹介いただいたとおり、予算措置等も伴

いますので、一度内部で関係課と情報共有を

図りまして、検討したいと思います。また、

今後の運用方法につきましても学校現場を含

めて検討したいと思います。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）方向としてはいい方向

でご返事いただきまして、ありがとうござい

ます。 

　スライドをお願いします。 

　これは一例なんですけども、山梨市の小・

中学校はもう屋内に置きました。柏市、さい

たま市、久喜市、裾野市、厚木市、山梨市、

これらはもう屋外に配置済みということでし

た。もっとあるんですけど。 

　東京都港区、都会なのでちょっと状況が全

然違うんですけど、もう300メートル以内に１

個ないとあかんということで、コンビニにも

設置しました。最近、都会へ行くとコンビニ

にあるんですけども、コンビニが置いてくれ

ているわけでも何でもなくて、行政が市民の

ために置いている。そこまでやっている状況

にあります。 

　千葉県我孫子市の場合は24時間営業の場合

は半額補助しますよという制度があって、契

約しているというか市民のために置いていっ

ている状況にあります。ぜひ実現に向けて検

討をお願いしたいと思います。 

　次へ参りますと、公設民営の保育園とかこ

ども園ではどちらが準備されるのでしょうか、

救急セットを。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）公設民営園、

また、民設民営園ともに事業所のほうが準備、

管理というのを行っていただいております。 

　なお、公設公営の紀見こども園、たんぽぽ

園につきましては、市のほうで準備、そして

管理していくという形になっております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）私はちょっとかわいそ

うやなという印象があるんですけども、例え

ば、どこに子どもが行くというのは市があれ

してますよね。ここに行きたいけども入れな

くて私設に行かれる場合もあると。 

　設置はしてくれているんだけども、救急セ

ットの管理というところで、さっきご覧にな

ったように、コンビニにまで置いて回ってい
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る自治体があるということを考えますと、や

っぱりこれ公設民営、民設民営とも未来の橋

本市の大事なお子さんなので、置いてくれて

もええんかなというふうな印象がありました。

ぜひ、要望ですけど、ご検討ください。 

　次へ参ります。 

　訓練用の人形であっても「口をつけるの嫌

やわ」という職員が多数いらっしゃるんです。

訓練になりますと、この間、あやの台のチル

ドレンセンターなんかは80人来てくれて、「さ

すがに嫌やわ」と言うて、アルコールで拭い

てたんですけど、「抵抗ある。嫌や」と言うて、

分厚いティッシュを挟んでしたんですけども。 

　この手元にありますのは、救急救命用マス

ク、キューマスクとかポケットマスクとかい

ろんな呼び名があるんですけども、ここマウ

スピースがついていまして、逆流防止弁にな

っていて、こっちには空気が来ないようにな

っているんです。吹き込めるけども、自然に

体のふわっと横から排気されるので。 

　それとともに、口を直接つけない、傷病者

の方の。つるっとした状態でも嫌やというぐ

らいだったら、例えば泡を吹いているとか血

がついているとかやったら余計ちょっとため

らうと思うんです。 

　消防からは、「そういうときはもう口をつけ

なくていいです。胸骨圧迫だけしてください」

という指導はしていただいているんだけども、

小学校とか小さいお子さんとかは、まず呼吸

が止まって、その次に心停止するという二次

停止の場合が多いですから、やっぱり酸欠と

いうか、呼吸が大事ですもんね。 

　そういうことを考えたら、こういうのを配

置、各学校のＡＥＤの中に、レスキューパッ

クの中にこの蘇生用マウスピースを整備して

ほしいなと思うんですけども、いかがでしょ

うか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　現在、各学校に設置しておりますＡＥＤに

関しましては、レスキューパックの中に蘇生

のマウスピースを整備してございます。それ

に加えて、タオルや不織布、三角巾がセット

なったものを整備しております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）これ質問が非常に悪か

ったというか、ちゃんと確認しとかないけま

せんね。 

　僕ら訓練に行くときは、指導に行くときは、

「本物のやつを持ってきてください」と言っ

たことないんです。「学校にもあるでしょう。

それ持ってきて中を開いてください」と言っ

たことないですね。自分らが持っていった訓

練用ＡＥＤのチャックを開けて、「こう使うん

です」ということは言うんですけども。 

　やっぱり現場の先生もこれ入ってるという

ことを今知らないです。多分、学校のやつも

まだ見られたことない方が多いと思うので、

今度、僕も指導に行くときは現場のやつを見

てもらうようにします。 

　次へ参ります。 

　ＡＥＤについて自治会で欲しいという声が

あります。自治会に対してＡＥＤをリースし

た場合の補助金はありませんでしょうか。 

○議長（田中博晃君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）自治会担当課

であります地域振興室にそういった声が直接

あるというのはまだ聞いたことはないんです

が、リースに関する補助金というのはござい

ません。 

　しかしながら、一般財団法人自治総合セン

ターの一般コミュニティ助成金を活用して購

入したという実績のある自治会は１自治会ご

ざいます。 

　以上です。 



－49－

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）購入だったらそういう

のがあるんだけども、だいたいリースなんで

す。バッテリーが５年契約になっていて、さ

っきも言ったように、温度差の激しいところ

だとバッテリーの消耗が激しいし粘着パッド

も弱っていくし、やっぱり安定した温度のと

ころに置きたいというのがそもそもあるんで

す。 

　レンタルであればそういったものも含めて

メンテナンスしてくれますので、リースが今

多いと思うんです。交付金の中から使ってく

ださいということでしたら、区に入るお金は

一緒、増えないというふうな認識ですので、

そうなると区のほうはちょっと、「そんな金額

やったら、よう借りやんかな」という感じの

お話でした。 

　それにしても、外から取れるのか集会所の

中に置くのかという問題がまた出てきますの

で、そこも検討しないといけないと思うんで

すけども。 

　次へ参ります。担架についてお伺いします。 

　運動場で結構出番が多いというふうに聞き

ます、担架。特に暑いので、熱中症でちょっ

と倒れたとか、ぐらっと倒れてしまった、日

陰に運ぶのに担架を持ってこいという場面が

結構学校であるそうです。 

　保健室に置いてあることが多いんだけども、

校庭での使用が多いと。「どこに置いたらいい

の」ということを学校で検討しているんだけ

ども、玄関横に裸で置くのはちょっと抵抗が

あるということで、そんなんどうかなという

ような相談がありまして。 

　スライドをお願いします。 

　担架収納ボックスって、こんな商品がある

んですね。私も知らなかったんですけど。縦

型で担架を入れるロッカーというふうな認識

です。担架収納箱と書いてあるそうです。こ

ういうのを配備してもらうことは可能でしょ

うか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　予算が伴いますので、一度、学校長の意見

も聞きまして、検討させていただきたいと思

います。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）よろしくお願いします。 

　次へ参ります。 

　学校では、一部の学校で内線電話というの

は設営されているんです。緊急時でももちろ

ん利用できるんだけども、ほかの学校に聞き

ますと、先ほどもありましたけども、私用の

スマートフォンでＬＩＮＥグループをつくっ

てやっていらっしゃるんです。 

　それも最近のことで、これがなかったとき

は、全員集合がかかる、ちょっとしたことで

全員集合がかかると。給食でデザートを配り

忘れたというのを伝えるために職員室に全員

集合になると。３階から走っていくと。 

　１日に３回ぐらい走る場合があると。別に

そんな緊急とは言わないんですけども、非常

に効率が悪いので内線電話が欲しいんやとい

うようなお話でした。 

　私物のスマートフォンでＬＩＮＥグループ

もこれ微妙な話で、例えば人と人なので、「私

は入るの嫌。強制ですか」とか「私のアドレ

スが分かってしまうので」と。一応ガードは

入るんですけど、「あなたの友達ではない人か

らメッセージが来ました。開きますか」みた

いな、ちらっと出るのは出るんですけども、

出なくても関係性がおかしくなるし、出たっ

て話したくないのに出らないかんしというこ

とで、「どう扱っていいんやろう」と。「うち

の学校は仲いいからそんなことないんやけ

ど」というお話でした。 
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　要は、そういうスマートフォン前提で今、

運用はできてるんやけども、複数人、「私は嫌

や」という人がおったら無理には入れないの

で、だから、そういうお話を聞きますと、や

っぱり内線電話は必要じゃないかと思うんで

す。いかがでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　通信資材の整備につきまして、現時点では

方針は決まっておりません。緊急時には大き

な声で周囲に助けを求めるということが想像

されますけども、連絡事とかでありましたと

きは、内線電話を含めまして教員間で利用で

きる通信機器につきまして、現在、調査を行

っているところでございます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ぜひとも前向きにお願

いしたいと思います。ちょっとしたことでも、

日々使うものですから。 

　誰かが嘔吐した、「今、あのトイレ、掃除が

終わるまで使わんといて」と、こんなことで

もやっぱり全員集合になって、「みんな。２階

のトイレ使わんといてよ」になりますので、

内線電話というのがやっぱり要るんちゃうか

なと僕も感じましたので、何とぞよろしくお

願いします。 

　１番の質問を終わります。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目２、一

般公衆浴場に対する支援策に対する答弁を求

めます。 

　総務部長。 

〔総務部長（中岡勝則君）登壇〕 

○総務部長（中岡勝則君）一般公衆浴場に対

する支援策についてお答えします。 

　一点目の、固定資産税の減免についてです

が、現在、一般公衆浴場に対しての固定資産

税の減免制度は橋本市にはございませんが、

過去の通達や他市の事例等調査の上、減免制

度の制定に向け、取り組んでまいります。 

　二点目の、上水道料金の低額設定につきま

しては、橋本市水道事業給水条例第24条にお

いて浴場営業用の水道料金を設定しています。

一般公衆浴場を対象に浴場営業用として、一

月の基本料金１万7,486円で200立方メートル

まで使用でき、基本水量を超えた場合、１立

方メートル当たりの超過料金を117円とし、一

般用の198円に比べ低額な料金を設定してい

ます。 

　三点目の、下水道料金の低額設定について

ですが、本市の公共下水道では、一般公衆浴

場を対象とした料金設定はありません。下水

道使用料のうち大半は和歌山県に納める流域

下水道維持管理負担金が占めており、運営に

余裕はありません。 

　このような状況の中、下水道事業としては、

一般公衆浴場の下水道使用料の低額設定は考

えていません。 

　四点目の、高齢者福祉事業（低料金で入浴）

についてお答えします。 

　公衆浴場には健康増進に寄与する側面もあ

りますが、本市では既に各地域において「通

い場」を中心とした介護予防事業、住民同士

の交流の促進に取り組んでいることから、高

齢者に対する一般公衆浴場の入浴料金の助成

は現時点で実施する予定はありません。 

　現在、市内には昨年末にオープンした一般

公衆浴場が１か所あり、経営状況にも鑑みつ

つ、支援の必要性を検討してまいります。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君、再質問

ありますか。 

　13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。

早速、固定資産税の減免はないんだけども、

制度設計に取り組んでまいりますと頂戴いた

しました。本当にありがとうございます。 
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　スライドをお願いします。 

　一般公衆浴場とその他浴場、この説明がな

いと、聞かれている方はちょっとよく分から

ないと思うので説明しておきます。 

　一般公衆浴場というのは県が認定するんだ

けども、物価統制令というのがあって上限が

490円、それ以上もらったら駄目ですよという

のが一般公衆浴場です。いわゆる通称、銭湯

というものです。 

　その他浴場というのがあって、スーパー銭

湯とか温泉とか、490円を超えてもいいですよ

というのがその他浴場です。 

　この物価統制令のかかった一般公衆浴場に

ついて、先ほど言いました、公衆浴場の確保

のための特別措置に関する法律、特措法とい

うのがあるんだよということです。 

　この法律については、自治体による減免措

置があって、具体的には書かれてないんです。

何を減免したらいいか具体的には書いてない

んだけども、実態として調べたらすぐ分かり

ます。固定資産税と上水道と下水道と燃料費

補助です。燃料費補助については、奈良県の

場合はもう半額、実費の半額を出します。大

阪府については30万円ちょっと、32万円ぐら

いやったと思います。 

　和歌山県については去年まで20万円ぐらい

だったんですけど、もう今年は２万円になっ

ているんです。それはちょっとよく、「減らさ

れました」という説明しかなかったので、県

についてはこの場面では置いておきます。 

　これが一般的な、減免制度はこういうので

ほかの自治体は進んでいますよという状況に

あります。和歌山県については、なかなかこ

の制度が充実していない。どこが旗を振るの

となった場合に、やっぱり市やろうというふ

うに、数が少ないので、なってくるのかなと

いうふうに考えています。 

　再質問ですけども、固定資産税の減免につ

いて、過去の通達があったというお話でした。

どこからどんな通達がありましたでしょうか。 

○議長（田中博晃君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）当時の自治省税務

局固定資産税課長発出の文書でありまして、

内容ですけども、公衆浴場に係る固定資産税

の取扱いについてということで、その軽減措

置について考慮し、適切に対応されるようと

いう内容になっております。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　スライドをお願いします。 

　これは生活衛生関係営業税制の概要という

ことで、ここにありますね。下のア）公衆浴

場の用に供する固定資産について、当該固定

資産税に係る税額の３分の２相当額の軽減を

しなさいよということが課長からの通知であ

ったということで私も確認しました。 

　これは高知市の例なんですけども、一般公

衆浴場は浴場料金で算定していますよという

ことです。その他公衆浴場は、ヘルスセンタ

ー、健康ランド、スーパー銭湯ですけども、

浴場だけメーターをつけて、お風呂の分だけ

は浴場料金でやってあげてよ、減免してあげ

てよということです。 

　その他に定めるその他公衆浴場というのは

何かというと、ホテル・旅館等の施設利用者

以外にも入浴サービスを提供している、日帰

り入浴とかしているところ。それは、これ結

構安いんです。 

　一般料金、口径20ミリでしょう。だいたい

100ミリですよね、うちの基本料金。違うんで

すか。100ミリ程度の太いパイプで水道が来た

よというのと20ミリで細いので来てるよと。 

〔「13ミリ」と呼ぶ者あり〕 

○13番（田中和仁君）13ミリ。結構細いんで

すね。ありがとうございます。の100分の65

で料金設定してよという、これ高知市の例で
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すので。こういうのがありました。 

　そこで、質問いたします。 

　浴場営業用の水道料金表というのは200立

方メートルが基本になっていて、そこからは

安い料金設定になっているんだけども、橋本

市の一般公衆浴場は井戸水でためていらっし

ゃるので、そこまで要らないんですね。だか

ら、その表というのは現状に合ってないんじ

ゃないかなと。 

　井戸水を使う銭湯も全国多々あるんです。

そういうことを考えると、この表自体が現状

に合わせてもろたほうがいいかなと思うんで

すけども、いかがでしょう。 

○議長（田中博晃君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）浴場営業用の

水道料金というのは、基本的に多量の水道水

を使う一般公衆浴場というのを想定しており

ますので、現状に合っていないという認識は

ございません。 

　ただし、今、議員おっしゃったように、現

在市内に１か所ある一般公衆浴場は主に井戸

水を使用しております。そのためか、基本水

量である１か月当たり200立方メートルを大

きく下回っています。 

　浴場営業用の料金を適用した場合に、一般

用よりも水道料金が割高になってしまうとい

う逆転現象になってきますので、このため、

水道では令和７年４月１日から料金の用途を

変更できるように条例施行規程を改定し、使

用水量が少ない場合は一般用の料金を適用で

きるように配慮しているところでございます。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）配慮はしてくれたとい

うふうなお返事でしたので、それは承りまし

た。ありがとうございます。 

　下水道の減免がないんだけども、浴場です

からじゃんじゃん流すわけですよね。もうこ

の下水道、丸々減免なしでというと、やっぱ

り100万円を超えてくるんですね、年間。 

　企業会計にしたらいいお客さんなんだけど、

やっぱり浴場の低料金ということ。あそこも

湯舟は大きいわけじゃないじゃないですか。

割とコンパクトな銭湯ですから。そのことを

考えますと、下水道の運営に余裕がないとい

うところで判断されるというのはどういうこ

とかなというふうにお伺いしたいんです。 

○議長（田中博晃君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）現在、下水道

使用料は１立方メートル当たり今176円で、そ

のうち70％近い115.65円を流域下水道の維持

管理負担金として和歌山県のほうに納めてい

ます。 

　差額の60.35円と残りはもう一般会計から

の多額の繰入れで、施設の修繕、維持管理、

更新を行っております。この一般会計からの

繰入れなしでは赤字となりまして、決して余

裕のある運営とは言えない状況でございます。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）和歌山県は普及率が低

い、なかなか運営が厳しい状況にあって下水

道減免というお話をしましたので、かなり厳

しい状況にあることは承知しておるんですけ

ども、一般公衆浴場の料金設定がやっぱりこ

こだけないというのはどうかなと、何とかお

願いできないかなという思いです。 

　スライドをお願いします。 

　これは、国土交通省水管理・国土保全局下

水道部「人口減少下における維持管理時代の

下水道経営のあり方検討会」というのが令和

２年の書類、まとめです。報告書。 

　用途別使用料制というのが公衆浴場に対し

てはあるんだよという報告書なんですけど、

ここに、調査に基づいて、公衆浴場は皆さん、

月、基本料何ぼもらっているのという調べが

あるんです。だいたい2,210円なんですよね。 

　公衆浴場で見ますと、平均基本水量は41立
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方メートルまでこの2,200円で行けるよと。そ

れが５年間で改定されて35立方メートルまで

ちょっと減らしてきた、要は実質値上げです

よね。35立方メートルまで基本料金で行ける

よとまとめてあるので、皆さんだいたい幾ら

もらっているのかというのはこの報告書を見

てもらったら分かるのかなと思ったんです。 

　これ習志野市の例ですけども、一般汚水の

場合はこういう料金体制ですよと。公衆浴場

の場合は、基本使用料10立方メートルまで

1,032円、11立方メートルからは１立方メート

ルにつき22円。やっぱり都会はすごいなと思

うんですけど、安いなというふうに思うんで

す。これでいくんだったら経営もちょっと安

定するんやろうなと。 

　次、行くのは北海道北見市。公衆浴場の支

援指針というのをつくってあるんです。町と

して何をどこまで支援するのよというのをこ

こにまとめてあるんですよね。 

　１番目は固定資産税軽減するよと、これ、

前向きにやってくれましてありがとうござい

ます。水道料金及び下水道料金の軽減という

のは決めてあるんです。条例に基づくよと。 

　僕ちょっと見てほしいのは、一番下の行、

「前項の規定による軽減額については一般会

計において負担するものとする」と、ここま

で突っ込んであるんです。要はこれ企業会計

の基準内繰出金なのか基準外繰出金なのかと

いうところで、総務省は繰出金としていいよ

という基準内しかもらってないと思うんです。 

　これほかの企業会計も「おお、そうですわ」

言うてくれと、もしかしたら思っているかも

しれないんだけど、橋本市はこの基準外繰出

金については非常に厳しいというか、そうい

う文化がないというか、「出せませんよ」とい

うふうな雰囲気があるんですよね。 

　スライドを見てください。 

　これ橋本市のホームページ、「下水道使用料

等減免について」。橋本市ですよ。「全部もし

くは一部の減免または徴収猶予を受けること

ができる人」、災害を受けた人とか納付するの

が困難と認められる人が（１）、２番目は「ほ

か、市長が特別の理由があると認める人」、こ

ういう書き方してはるんです。 

　だから、やっぱりこれトップの判断で、橋

本市がどっち向いて行くのかと。もちろん、

先ほども高野口の駅前、頑張ってやっていく

んだというふうに言ってくれましたし、市長

は固定資産税もすぐ動いてくれるということ

でしたので、一般公衆浴場に対する支援策に

ついて、何か市長、一言いただけませんでし

ょうか。 

○議長（田中博晃君）市長。 

○市長（平木哲朗君）田中議員の質問にお答

えをします。 

　まだできたばっかりで、経営もどういう状

況なのかさっぱり分からんというのが本音で

す。本来なら県で定めている公衆浴場の料金、

500円と聞いとったんですけど、それが本当に

県条例の中で正しいのかどうかという疑問も

すごい感じているんです。 

　普通だったら物価高騰で、条例改正したと

こです、ここのところは。昔つくった条例を、

今回、高野口に大衆浴場ができるということ

で条例改正したんですけど、料金は変わらな

いというところもあって、逆に、県にしてみ

たら物価上昇をいっこも見てないんかなとい

うところもあります。 

　その中で、これから一度、担当課にも話は

してあるんですけども、やっぱり収益的にど

うよというところもちょっと見せてもらわな

いと、通達は来てるけど、実際それに対する

強制力があるのかどうかというところもあろ

うかなと。 

　せっかく私費を投じて作っていただいてあ

るので、もし、支援がどんな支援ができるの
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かというのを１年の経営状況を見た上で、ど

ういうことができるのかというようなことは

考えていきたいと思います。 

　まだ４月にできた、４月ちゃう、６月でし

たか、にオープンしたところなので、実際の

そういう状況は全然私らも分かりませんし、

そんなに、逆に、あそこにたくさん人が来る

と、ちょっとやっぱり狭いので、古民家を改

修したところなので、ちょっとどういうとこ

ろかなと。 

　ただ、言えることは、紀望の里のお客さん

も大分、結構下に流れている、かなり減って

きているというところもあります。 

　その中でちょっと状況を判断させていただ

いた中で、どういう支援が必要なのかという

ところも、全てもう含めて検討をさせてくだ

さい。ご理解いただきたいと思います。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）もちろん全面否定では

ないということはもう十分分かっております

し、答弁にも「今後さらに検討を続けていく」

と言ってくれていますので、何とぞよろしく

お願いしたいと思います。 

　ちょっと感想としてなんですけども、ここ

の浴場を立ち上げるときに、各部局が連携し

て、何をどこまで減免するかという部分でお

話しいただけとけばよかったんじゃないかな

というふうにちょっと思ったんですけども、

過ぎ去ったことを言ってもあれなので、引き

続き注視していただいて、やっぱりこの設定

が、価格だけ抑えて支援しないとなると、も

う非常に、何のために一般公衆浴場なのと。 

　いや、それは自分がそうしたからと言われ

るともう話がややこしくなるので、何とぞ、

産業支援というか、地元の企業が元気になる

にはどうすればいいかというような観点で行

っていただきたいと思うんです。 

　水道とか下水道については減免措置という

のがもう本当にないんだけども、企業会計が

厳しいから産業支援しないよとなると、この

まちの産業は発展しないと思うんです。そこ

を見るんじゃなくて、このまちの産業が元気

で発展していくことがやはり市民の求めてい

る姿であって、下水道企業会計がいっぱいい

っぱいだからと言って議論を打ち切ってしま

うと、やっぱりその先の将来像、このまちの

将来像が見えてこないと思うんです。 

　それぞれがその産業をしやすいように持っ

ていってくれるというのが施策なのかなとい

うふうに思います。何とぞよろしくお願いし

ます。 

　２番目の質問を終わります。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目３、黒

河道などにおけるツキノワグマ対策に対する

答弁を求めます。 

　経済推進部長。 

〔経済推進部長（三浦康広君）登壇〕 

○経済推進部長（三浦康広君）黒河道などに

おけるツキノワグマ対策についてお答えしま

す。 

　和歌山県では、これまで紀伊半島における

ツキノワグマの生息数が少なく、絶滅のおそ

れがあることから、その個体を保護すること

としていましたが、令和６年度の調査により、

推定生息数が増加し、人への被害の危険性が

高まるとされる基準を超えたことから、令和

７年度において環境省のガイドラインに基づ

いたツキノワグマの管理計画を定め、頭数を

管理していくよう進めているところです。 

　推定生息数の増加に伴い、伊都振興局管内

における令和７年度のツキノワグマ目撃情報

も増え、現在のところ19件の報告を受けてお

り、黒河道などにおいても熊に遭遇するリス

クは高くなってきていると考えます。 

　一点目の啓発活動については、市のホーム

ページなどで注意喚起を行っているにとどま



－55－

りましたが、近年の熊の目撃情報の増加傾向

に鑑み、それに加え、熊の生態や遭遇した場

合の対応策などリスク回避に関する情報の発

信も今後行うこととします。 

　二点目の、熊よけグッズの普及については、

グッズごとの効果検証を市で行うことが困難

であることから、普及することは考えていま

せん。 

　三点目の定期的なパトロールと四点目の避

難小屋の整備については、熊の行動範囲が広

範囲であるため、人員の確保や避難小屋の整

備箇所の選定が容易でないため、対応は困難

だと考えます。 

　五点目の、登山客などの食べ物の管理につ

いては、ホームページ等での情報発信に併せ

て注意喚起します。 

　六点目の監視カメラについては、目撃情報

などを基に、猟友会などの関係機関と連携し

ながら、必要な場合に設置を検討します。 

　七点目の、地域、猟友会等との情報共有に

ついては、目撃の状況により対応が異なりま

すが、適切に共有できるよう努めたいと考え

ます。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君、再質問

ありますか。 

　13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）私は竿作りしている中

で、ツキノワグマに突進されて足に当たった

ことがあるんです。 

　そのときは鎌で竹切りをしていて、どんど

んどんどんと音が鳴ったので振り向いたら、

もう間に合わないんです。右の膝にバーンと

当たって通り過ぎたんです。何ともなかった、

無事だったんです。もうここはすごく臭くな

りましたけど、無事やったんです。 

　通り過ぎてからちょっと震えが来て、当時

の組合長にところに「熊出た」と言いに行っ

たんです。橋本管内じゃないです。もっと奥

地ですけども。当時の組合長のところに「熊

出た、熊出た」と、「もう車から１分のところ

で熊出た」と言いに行ったんです。 

　そうしたら、その組合長が「ああ、怖かっ

たやろ、死ぬかと思ったやろ、熊が」と言う

て。「いやいや、日本語おかしくないか」と。

主語がおかしないかと。「ものすごい平穏な山

の中で餌探しとったら、おまえに出会うんや

で。ああ、こわ。こんな怖いことないわ」と。 

　いや、こんなやり取りが10年前にあったん

ですけども、これ実はこの質問の本質なんで

すよね。熊が生活しているところに人間が行

く、そういう設定の下の世界遺産・黒河道な

んです。それをどうしますかという質問なん

です。 

　スライドをお願いします。 

　黒河道、皆さん登ったことありますでしょ

うか。まず、世界遺産というのは観光によっ

て収益を得て維持していこうと。何もなかっ

たら壊れていくので、世界遺産に登録して維

持していきましょうよということで、来てほ

しいんです。 

　もちろん来てほしいために世界遺産にした

と思うんですけど、上り下りがものすごい悪

い道ですよね。避難小屋がないんです。概ね

携帯電話がないんです。旧久保小学校のとこ

ろでちょちょっと立つだけで、あとはもう電

波がないんです。 

　けがしたらどうするんやろうと思いながら

私も行きました。ほな久保小学校の方が、「い

や、血まみれで上がってくる人おるよ」とお

っしゃったんです。「丸太あったやろ」「丸太

ありました」と。「あれ踏んだらあかんで。あ

れぬれてて踏んだら、つるっと行って谷底へ

落ちた人がおって、下半身血まみれやったん

やけど、「どうする」って言ったら「もう高野

へ行くしかないから行きます」と言ってその

まま行ったわ。俺。洗ってあげたけど」とい
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うお話を聞いたんです。 

　そういう場所なんですよね。看板も多くは

ないんです。町石道だったら109メートルでし

たか、ごとにあるんです。だけど、黒河道は

看板も少ないんですね。で、まあまあ斜面が

危ない。危ないというのはそのメンテナンス

をしてくれているのに失礼な言い方になった

らごめんなさい。まあまあ危ないんです。そ

のままですから。 

　そこへ熊が出ると、最近。ツキノワグマが

もう変わってきている。人を恐れずになって

きているということを来たら、じゃ、黒河道

って安心・安全なのかというふうに考えるわ

けです。大丈夫なんでしょうか。 

　入り口に、もし本当にハイキング気分で来

た方がおられたら困れへんかなと考えるんで

す。入り口にこのＱＲコードを置いておいて、

こんな簡単な熊クイズをしたらどうかなと思

ったんです。 

　ちょっと説明します。「黒河道はツキノワグ

マ生息地です。はい、いいえ」。すごい簡単で

しょう。「熊がいるか、絶えず注意を払う。は

い、いいえ」。「熊に遭ったら刺激せずゆっく

り後ずさりする。はい、いいえ」。 

　これ内容は何でもいいんですけども、要は

もう、弁当やお菓子袋を捨てると熊が寄って

きますよと、啓発ですよね。ここから行くと

ころは熊がおるんですよ、気をつけてくださ

いねという啓発を兼ねて、任意でもいいので、

氏名、住所、携帯番号というのを送ってもら

って、ツキノワグマテストと入山届みたいな

ものをもらったらどうかなと考えたんです。 

　答弁の中で、熊のところに行くんだから自

己責任やという雰囲気がどうしてもあるんで

すけども、こういった取組みはできますでし

ょうか。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　お答えする前に、ちょっと先ほどの壇上答

弁、伊都管内で令和７年度に19件の目撃情報

があったということなんですが、実際、黒河

道沿いで見たという目撃情報はないと認識し

ております。なので、当然、今の時点ではそ

ういう注意喚起も行っておりませんし、規制

なんかもしていないという状況でご答弁させ

ていただきます。 

　まず、和歌山県では、山岳遭難が発生した

際に、警察が迅速に捜査とか救助活動を行え

るように、事前に登山届という提出を推奨し

ておるという状況になっております。登山届

には行程とか日程とか参加者情報などを記載

して、電子申請にも対応しておるという状況、

そういうものが既にあるという状況なので、

クイズはありませんが、まずはサイトへの誘

導というところではやっていきたいというふ

うに思っていますが、新たにシステムを構築

するということは現在考えておりません。 

　また、黒河道を含む広域の熊の情報は和歌

山県が提供していますことから、登山届の事

前提出と併せて、二次元コードはそちらへ飛

ぶように、設置場所はこれから検討せなあか

んのですが、登山者が目につくところで、そ

ういうのに飛んでいけるようにということで

していきたいというふうに考えております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）遭難したときに連絡手

段がないんですよね。だから、かなり遅くな

ってから「帰ってこないな、おかしいな」と

いう感じになる。だから、警察へ出す登山届

が実効性があるのかないのかという部分で、

緊急電話とか避難小屋を置いてくれたら一番

ええんかなというふうに考えたわけです。 

　あんまり時間ないですね。ちょっと最後、

質問しておきたいんですけども、どういった
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場合に黒河道通行を中止して、どういった場

合に再開するのか。例えば目撃情報があった

とか、ふんの写真を頂いたとか、そういった

もので有力情報になってきますよね。そうし

たら、どういった行政は動きをされますか。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　基本的に、目撃情報があった場合というの

は、市役所も警察とも連携していますので、

市役所の農林振興課のほうに情報は入ってま

いります。その上で関係者で協議した結果、

その対応をしているというのが、これは熊に

限らずいろんな獣と呼ばれるものの対応の仕

方になっております。 

　入山規制の話になってくるんですが、登山

道で極端に目撃情報が増えたとか、例えば人

身事故が発生した場合、こういう場合は県と

いうか警察、警察で入山規制、警察と県で入

山規制を行う場合がございます。 

　こういう場合はパトロールなどによって、

市もこれは協力させていただくんですが、安

全確認できるまでというのが規制対象期間に

なって、その後、段階的に規制解除されると

いうような、恐らくそういう流れになるのだ

ろうなというふうに考えております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございまし

た。全ての質問を終わります。 

○議長（田中博晃君）13番　田中君の一般質

問は終わりました。 

　この際、15時まで休憩いたします。 

（午後２時50分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午後３時00分　再開） 

○議長（田中博晃君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　日程に従い、一般質問を行います。 

　順番５、14番　南出君。 

〔14番（南出昌彦君）登壇〕 

○14番（南出昌彦君）皆さん、こんにちは。 

　最近のちょっと、一つ報告させていただき

たいんですけども、私、関わっております山

田地区のこども食堂、げんき食堂というんで

すけど、最近来てくれる子ども、親子連れが

非常に多くなりました。今月もだいたい80食

ぐらい作らなあかんということで、スタッフ

一同ちょっと気合入れらなあかんなというこ

とで思っています。 

　それと学校へ週１回、学習支援、のびのび

教室というのをやっているんですけど、それ

も20人近く子どもが来ておりまして、講師先

生、地元の方で10名程度、頑張ってくれてい

ます。何か結構生き生きと先生方もしてくれ

ているので、半分任せきりみたいなところあ

るんですけど、私は雑用係で頑張っています。 

　ちょっとした報告です。 

　議長のお許しを頂きましたので、質問をさ

せていただきます。 

　一つ目として、本市の新しい学校づくりに

ついてということで、これからの学校のめざ

す教育は、生きる力の育成を基本とし、子ど

もたちが自ら学び、自ら考える教育への転換

をめざすとされています。確かな学力、豊か

な心、健やかな体の調和を重視する生きる力

を育むことがますます重要になっているとい

うことは十分理解できるところです。 

　今後この生きる力を育むために、多様な教

育課題に対応するとともに、質の高い教育を

めざし、ソフト、ハードともに環境の整備を

図る必要があります。新しい学校づくりにつ

いてお伺いします。 

　一つ目。第２期基本方針にある学校規模の

考え方に、小学校は学年２学級以上、それか

ら中学校は学年２学級以上としていますが、
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改めてこの考え方に至った教育委員会の方針

を問います。 

　二つ目。これからの学校づくりでは、多様

な教育目標、活動を支え、促進するため、こ

れまで以上に地域や学校関係者との協力の下

で進めていくことが求められると思います。

この点についてどのように考えられているか、

お伺いします。 

　三つ目。統合後の学校における小学校の学

級数に応じた教員の配置数について、学校規

模が大きいほうが教員の負担が大きくなるの

かが懸念されますが、教員の負担軽減につい

てどのように考えているか、お伺いします。 

　四つ目。（仮称）橋本市新しい学校づくり推

進計画策定については、アンケート調査や対

面の各説明会、ワークショップ等の実施で周

知されてきましたが、今後も「新たな学校づ

くり通信」の作成や教育広報紙、また、橋本

市の広報誌、パンフレット、新たな学校づく

りの動画、それから橋本市のホームページな

どを通じて、統合新設小学校についての検討

の状況を一つでも多くの方法で今後も周知し、

市民に伝える、市民の意見を聞く機会にして

はどうかと思います。どのように考えている

か、お伺いします。 

　それから、次は大きな二つ目、待機児童に

ついて。 

　長期総合計画基本構想で掲げた目標人口

2027年時点の総人口は約６万人の維持として

います。重点プロジェクトでは出生数の改善

等の三つの視点から目標達成のための取組み

を設定しています。 

　また、「橋本市で暮らす人が、希望する数の

子どもを持つことができる」まちの実現をめ

ざし、「まち全体で子どもを育む」を重点プロ

ジェクトとして位置づけています。待機児童

の解消は少子化対策でもあり、安心して子ど

もを育てる環境こそが将来的に出生率を高め

る施策であると考えます。待機児童について

お伺いします。 

　１、直近の待機児童の年齢別、地域別の状

況についてお伺いします。 

　２、保護者が育児休業中、また、特定の施

設のみを希望する等の「預けたいけど入れな

い」などの待機児童にカウントされない隠れ

待機児童についても、ある一定数いると考え

ます。そのことも含めた待機児童解消対策や

今後の課題についてお伺いします。 

　以上、質問とさせていただきます。明快な

答弁よろしくお願いします。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君の質問項

目１、本市の新しい学校づくりに対する答弁

を求めます。 

　教育長。 

〔教育長（今田　実君）登壇〕 

○教育長（今田　実君）本市の新しい学校づ

くりについてお答えします。 

　一点目の、第２期橋本市立小中学校適正規

模・適正配置基本方針にある学校規模の考え

方に至った教育委員会の方針についてですが、

本方針において、本市のめざす学校づくりと

して定めている、めざすべき学びの姿、学校

教育でめざす子ども像、めざす学校づくりの

重点目標を踏まえて検討を行いました。 

　めざすべき学びの姿や学校教育でめざす子

ども像では、社会情勢や教育を取り巻く環境

が大きく変わるなど、複雑で予測困難な社会

の中で、子どもには柔軟に対応し、これから

の社会を生き抜いていく力が必要とされてい

ます。 

　学校の適正規模の考え方については、この

ことを踏まえ、現在の教育状況、児童生徒数

の減少による学校の小規模化への懸念、橋本

市立学校適正規模・適正配置検討委員会の答

申等から、子どもの学びにとって最善の利益

となるよう検討し、定めました。 
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　まず、小学校においては、子どもが多様な

学習形態で学び、多様な考えに触れることで、

思考力、表現力、問題解決力等が育まれ、急

激な社会変化に対応できる力を身につけるた

めに、各学年２学級以上が望ましいとしまし

た。 

　中学校においては、教員配置を考えると各

学年３学級以上が望ましいですが、学校の小

規模化が進む中では３学級以上は難しく、幅

広く多様な人間関係の中で成長していく大切

な時期でもあることから、各学年２学級以上

の規模は必要としたところです。 

　二点目の、これからの学校づくりにおける

地域や学校関係者との協力については、議員

ご指摘のとおり、これからの学校づくりにお

いて多様な教育目標や活動を実現するために、

学校のみで完結するのではなく、地域や保護

者、関係機関との協働が一層重要であると考

えています。 

　本市においてはこれまで、学校運営協議会

を設置し、地域の声を学校運営に反映してま

いりました。また、共育コミュニティ活動の

推進などを通じて、学校と地域が連携して教

育活動を進めています。 

　具体的には、登下校時の安全確保に向けた

見守り活動、授業や読書への協力、放課後の

居場所づくり、さらに、地域の歴史や文化を

学ぶ際のゲストティーチャーなど、多様な場

面で地域の方々にご協力を頂いています。 

　こうした取組みは、児童生徒の安全・安心

な学校生活の確保や豊かな学習環境の充実に

大きく寄与しています。 

　これからの学校づくりにおいても、学校と

地域の連携を一層充実させ、児童生徒が安心

して学び、多様な成長の機会を得られるよう

取り組んでまいります。 

　三点目の、学級規模の拡大による教員負担

の軽減については、再編統合により学級数が

増加した場合は、教職員数が増加し、学校全

体として業務を教職員間で分担できること、

教員間での意見交流や助言・支援などが行え

ることなど、教員一人ひとりの負担軽減につ

ながります。 

　一方、１学級当たりの児童数が増えれば、

議員ご指摘のとおり、その学級を受け持つ教

員の負担が一定程度増えることが懸念されま

す。これまでもきめ細やかな指導が困難な場

合には、市独自の判断で非常勤講師を配置し、

柔軟に対応してきました。 

　学校再編後も児童が安心して学校生活を送

り、教員が教育活動に専念できるよう、引き

続き環境整備に取り組んでまいります。 

　四点目の、新しい学校づくりに係る市民へ

の周知について、これまでも検討委員会の議

論の経過や提言、第２期基本方針の内容や意

見交換会、二次元コードを活用した、より多

くの方々から頂いたご意見などを市ホームペ

ージや広報紙を通じてお伝えしてきたところ

です。 

　新しい学校づくり推進計画については、本

年８月に開催したワークショップの様子を市

ホームページでお知らせしています。今後も

可能な限り多くの方法で推進計画や学校再編

に関する情報を提供するとともに、その情報

は丁寧かつ分かりやすい形で適宜発信したい

と考えています。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君、再質問

ありますか。 

　14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）答弁ありがとうござい

ました。 

　四点目の質問で、周知についてはしっかり

やっていくということでしたけども、ぜひ教

育長か市長かの動画配信を期待しております

ので、よろしくお願いします。 

　早速ですけども、再質問させていただきま
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す。 

　教育は基礎学力ではないというふうにも思

いますけれども、やっぱり子どもも保護者の

方も気にするのが、やっぱり確かな学力をめ

ざす上では、子どもたちにとっては非常に重

要な部分と思います。どのように基礎学力の

向上を図っていくのか、お伺いします。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）まず、４月には全国

学力・学習状況調査が行われます。それと併

せて、市独自でも調査を行っています。また、

10月には県教育委員会の調査も実施している

ところです。 

　このように、年２回の結果を基に、各学校

でそれぞれの学校の状況は分析することはも

ちろんのことですけれども、市教育委員会と

しても、各学校のこと、また、各学年の状況

のことなどをしっかり分析した上で学校に還

元しているところです。 

　また、指導主事の学校訪問の際には、学校

訪問をしたときの指導、そして、校長に対し

てはヒアリングを通じて具体的な改善方法、

学校が取り組むと考えている改善方法に加え

て、私たちの提案も加えて実施してもらえる

ような形で改善につなげていっているところ

です。 

　また、教員の指導力向上も大切なことです。

採用３年目の若手教員研修や研究主任を対象

とした研修を実施しているところです。さら

に、退職校長を学校に派遣して、指導主事も

同席した上でＯＪＴによる具体的な指導を行

うなど、外部人材を活用しながらの教員の資

質向上も行っているところです。 

　次に、学習環境についてですけれども、学

習者用端末や電子黒板を活用した授業改善、

また、ＡＩドリルを取り入れ、児童生徒の基

礎学力定着が進むような整備も行っていると

ころです。今後は学習用端末についても、更

新に合わせまして家庭でも活用できるように

通信環境を整える中で、基礎学力の向上につ

ながる取組みをしていきたいと思っていると

ころです。 

　また、令和７年度については市単独で37名

の非常勤講師を配置し、学校が課題として捉

えている学習内容についてきめ細かに対応で

きるような個別支援を行えるよう配置するこ

とで、基礎学力定着の支援を行っております。 

　また、教材の面についても、新聞記事を活

用した読解問題、また、語彙確認、論理的思

考力を促す学習などにより、読解力、情報整

理力、時事問題への関心を高めることを目的

に、「よむＹＯＭＵワークシート」というのを

全ての学校で実施しておるところです。成果

が少しずつ上がってきていると聞いておりま

す。 

　これに加えて、生活習慣についても基礎学

力とはしっかり関わってくるところなので、

家庭とも連携しながら家庭学習の推進にも取

り組んでいるところです。 

　このように、一つということではなく、多

方面から基礎学力の向上への取組みというの

を実施しておりますし、今後もこの充実に努

めていきたいと思います。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。

全国学力テストにおいても、徐々にですけど

もレベルが上がっているという話も聞きます。

今、教育長が答弁していただいた中でも、や

っぱり教員の指導力の向上を含めて、しっか

りとレベルアップできるように、よろしくお

願いしたいと思います。 

　そこでまた、再質問させていただきます。 

　確かな学力の確立ということで、個別最適

な学びと協働的な学びを一体的に充実させる

令和の日本型学校教育を構築することが求め

られていることは理解できます。 
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　その子どもが本当にこれからの人生100年

時代をより豊かに生きていけるように、それ

ぞれの存在を認め合い、それから、それぞれ

の可能性を最大限に発揮しながら幸せな社会

を共につくっていく、生きる力、社会力を生

涯にわたる学びを通して育んで、変化の激し

い社会を乗り越える、生き抜く力を身につけ

なければならないというふうに思います。 

　そのことは学校として非常に責任重大です

し、私も子どもにはやっぱりこの生きる力、

生き抜く力が重要ではないかなというふうに

思います。どのように育んでいくのか、お伺

いします。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）ただ今ご指摘いただ

いた部分については、本当に大事な部分と考

えます。私自身はそれに向かう方向性として

は、児童生徒が学ぶことへ主体的に関わる力

をつけていくこと、これに尽きるかなと思っ

ております。 

　その根拠になるのは、全国学力・学習状況

調査というのは勉強の面で、認知の面での調

査をするだけではなくて、学習へどういう姿

勢で向かっていますかというような、児童生

徒質問紙ということで子どもの意識を調査し

ている部分があります。 

　その中で、自己肯定感とか学習への理解度、

先生の指導について問う項目があるんです。

具体的にいうと、自分にはよいところがあり

ますかということとか学習をどの程度理解し

ていますかとか、そして、先生は分かるまで

熱心に指導してくれますかという、そういっ

た項目なんですけれども、実は橋本市の小学

生、中学生、この項目が非常に全国平均より

高い状況にあるんです。すごくうれしく思っ

ております。先生方が一生懸命教えてくれて

いる。 

　そして、そのときにはしっかり分かった状

況になっているということなんやけども、け

ども、そうしたらやってみたらどうやったか

といったら、ちょっと課題があるよと。そう

したらどこに課題があるかといったら、やっ

ぱり子ども自身が学びに向かうというのを主

体的に捉える力をつけていくことで、そうい

う思いが持続できるようになるのではないか

なと、そんなふうに考えるからです。 

　具体的には、自分で目標を設定して、振り

返り、責任を持って行動する学びを、それも

体験を通じて身につけていくこと、また、自

分だけの学びにとどまらず、先ほどご指摘い

ただいていましたが、他者と連携したり協働

したりしながら課題解決することが重要なポ

イントだと考えています。 

　具体的な例でいいますと、例えば、総合的

な学習の時間で地域課題を児童生徒と地域の

方と共有します。そして、その解決の目的を

協働して設定します。調査や考察をそれも協

働して実施していきます。そこで明らかにな

ったことを、そうしたら子ども自身が行動に

移すにはどうしたらいいかというようなこと

を考える、といった過程を取り入れた学習を

通して、主体的に関わる、学びを通して地域

に貢献するといった体験をすることができる

と思うんです。 

　このような学びの過程においては、児童生

徒が学ぶということへの意義とか自分の存在

意義なんかも実感することができると思うん

です。こういった学習をしっかり取り入れて

いく。 

　一方で、１番目に再質問いただいた、基礎

学力をおろそかにしていてはこれは駄目です。

だから、こういったことの両輪ということが

大事かなと、そんなふうに考えます。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。

一つ目、二つ目の質問については、やっぱり
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学校の基本的な柱になるところかなというふ

うに思います。 

　そこで、再質問させていただきます。 

　和歌山県も橋本市も全国的に見て、いじめ

件数は児童数から見て全国平均より多いと考

えます。まずはそのことをつけ添えたいと思

います。 

　そこで、いじめだけでなく、いろいろな原

因から学校へ来れなくなった、そして、不登

校の子どもたちに対する考え方というところ

を質問させていただきたいんですけども、や

っぱり学校の魅力そのものを大きくする必要

があるのかなというふうに思います。 

　不登校にもいろいろあって、全く学校に来

れない生徒もいれば、学校には来れるけど保

健室で過ごす、別室で過ごすという子もいま

す。でも、やっぱりちょっと居心地が悪いと。

本当の居場所にはなっていないんじゃないか

なというふうに思います。結局、足が遠のく

ことにもなります。 

　そこで提案ですけども、学習の補習や不登

校の対応等を行うことができる「みんなの教

室」的な場所が全ての学校にあるといいんじ

ゃないかなというふうに思います。さらには、

教職員やソーシャルワーカー、スクールカウ

ンセラーの配置についても充実を図る必要が

あると思います。どのように考えるか、お伺

いします。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）子どもたちが学校へ

行くことに対して魅力を感じることが大事だ

というご指摘を頂きました。すごく大事なこ

とだと思います。 

　それは、校長会等でこの話をテーマとして

協議する中で、改善に向かっている子どもと

いうのはどういう傾向がありますかというよ

うなところで話を聞いたときには、必ず一番

目にこの話が出てきます。学校の魅力。 

　それともう一個出てくるのが、学校で学ぶ

ことへの見通し。例えば、今日はどんなこと

するんだ、今週はどんなことするんだという

ことを分かっているということは、子どもに

とって学校へ行く意義というのが出てくるか

らと違うかなと。これはもう予測ですが、そ

ういうことから、子どもは改善傾向につなが

っているという話を聞きますので、そこはす

ごく大事なところだと思います。 

　けれども、すぐに教室へ行けてという状況

にならないときには、そこへ行くステップと

して、今、提案いただいていると思うんです

けれども、今年度から、まだ中学校だけなん

ですけれども、そういった場所を開くための

非常勤の担当者を置いて、その居場所ととも

に人をつけているという取組みを始めました。 

　まだ半年ぐらいの取組みなので、十分な成

果、これからの課題というのを検証はしてい

ないんですけれども、今後ともそういったと

ころの情報を取り入れる中で、次のステップ

へつなげることができないかなということを

考えています。 

　そういったことを考える際に絶対必要にな

ってくるのが、専門的な知識を持っているス

クールカウンセラーであったりスクールソー

シャルワーカーの存在です。 

　現在、各学校には県教育委員会が任用する

形で、非常勤として全ての学校にスクールカ

ウンセラーが配置されています。また、スク

ールソーシャルワーカーは２名配置されてお

ります。これに加えて、教育支援センターで

は２名のカウンセラーを常駐させています。

各学校のニーズに応じた形で、今の人員を活

用しながら、学校の支援、また、児童生徒の

支援を行っているところです。 

　今後、先ほど言ったような取組みを進める

中では、こういった方々の意見をしっかり取

り入れながら進めることができたらなと、そ
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んなふうに考えているところです。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。

ぜひここの点、やっぱり不登校の子どもたち

もやっぱりみんな子どもですので、よろしく

お願いしたいと思います。 

　そういう意味では、やっぱり学校は子ども

が主役であるということは誰しもが認識して

いることであろうかなというふうに思います。

そこでやっぱり、現在、学校と地域の連携、

また、協働を推進する仕組みとして学校運営

協議会、また、共育コミュニティ、それから

放課後子ども教室というのもあるのかなとい

うふうに思います。 

　これらの体験活動等の既存の体制、さらに

は、学校支援ボランティアであるとか、また、

教育活動を支える人たちがたくさんいると思

います。これらの仕組みは統合後も非常にや

っぱり重要であるというふうに私は思います。 

　ここはやっぱり、学校と地域がより一層連

携することにより、子どもの生きる力を育み、

それからまた、子どもたちをやっぱり守るこ

とにもつながるのかなというふうに思います。

そこで地域も、元気、活力をもらうんじゃな

いかなというふうに思います。 

　例えば、連携を強化する方法として、これ

も私の個人的な提案なんですけど、学校施設

を地域へ積極的に開放することで、また、同

時に開放部分の配置やゾーニング計画の工夫

によって、防犯性に配慮した学校づくりにつ

なげられるのではないかなというふうに思い

ます。 

　例えば、出入口のところの教室を地域の

方々に開放できるようなスペースを取るとい

うふうなことで、防犯意識をしっかりと持っ

て配慮した学校づくりにつなげられるのでは

ないかなというふうに思います。 

　このように地域との連携強化についてどの

ように考えているか、お伺いします。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）教育委員会として、

今ご指摘いただいたところは本当に今までも

大事にしてきているところです。地域との関

係をつくりながら協働で教育活動に加わって

いただくということは、なかなか当初からす

ると時間かかっているんですけれども、それ

がしっかり根づいてきて、着実に進められて

いるかなという認識を持っているところです。 

　今回、今、策定途中でありますけれども、

推進計画の中では、協働で使える場所、いろ

いろ学校に関わってくださる方々がおってく

れる場所、そういうところをつくっていこう

という計画を組み入れています。共創空間を

つくっていこうという提案で書いていますけ

れども、それはやっぱり、関わってくれてい

る方々と話をしていると、活動の拠点という

のがあったらやっぱり違うよねという話は、

これはよく聞かせてもらいます。 

　これについては、そういうところが現時点

でもつくれているところもあるんですけれど

も、つくれていないところのほうが多いです。

しっかりここのところは、どの学校にも配置

できたらいいなということで、どうにかでき

ないかということで今考えているところです。 

　そこに場所をつくることによって、人が集

まり、支援の協議ができたり、支援の活動の

充実につながるようなことがしっかりとその

場所で協議されていくのかなと思いますので、

今後はそういうところを拠点とした活動を充

実させていく方向で考えておるところです。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

　先ほど壇上で学習支援の話もさせていただ

きましたけども、やっぱり地域の方というの

はほんまに子どものことが大好きだと思いま

す。子どもと関わって自分たちも元気をもら
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って、地域も活力を持ち、そしてまた、子ど

もも生きる力を育んでいけるということは、

本当に地域にとっても子どもにとってもメリ

ットが大きいのかなというふうに思います。

ぜひともこの辺を強化していただけるように、

よろしくお願いしたいと思います。 

　そこで、質問をさせていただきます。統合

準備委員会についてちょっとお聞きしたいと

思います。 

　これからの学校づくりでは、多様な教育目

標、活動を支え促進するためには、これまで

以上に地域や学校関係者の協力の下で進めて

いくことが求められると思います。この点に

ついて、やはりとりわけこれからの公立学校

は、前から言われている開かれた学校からさ

らに一歩踏み出して、地域でどのような子ど

もたちを育てるのか、何を実現していくのか

という目標やビジョンを、やはり学校だけと

違うて、地域住民の方々と共有して、地域と

一体となって子どもたちを育む取組みを推進

していくことが必要ではないかなというふう

思います。 

　そこで、やっぱり統合準備委員会は本当に

重要なポイントになってくるのかなというふ

うに思います。段取り八分とよく言われます

けれども、やっぱり学校も地域もこれからが

重要で、力を発揮するところかなというふう

に思います。 

　まずは開校までの準備期間、どのような統

合準備委員会をつくって、そしてどのような

取組みや協議を考えているのか。学校は子ど

もが主役ですので、子どものためにどうやっ

ていくのかということをこれからの準備期間

で考えていってほしいかなというふうに思い

ますけど、どのように考えているか、お伺い

いたします。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）これからの学校とい

うのは開かれた学校からさらに一歩進んで取

組みしていかなあかんというご提案でした。

まさにこの考え方というのは、先ほどから言

っている推進計画の中で私たちも大切にした

いコンセプトの一つだと捉えています。 

　具体的にいいますと、現在、学校運営協議

会と共育コミュニティの関係者の合同の会議

というのをちょっと前から実施しておりまし

て、その会議の中では何を話してもらってい

るかというと、例えば、中学校区ごとでそれ

は話をしてもらっているんですけれども、こ

この中学校区ではどんな学校、どんな子ども

になっていってほしいということを地域の人

たちと、まさに先ほど言ってくれた、めざす

姿を共有する、そんなのを意見を出すという

会議にしてもらっているんです。 

　それでできたものを私たちはグランドデザ

インと言っているんですけれども、この中学

校区において、学校はどんなことします、家

庭はどんなことをしてくださいね、地域もこ

んなことしますよということを、それぞれ共

有できるような一つのシートになっています。 

　それというのは１回作ったら終わりという

だけではなくて、その都度その都度、何度も

話合いしながらブラッシュアップしていくと

いうことを今も続けているところです。これ

が共有するものなんです。 

　こういったものを基にして、もしもこの場

で学校再編が実現するとなったら統合準備会

というのをつくっていくことになるんですけ

れども、その際にはそういった、今まで話を

していることを基にして、そうしたら、例え

ば、めざす学校像、めざす児童像、特色ある

教育内容や活動を設定した教育課程の在り方

を共有して、学校名や校歌、制服、また、通

学の安全や防犯に対する対策、学校区におけ

る地域と学校との協働などを話をしていくこ

とができたらと思っています。 



－65－

　今さらっと言いましたけれども、一つ一つ

大変時間かけて話をしていかないといけない

中身かなと思います。まさにここで話をする

こと自体が地域づくりにもつながると考えて

いるからです。ですから、しっかり、こうい

ったことを時間をかけて統合までに話してい

くことができたらと、そんなふうに思います。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。

ほんまに、ぶっちゃけ私にとっては理想的な

答弁やったのかなというふうに思います。 

　やっぱりこれからの準備の期間はほんまに

重要やなと思います。それと、いかに地域と

しっかり、問題点であるとか課題であるとか

というのを共有していく、一緒に考えていく

ということが子どもたちにとっても大事なこ

とかなというふうに思いますので、ぜひとも

しっかりとした意見交換なり協議をしていた

だいて、新しい学校づくりが成功するように、

よろしくお願いしたいと思います。 

　一つ目、これで終わります。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目２、待

機児童に対する答弁を求めます。 

　健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（犬伏秀樹君）登壇〕 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）待機児童につ

いてお答えします。 

　一点目の、直近の待機児童の年齢別、地域

別の状況についてですが、本市において、国

が実施する４月１日時点の待機児童調査にお

ける待機児童はこれまで発生したことはあり

ませんが、国の調査では計上されない、特定

の施設を希望されたことによる待機児童は一

定数発生しています。 

　直近の令和６年度では、年齢別で０歳児18

人、１歳児12人、２歳児２人、３歳児１人、

４歳児６人、５歳児０人の合計39人となって

おり、地域別については中学校区別で、橋本

中央地区６人、紀見東地区14人、隅田地区９

人、紀見北地区７人、高野口地区３人となっ

ています。 

　二点目の、待機児童解消対策や今後の課題

についてですが、一点目でもお答えしました

ように、国の調査では計上されない、いわゆ

る隠れ待機児童は一定数発生しているものの、

市内各園の定員数は確保されていると考えて

います。 

　そのような中で、待機児童対策についてで

すが、令和７年度より保育ニーズの高い０歳

児から２歳児の定員数を市内全体で50人増や

しています。また、一時預かり事業やファミ

リーサポートセンター事業など、入園が決ま

るまでの間の育児負担を軽減し、保護者が安

心して子育てに取り組めるよう、子育て支援

事業を実施しています。 

　併せて、令和８年度より、全ての子育て家

庭に対して、多様な働き方やライフスタイル

にかかわらない形での支援を強化するため、

就労要件を問わず通園が可能となるこども誰

でも通園制度を開始する予定です。 

　引き続き、待機児童の状況を注視しながら、

必要な対策を検討していきたいと考えていま

す。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君、再質問

ありますか。 

　14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）答弁ありがとうござい

ました。 

　先ほどの新しい学校づくりもそうなんです

けども、やっぱり未就学の子どもたちから小

学校、中学校へつないでいける体制というの

は非常に重要なことかなというふうに思いま

す。 

　それで、今回、待機児童の質問をさせてい

ただいたのは、20代の現役の子育て世代の方

からの声を直接聞くことができたことから、
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この質問をさせていただくことになりました。 

　その方の話を聞いていますと、やっぱり働

かなければ食べられないと。けれど、働くた

めには保育園に子どもを預けなければいけな

い。でも、希望する保育園に入園させること

ができないから働くことができない。就労証

明が取れないから保育園に預けることができ

ない。この無限ループに陥り、日々頭を抱え

ているんですよという話で、切実な思いで話

をしてくれました。 

　そこで再質問なんですけども、先ほど隠れ

待機児童の答弁をしていただきましたけど、

ここ数年の隠れ待機児童の人数と理由が分か

るようでしたら、答弁をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）お答えいたし

ます。 

　まず、令和４年度でございますけれども、

隠れ待機児童が28人というふうになっており

まして、そのうちの26人の方が特定の園を希

望したことによるという理由となってござい

ます。あと、令和５年度につきましては隠れ

待機児童は38人いらっしゃいまして、この全

てにおいて特定の園を希望したことによると。 

　令和６年度は先ほどお答えいたしましたよ

うに39人ございまして、そのうちの38人が特

定の園を希望していたという形になっており

ます。本年度、令和７年度につきましては現

在40人という形になってございまして、うち

37人が同様に特定の園を希望しているという

形で聞いてございます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

　この特定の園を希望という理由ですけども、

一見何かちょっとぜいたくな理由かなみたい

なところを感じる方もおるかも分かりません

けども、保護者の方にとったら、やはり希望

する園を１園のみに絞るのはなぜなのかとい

うところをやっぱり解いていかなければいけ

ないんじゃないかなというふうに思います。 

　様々な理由があると思いますけれども、例

えば、小さい子どもを育てながら働く保護者

の方というのは、朝起きて子どもにご飯を食

べさせます。そして、保護者は落ち着いてご

飯を食べる暇もない。子どもにご飯を食べさ

せながら、立ったままご飯を頬張って食べて

いるという状況もあるのかなと思います。 

　それから保育園に行く準備をして、子ども

を保育園に送って、ようやく自分の職場へ向

かうと。それがやむなく別々の園に預けてい

る保護者の方もいらっしゃるケースもありま

す。そうなったら、出勤前に２か所の保育園

に子どもたちを送って、そうしてようやく出

勤ができると。 

　希望する園に入園ができずに、職場と反対

の方向の保育園に預ける方もいらっしゃると

いうふうに思います。それが１年で転園でき

ない場合もあります。橋本市は転園よりも新

規入園の申込みのほうが優先なんですよね。

だから、翌年も１年間その生活がずっと継続

するケースもあるんじゃないかなというふう

に思います。少し想像してみるだけでも、本

当に大変なことだと分かるというふうに思い

ます。 

　だからやっぱり、少子化対策、子育て支援

の対策や支援というのはやっぱり現実を見て、

それとかけ離れていってはちょっと困るんじ

ゃないかなというふうに思います。やはり保

護者の潜在的なニーズに応えるためにも、４

月１日だけの待機児童ゼロということで収ま

るのではなくて、本来の意味の待機児童ゼロ

をめざすべきだというふうに考えます。その

点、どのように考えているか、お伺いします。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（犬伏秀樹君）お答えいたし

ます。 

　今、議員ご指摘いただきましたようなこと

を私も感じてございます。ただ、今、その隠

れ待機児童の中で、特定の園をというところ

で議員いろいろ例を挙げておっしゃってくだ

さいましたように、かなりそのニーズの内容

といいますか、本当に個々様々、多種多様だ

というふうに思います。 

　市がなかなか単独でその全てに対応してい

くというのは難しいところも正直あろうかと

思うんですけれども、隠れ待機児童を少しで

も解消できるように、例えばこれまでも保護

者からの相談を受けさせていただいた際は、

単純にもう定員がもうこの園、希望されてい

る園はもういっぱいだから、もう無理ですよ

という話ではなくて、その園に対して、園の

様々な基準、また、運営状況等もあろうかと

思うんですけれども、何とかお受けしていた

だくことができないか等々、利用調整させて

いただいた中で、そこでもちょっと無理だと

いうことでしたら待機という流れでお願いし

ているというようなところもございます。 

　引き続きそのような調整等を行うとともに、

先ほどもお答えさせていただきましたような

事業、対策、また、窓口での保護者のご要望、

相談というのをしっかりお聞かせいただいて、

確認させていただいた中で、こちらとしてそ

の方々に必要な情報提供というのもしっかり

行いながら、保護者の方が自分たちのニーズ

に合った正しい選択を行うことができるよう

に、そして、少しでも待機の解消というのが

できるように、今後も努めていきたいという

ふうに考えております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）答弁ありがとうござい

ます。いろいろ工夫はしていただいているの

は十分承知しております。よろしくお願いし

ます。 

　そこで、再質問させていただきます。 

　人口は維持したいと。６万人を維持したい。

税収も上げたい。また、出生率も上げたい。

潜在的な待機児童もゼロにしたい。誰もが思

うことなのかなというふうに思います。 

　しかしながら、現状を見てみますと、平成

25年から29年時点の本市の合計特殊出生率は

1.32で県下最下位です。それから、平成30年

から令和４年の出生率は1.29、これ大分よく

なりまして、県下で26位になりました。ただ、

全国的に見れば1,300位であるとか、そういう

レベルであるというふうに思います。 

　やっぱりこの辺の、子育てしやすい日本一

のまちをめざすまちというふうに考えるとし

たら、この辺のところも一つはキーポイント

になるんじゃないかなというふうに思います。

やっぱり待機児童等がゼロでないと、安心し

て出産もできないし働けない。それから、安

心して橋本市へ移住できない。この辺がやっ

ぱりちょっと考える必要があるのかなという

ふうに思います。 

　そこで取りあえず、待機児童では対応でき

ない場合の一つの方法として一時預かりとい

う方法があるのかなというふうに思います。

ここを考えてみると、現在、市内のこども園

の一時預かりというところの実績はどうなっ

ているのか、ご答弁をお願いします。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）本市の一時預

かり事業、一般型の令和６年度の実績につい

てでございますけれども、市内３園、利用定

員が延べ人数になるんですけれども4,200人

に対しまして、実際の利用児童数は延べで994

人ということで、約25％弱というような形に

なってございます。 

　以上です。 
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○議長（田中博晃君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

　僕その数字を聞いたときにやっぱり思うの

は、何でこの数字が低いのかなというふうに

思いました。そこで、ほかの自治体も若干調

べた中で、ひょっとしたらという点がちょっ

と気づいた点がございます。 

　それは、例えば、橋本市は午前８時から午

後５時まで、３歳未満の１歳児であるとか２

歳児は８時間までは3,000円で預かってくれ

ます。１時間延長につき600円というふうな料

金体系になっております。これよくよく考え

てみますと、3,000円で20日行くと、もう単純

に６万円と消費税か何かついて６万6,000円

です。ここには食事はついていないわけなん

です。だから、７万円、８万円、月に子ども

１人を一時保育してもらうのに要るわけなん

です。 

　20代の子育て世帯の方が、どれだけ収入が

あるのか分かりませんけど、この１人預かっ

てもらうだけで７万円、８万円要る。これで

果たして子育て日本一につながるのかという

ところかなというふうに思います。 

　そこで、参考なんですけど、和歌山市はこ

れが１日につき1,900円です。それから泉佐野

市は月額３万5,000円が天です。枚方市も３万

3,400円。これ全部、給食費も入っています。

神戸市なんかは無料、河内長野市も無料の園

もありますし、双胎、２歳児やったら１時間

250円、また、１歳児やったら300円超で、2,000

円から二千四、五百円で預かってくれます。

やっぱりこの辺もちょっと改善していかなけ

れば、ほんまに子育て世帯、橋本市へ住んで

くれるのなというふうな点が気になるところ

かなというふうに思います。 

　でも、精いっぱい今はやってくれていると

思うんです。でもやっぱり、人口もやっぱり

維持したい、それからやっぱり子育て世帯に

もしっかりと、先ほどの市長の辻本議員の答

弁でもありましたけども、やっぱり子育て世

帯に優しいまちづくりをしていきたいという

ふうなことを考えるとするならば、若干この

辺やっぱり改善の余地があるんじゃないかな

というふうに思いますけど、その点どう考え

ますか。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）一時預かりの

利用料金についてのご質問でございます。 

　実際に県下の中でも本市の利用料金よりも、

今、議員おっしゃっていただきましたように、

金額的に抑えられているところもあれば、逆

に本市よりも高いところもございます。 

　実際に、本市のこの金額の根拠につきまし

ては、この一時預かり事業の国の実施要綱で

定められてございます基準額というのを採用

して、本市のほう実施しております。その辺

り、これ実際に料金を下げるというような形

になってまいりましたら、この辺り園のほう

に入ってくる歳入となってまいりまして、園

のほうの給付費にも影響が出てくるところと

いうのもございます。 

　ですので、議員、今ご指摘いただいており

ますような他市の状況等も調査・検討のほう

はさせていただこうかなというふうには思い

ますけれども、本市の今の状態、また、園の

運営にも影響が出かねないというところもご

ざいますので、その点についてはご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

　今現在、本市の一時預かりについては一般

型という一時預かりの預かり方法をされてお

ります。今お話しした自治体、私インターネ

ットで調べたので、いや、料金が安いとこば

かり選んで今述べたのではなくて、たまたま
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調べたところが全部そうやったというだけの

ことです。 

　それで、そこはほとんどが待機児童型とい

う一時預かりをしています。子育て支援制度

の中でそういう制度も今できていますので、

その辺はしっかりと研究をされて、早く橋本

市に移住したいなと思える、保育園に預ける

ことができなくても当面は一時預かりでも預

かってくれるよという形で対応できるように、

ほんまに子育てに優しいまちづくりのために

取り組んでいただきたいなと思いますけど、

そういう質問を再度させていただくと、やは

り市長に一言、やさしいまちづくりについて

ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（田中博晃君）市長。 

○市長（平木哲朗君）確かに、そういうふう

に保護者の負担を減らしていくというところ

も非常に大事かなとは思います。ただ、やは

り、受け手側もそうなると保育士の雇用とい

うのも、通常保育以外にそこに保育士を雇用

していくとなったときに、本当に収益が上げ

られるのかというところも問題があると思い

ます。 

　やっぱり、お金の要る話ばかりを今日はた

くさん頂いていて頭が痛いんですけども、ど

うやってそのうちの優先順位を決めて、どこ

から始めていくかというところを考える。 

　国の補助制度もどうなっていくのかという、

ちょっと分からないところもありますし、ま

た、令和８年からこども誰でも通園制度とい

う制度を動かしていきますので、全体の費用

がどれぐらいかかるのかというところもやっ

ぱり見ないと、財源もないのに無理にやって

いきますとほかのところでマイナス面が出て

くるかなと思いますので、一度いろいろ検討

させてもらった中で、何が一番いいのかとい

うところは検討していきたいと思いますので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）答弁ありがとうござい

ました。 

　自治体の中には、各保育園・こども園へ保

育士を雇用するために10万円を助成するとい

うような制度がある自治体もあったかと思い

ます。今、市長がおっしゃってくれましたよ

うに、やはり国の制度もしっかり研究してい

ただいた中で、また機会があれば、11月にも

陳情に行かれると思いますので、ぜひとも前

向きに進めていけるように、よろしくお願い

したいと思います。 

　以上で質問を終わります。 

○議長（田中博晃君）14番　南出君の一般質

問は終わりました。 

　この際、16時10分まで休憩いたします。 

（午後３時58分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午後４時10分　再開） 

○議長（田中博晃君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　議長より申し上げます。本日の会議時間は、

議事の都合により、あらかじめこれを延長し

ます。 

　それでは、日程に従い、一般質問を行いま

す。 

　順番６、10番　垣内君。 

〔10番（垣内憲一君）登壇〕 

○10番（垣内憲一君）それでは、本日のラス

トバッターということで、頑張らせていただ

きます。 

　今回は２項目。 

　まず、１、先人への感謝と敬意を象徴する

モニュメントの設置について。 

　現在、私たちが平和で安定した生活を送れ

るのは、戦後の混乱や自然災害、経済の浮き

沈みといった情勢を乗り越えてきた先人のた

ゆまぬ努力と数々の苦難の上に成り立ってい
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ることは、紛れもない事実であります。しか

しながら、今に生きる私たち、特に子どもた

ちにとっては、その歴史的背景や苦労を目に

見える形で実感したり感謝や敬意の気持ちを

育む機会が十分にあるとは言い難いのが現状

です。 

　そこで提案したいのが、先人への感謝と敬

意を象徴するモニュメントの設置です。これ

は単なる記念碑ではなく、先人の歩み、地域

の歴史・文化、また、未来への希望を象徴す

るシンボルとして、学校教育や地域行事と連

動させることにより、子どもたちがその存在

に触れることで感謝の心を生んでいけるよう

な場とするものです。 

　以下、本市の見解をお伺いします。 

　１、地域の先人の功績を子どもたちに伝え

る施策として、現在どのような取組みがなさ

れていますか。 

　２、義務教育、社会教育における情操教育

への取組みについて。 

　３、先人への感謝と敬意を象徴するモニュ

メントの設置について、道義的、教育的、文

化的観点から必要性をどのように考えていま

すか。 

　質問２、（仮称）橋本市新しい学校づくり推

進計画の策定について。 

　第２期橋本市立小中学校適正規模・適正配

置基本方針を受けて、本市は現在、（仮称）橋

本市新しい学校づくり推進計画の策定に取り

組まれています。 

　先日、新しい時代の学校を考えるワークシ

ョップを開催されましたが、学校再編を包含

するという推進計画の策定について、進捗状

況をお伺いします。 

　以上、よろしくお願いします。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君の質問項

目１、先人への感謝と敬意を象徴するモニュ

メントの設置に対する答弁を求めます。 

　教育部長。 

〔教育部長（岡　一行君）登壇〕 

○教育部長（岡　一行君）先人への感謝と敬

意を象徴するモニュメントの設置についてお

答えします。 

　まず、地域の先人の功績を子どもたちに伝

える施策として、現在どのような取組みがな

されているかについてですが、本市で、令和

６年４月に橋本市岡潔数学体験館を柱本小学

校内に開館しました。この施設は、世界的数

学者で名誉市民でもある岡博士の功績を展示

するとともに、来館者が数学や算数に興味、

関心を持ってもらえるよう、教材の展示や、

主に小学生を対象とした算数教室を開催して

います。 

　また、本市は前畑秀子・古川勝顕彰活動委

員会と連携し、小・中学校や高等学校への出

前授業を行い、その功績を伝えています。さ

らに、子どもにも分かりやすく功績を知って

もらうため、漫画本を作成し、配布もしてい

ます。 

　加えて、令和７年４月に開館した新しい郷

土資料館では、岡潔氏、前畑秀子氏、古川勝

氏の３名の等身大パネルを展示し、郷土の偉

人の功績を紹介するスライドショーや年表の

展示も行っています。 

　これらの取組みにより、地域の先人の功績

を子どもたちに伝えています。 

　二点目の、義務教育社会教育における情操

教育への取組みについてお答えします。 

　本市は児童生徒の豊かな心を育むため、道

徳科の学習を情操教育の柱と位置づけるとと

もに、学校教育全般を通じてその充実に取り

組んでいます。 

　道徳の授業では「伝統と文化の尊重、国や

郷土を愛する態度」の内容項目を扱っていま

す。これは小学校段階から中学校段階まで一

貫して重視している項目であり、郷土の歴史
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や文化を学ぶことを通して、先人たちの多大

な努力や犠牲の上に現在の社会が築かれてい

ることを理解させ、感謝と畏敬の念を育むこ

とに努めるものです。 

　また、道徳の授業以外にも、社会科や総合

的な学習の時間、特別活動といった教科横断

的な学習活動を通じて情操教育に取り組んで

います。具体的には、地域の歴史や伝統行事、

産業等について調べたり地域の方々から直接

お話を伺ったりする機会を設けています。こ

れらの活動を通して、児童生徒の郷土への誇

りや愛着を育むとともに、地域の先人が培っ

てきた知恵や努力に対する感謝の気持ちを養

えると考えています。 

　このような一連の学習を通して、児童生徒

自らが地域社会の一員であるという自覚を養

い、将来にわたり郷土の発展に貢献しようと

する態度を育成することが重要であると考え

ています。 

　三点目の、先人への感謝と敬意を象徴する

モニュメントの設置について、道義的、教育

的、文化的観点から必要性をどのように考え

るかについてお答えします。 

　前述の答弁において、本市の学校や社会教

育施設等において先人への感謝の気持ちを養

うことやその功績を伝える取組みを紹介いた

しました。 

　議員おただしのモニュメントを設置するこ

とにより、多くの方に見ていただくことで顕

彰効果はあると思いますが、現状行っている

取組みを継続することで、子どもに先人や偉

人への敬意は引き継がれると考えます。 

　よって、モニュメントの設置については現

在のところ考えていませんので、ご理解をお

願いします。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君、再質問

ありますか。 

　10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ご答弁ありがとうござ

います。 

　今回、先人への感謝と敬意を象徴するモニ

ュメントの設置について一般質問をさせてい

ただいたのは、今の自分たちがあるのはまち

のために尽くしてくれた多くの人がおられる

おかげということで、市民や、特に子どもた

ちに知っていただきたいという思いがありま

した。 

　その中で自分に何かできることがないかな

ということで今回質問させていただいたんで

すけども、それでは、何点か再質問をさせて

いただきます。 

　名誉市民３名の偉人の功績を子どもたちに

伝える取組みについては分かりましたが、そ

のほかになりますが、答弁の中に道徳の学習

を挙げられていましたが、具体的にはどのよ

うな授業をさせているのか、事例を教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）道徳の授業の中で取

り扱わなければならない内容項目というのが

あります。小学校、中学校で、学年にもよる

んですが、高学年以上は22の項目が設定され

ています。 

　壇上での答弁にもありましたように、伝統

文化の尊重や国や郷土を愛する態度というの

もその項目の一つです。その項目に関しまし

ては、日本各地に伝わる祭りとそれらを支え

る人々の思いであるだとか、ふるさとの魅力、

郷土のために活動する人々、伝統を守る和菓

子職人の思いといった題材が教材として取り

扱われているところです。 

　また、それ以外の内容項目に関する学習で

は、アイヌ文化の伝承者、富士山のガイド、

差別と闘う裁判官、旭山動物園の園長など、

様々な人々の生き方や考え方を教材として取

り扱っているところです。 
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　これらの教材を通じて、先人たちが多大な

努力や犠牲を払って築き上げた現在の社会に

ついて理解を深めたり、感謝と畏敬の念を育

むことをめざしたりしているところです。 

　また、それぞれの人々の生き方や考え方を

自分自身に重ね合わせることによって、児童

生徒が自らの将来の生き方を考える機会に、

道徳の授業では行っているところです。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）具体的な事例、本当に

よく分かりまして、ありがとうございました。 

　教材を通しての様々な人々の生き方や考え

もそうですが、先人たちの努力や数々の苦難

を払い築き上げられてきた現代のこの社会に

ついて理解を深めることが大事なとこやと思

っております。 

　次の質問ですが、道徳の授業以外の学習活

動を通じて、地域の先人が培ってきた知恵や

努力に対する感謝の気持ちを養えると答弁が

ありましたけども、児童生徒自ら地域社会の

一員であるという自覚を養うために、どのよ

うなことが大切だと考えていますでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）こういった学習とい

うのは、教師が一方的に話をして知識を子ど

もたちに伝えるというだけでは、やはり子ど

もの心の中に響いていかない、また、行動の

変容につなげていくことはできないと、そん

なふうに考えます。 

　児童生徒が主体的に課題を設定して探求す

ることが重要だと考えています。また、その

過程で児童生徒が地域の課題に対して何らか

の貢献を行う体験を積み重ねることで、自覚

というのも生まれてくるだろうし、地域への

愛着というようなのも生まれてこようかと、

そんなふうに思います。 

　具体的な例として、地域社会における課題

として防災をテーマに取り組むというのはそ

れぞれの学校でよく行ってくれていることで

す。例えば、地域のハザードマップや防災の

パンフレットを作成すること、地域住民と協

力して行う避難訓練や防災訓練などの活動を

通じて、児童生徒は自身の役割を果たし、地

域住民との協働を経験する機会となると思い

ます。 

　このような取組みによって、児童生徒は単

に知識を得るだけではなく、地域の課題解決

に向けた具体的な役割を認識したり自分自身

ができる行動を考えたりといったことにつな

がっていくことで、社会の一員としての自覚

というのを感じることができると思いますし、

そういった体験を積み重ねることで考え方を

しっかり身につけていくことができるのでは

ないかと、そんなふうに考えております。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　子どもたちが地域の活動に参加するという

のはとても大事なことと思っております。私

も毎朝、子どもたちの見守りをさせていただ

いていますが、子どもたちは勉強だけではな

く、いろんな経験をしていただきたい、周り

の地域のことも思えるような子どもに成長し

ていただきたいというのが私の思いです。 

　それでは、次の質問ですが、郷土の先人に

は、答弁にあった３名の名誉市民のほかにも

郷土のために尽くしてくれた方はいると思い

ます。このような方々の伝えるべき功績を後

世に伝えることはできていますか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）一例をお答えさせ

ていただきます。 

　橋本市郷土資料館には、昔、橋本のまちが

塩の商いで発展したこと、塩商人が塩市仲間

を形成してまちの繁栄を支えていたこと、当

時の塩市仲間によって寄進された石の灯篭が

橋本市指定有形文化財になったことなどを紹
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介しております。また、大畑才蔵さんが手が

けられた小田井の用水につきましても、約36

キロメートルに及ぶ大規模な工事が行われて

いることを紹介しております。 

　一例としては以上です。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

本当にそうやと思います。塩市や小田井用水

の工事に関わった方もと思いますので、引き

続き郷土資料館で子どもたちに紹介していた

だきたい。また、今、説明いただいたほかに

も郷土に功績を残された無名の方もおられた

くさんいると思います。 

　次の質問ですが、大人に向けて先人の功績

を継承するという情操教育の取組みは行って

いますでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　大人に向けての情操教育では、文化的活動

を通じて知性や美的感覚などを養うものがあ

ります。現在、公民館では様々なサークルが

文化的な活動を行っています。また、橋本市

岡潔数学体験館におきましては岡潔箴言教室

を開催し、岡潔博士の著書「春宵十話」を題

材にし、情緒について意見交換などが行われ

ております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　公民館だよりとかでもご紹介いただいてお

ると思うんですけども、偉人や先人の功績を

大人が知ること、それを子どもたちに伝える

ことがもっと功績を広めていけるんちゃうか

なと、子どもたちに、思いますので、そこは

もうちょっとしっかりやっていただきたいと

思うのと、次の質問ですが、実は今回、一般

質問にあたって、もう一つ、本当の思いとい

うか、思いがありました。 

　今の自分たちがあるのは、我が国を命をか

けて守ろうとしてくださった、戦争で亡くな

られた先人の方々です。先人の一例として、

戦没者に対する感謝と敬意を象徴するモニュ

メントを設置することはできませんか。 

○議長（田中博晃君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）戦没者に係る

モニュメントの設置についてでございますけ

れども、平成７年に合併前の旧橋本市の市制

施行40周年記念事業の一環で、戦後50周年記

念事業というのを実施しておりまして、その

事業の中で橋本市運動公園内に平和の祈念碑

というのを建立しております。 

　祈念碑には「平和」の文字とともに、「世界

の恒久平和　橋本市のさらなる発展」、加えて

「国難に殉じた戦没者の御霊がとこしえに安

らかならんことを祈願して」という文章が刻

まれており、この祈念碑の建立にあたっては、

議員のご質問にございます戦没者に対する感

謝と敬意の気持ちというのが込められている

というふうに考えております。 

　子どもたちをはじめ市民の皆さまには、戦

没者の方々への気持ちを伝える場として、ま

た、感謝の心を育む場としてこの祈念碑を活

用していただければというふうに思いますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

運動公園内に平和の祈念碑というのがあるの

は分かっておるんですけども、それはそれで

感謝と敬意を表するところであります。今を

生きる私たちにとって、特に子どもたちには

もっとその存在というのを知っておいていた

だきたいと思います。 

　次、最後の質問になるんですけども、運動

公園内に平和の祈念碑はありますが、これま

で地域のために尽力してくれた先人を思い、
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子どもたちが感謝を捧げる空間づくりについ

てはどう思いますでしょうか。 

　私は、ほかにも公的な場所に先人の功績を

たたえるモニュメントを設置することが子ど

もたちへの教育効果につながるという思いが

あるんですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　確かに、モニュメントなど目に見える形や

特定のスペースによる空間づくりは顕彰とい

う一つの手法ではあると考えますが、本市で

は子どもたちに先人の功績を伝えるために体

験型学習や地域学習を推進しております。子

どもたちへの教育効果としましても、今後こ

れらの活動をより進めていきたいと考えてお

りますので、ご理解のほどお願いいたします。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　戦後の混乱や経済の浮き沈みといった情勢

を乗り越えてきた先人の努力と犠牲の上に成

り立っていることは紛れもしない事実でござ

います。前々からこの一般質問はしたかった

なと思っていました。 

　今を生きるにあたり、特に子どもたちにと

って、先人の苦労を目に見える形で伝えられ

る、実感できる公的な空間を提案したかった

ので質問させていただいたんですが、その中

で、子どもたちへの、地域への先人が培って

きた知恵や努力に対する感謝の気持ちを養え

る学校教育、生涯学習などをご答弁いただい

たことは、今回の質問には意義があったと思

います。 

　やっぱり忘れてならないのは、偉人と呼ば

れる先人はもちろんですが、橋本市には橋本

市を愛し、橋本市でお亡くなりになられた一

般の先人もたくさんおられます。その人たち

も一人ひとりが橋本市に税金を納め、その

時々の橋本市の発展を支えてくれた人、今は

いない、見えない、そんな人たちへの感謝の

思いを、今の時代だからこそ私たちは忘れて

はいけないし、考え、行動すべきだと思いま

す。 

　以上で一つ目は終わらせていただきます。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目２、（仮

称）橋本市新しい学校づくり推進計画の策定

に対する答弁を求めます。 

　教育部長。 

〔教育部長（岡　一行君）登壇〕 

○教育部長（岡　一行君）（仮称）橋本市新し

い学校づくり推進計画の策定についてお答え

します。 

　本計画は第２期橋本市立小中学校適正規

模・適正配置基本方針を包含した計画となり、

教育委員会では本計画の策定に向けて、教育

委員会議や庁内検討委員会などで検討・協議

を重ねています。 

　また、並行して、市立小中学校の全教職員

を対象とした（仮称）橋本市新しい学校づく

り推進計画に係る教職員アンケート調査を実

施し、教職員の意見を収集しています。 

　８月22日から24日にかけて開催した「新し

い時代の学校を考えるワークショップ」では、

新しい学校づくりに関する様々なご意見を頂

きました。このワークショップには中学校区

ごとに保護者や地域住民など総勢45名の方々

に参加いただき、「子どもが未来を創造し、た

くましく生きるために必要なこと」をテーマ

に、どんな経験、どんな力、どんな取組み・

環境が子どもに必要かなどについて貴重なご

意見を頂きました。このワークショップの結

果は本市ホームページで公開しています。 

　現在、これらを参考にして、子どもにとっ

てよりよい学習環境を構築できるよう、（仮

称）橋本市新しい学校づくり推進計画の策定

に取り組んでいるところです。 
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　この推進計画の主な内容は、計画策定の目

的や計画期間、学校教育でめざす子ども像、

重点目標に沿った新しい学校づくりの方向性、

重点目標の実現に向けた学校施設機能の整備、

中学校区別の学校再編計画、学校跡地の活用

方針などの構成で検討しています。 

　今後は、これらを包括した計画案について、

より広く市民の皆さまからのご意見を頂くた

めのパブリックコメントを実施する予定です。

その上で政策決定を行い、市議会へ報告いた

します。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君、再質問

ありますか。 

　10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　私はこれまで小中学校適正規模・適正配置

の第２期方針については、もう３回の一般質

問をさせていただいています。今回の質問は

それに続く形で、これまでの教育委員会の基

本方針から橋本市の推進計画に移るまでに押

さえておきたいこともあり、一般質問をさせ

ていただきます。 

　先日の新しい学校づくりワークショップに

は所用で行けませんでしたが、それも含め、

学校再編に関することを何点か再質問させて

いただきたいと思います。 

　まず、新しい学校づくりのワークショップ

で寄せられたという意見の中で、どのような

意見を市の推進計画に反映していくと考えて

いますでしょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　ワークショップでは、子どもたちが未来を

創造し、たくましく生きるために、子どもた

ちにどんな経験をしてほしいか、子どもたち

にどんな力をつけてほしいか、そのためには

どんな取組みや環境が必要かの視点で、参加

者から多くのご意見を頂きました。 

　例えばですが、子どもにどんな力をつけて

ほしいかという問いに対し、学校や教育委員

会が大事にしていますコミュニケーション力、

協調性、自主性、チャレンジ精神、自分で調

べ考える力、自己肯定感、自分で他者を知る

力などの意見がありました。 

　このほかにも、多様性を受け入れる力、プ

レゼンテーション力、交渉力との意見も頂き

ました。交渉力では、説得する側と説得され

る側に分かれ、その双方を経験することで協

力感やコミュニケーション力などもついてい

くという意見も頂きました。 

　全５回のワークショップで頂いた意見は多

岐にわたりました。次の推進計画には、重点

目標に沿った新しい学校づくりの方向性を示

したいと考えています。頂いた意見を踏まえ、

新しい学校づくりの方向性の具体的な取組み

につなげられるように進めていきます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

参加人数はそれほど多くなかったようですが、

未来を創造し、たくましく生きるというテー

マに沿った形でたくさんの意見を頂いたとい

うことです。 

　子どもたちにどんな力をつけてほしいか、

今、紹介いただきましたが、大人が思うこと

はたくさんあると思うんです。私とすれば、

まず、あいさつや返事ができて、笑顔で元気

よく素直に育ってほしい、生まれ育った地域

を愛する大人になってほしいと思っています

が、ワークショップで寄せられた子どもたち

につけたい力を参考にされ、計画づくりに生

かしていただきたいというのが私の思いです。 

　次の質問ですが、現在、適正規模・適正配

置で学校再編の対象校となっている小学校は

小規模な学校となっていますが、その小規模

校のよさやメリットを生かした学校教育を継
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続するという視点については、今も変わりあ

りませんか。 

○議長（田中博晃君）教育長。 

○教育長（今田　実君）昨今の人口減少から

くる少子化、そして、教育条件の変化、学校

施設の安全対策、地域コミュニティの機能の

観点から、適正規模・適正配置を検討してき

ました。 

　第２期基本方針では、多様な考え方に触れ

ながら、思考力、表現力、問題解決力を育む

こと、社会性を身につけるためには一定規模

の学校が望ましいとした学校規模の基本的な

考え方を示してきたところです。 

　市内には１学年複数学級の学校、そして単

学級の学校、複式学級のある学校があります。

それぞれの学校が学校規模や地域性を生かし

つつ、学習形態なんかも工夫しながら特色あ

る学校づくりに努めてくれているところです。 

　学級集団が大きくても、大きな集団のまま

一斉に学ぶというスタイルだけではなくて、

小集団をつくって協議して学んだり、ＧＩＧ

Ａ端末を使って個別に学ぶ機会もつくって基

礎的な力をつけるなど、学びの形態について

もそれぞれの学校では研究を行い、実践をし

ているところです。 

　こういったところを生かしていくというこ

とは、議員おただしのとおり、小規模校のよ

さも生かしていくということに通ずることで

もあります。この基本方針に基づいたこれか

らの新しい学校づくりの中でも、しっかりこ

の部分は取り込んでいきつつ、個別最適な学

びと協働的な学びを実現していきたいと、そ

んなふうに考えています。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　小規模校には小規模のよさがあり、これま

で説明会でもいろいろ話を聞かせてくれまし

たが、一定の規模を持たすほうが子どもたち

の学習環境がよくなるという教育委員会のお

考えは分かるんですけども、しかし、小規模

校にも地域という教育財産がありますので、

そこは分かっておいてほしいというのは思い

ます。 

　そこで次の質問ですが、小規模校とはいえ、

４月に１年生が30人から入学した境原小学校

についてです。これまで何度か説明を聞いて

いますので、難しいのは分かっております。

境原小学校と城山小学校の再編統合を、適正

規模・適正配置、第２期から３期へ計画の時

期を後ろへずらすことはできませんか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　境原小学校におきましては、学校敷地の北

側と東側が土砂災害特別警戒区域に指定され

ております。昨今の自然災害の状況を踏まえ

ますと、北側斜面の災害に対する不安は拭い

切れず、大地震においても可能な限りリスク

回避していくとの観点から、今回の２期方針

の学校再編から、やはり境原小学校は外せな

いというふうに考えています。 

　再編統合につきましては、体育館東側斜面

の対策工事を実施して、現状よりも安全性を

確保しながら、再編統合に係る準備期間を確

保し進めたいと考えております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　もうその話はもう何回も聞かせていただい

ておるんですけども、子どもの数が減ってき

ているというのはもう事実ですし、いずれこ

ういったことは仕方ないと私も思っています

けども、当初の方針からまず５年も延ばして

いただいたのはよかったのですが、もうちょ

っと先でもええんちゃうかなというのは思う

んですけども、子どもたちの教育環境を考え

てもらっていることは非常にありがたく思っ
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ております。地域の皆さんもみんな子どもた

ちを大事にしていることは覚えておいてくだ

さい。 

　次の質問です。 

　とはいえ、学校再編について賛否両論があ

ることは前提ですが、子どもが入る予定の小

学校が学校再編の対象となっているというこ

ども園の保護者から相談を頂きました。子ど

もが１年生になり、進級の途中で新しい学校

に移ることになるのが分かっているのなら、

最初から再編先の学校に入学することはでき

ないかということです。再編先の学校への入

学の前倒しというのは認められますでしょう

か。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　再編統合前の統合先の学校の選択につきま

しては、現在の学校運営に大きな支障が考え

られるため原則できないこととしていますが、

入学後すぐに別の学校に変わるという児童の

負担等についても考慮しまして、教育委員会

議で慎重に議論をいたしました。 

　その結果、子どもの送迎や再編前の学校へ

の入学に係る費用等は保護者の負担となりま

すが、再編統合の２年前から、新１年生とそ

の兄弟の在校生に限り学校選択をできるよう

に進めたいと考えております。 

　これにつきましては、昨年度の２回目の説

明会で「再編統合の１年前から統合先の学校

を選択できるよう検討します」と説明を行っ

てきましたが、その後、寄せられた意見やそ

の保護者との懇談も踏まえまして、再検討を

行った次第です。 

　なお、この再編統合前の学校選択につきま

しては、この先の学校設置条例の改正を提案

し、これが承認された上での手続きとなりま

す。それで可能とする予定でございます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

子どもの送迎や入学に係る費用は保護者負担

となりますが、２年前からの入学前倒しは認

めていくということで、これについては気に

している保護者も多いと思いますので、条例

が改正されたとしたら、すぐにお知らせをし

てほしいと思います。 

　次の質問ですが、学校再編が市で政策決定

されたとしたら、その後、動きはどうなるで

しょうか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　現在の予定では、政策決定を行った後、議

会への報告を行いまして、学校設置条例の改

正の提案を行いたいと考えています。また、

設置条例の改正に合わせまして、統合準備会

条例の提案も併せて行いたいというふうに考

えております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　それではちょっと、いつになるかというこ

となんですけども、最後の質問ですが、学校

廃止の条例改正の時期については、いつの議

会で審議するということになりますか。 

○議長（田中博晃君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　学校設置条例の改正は、中学校区で再編統

合の計画年度が違うため、全ての再編統合を

一括で改正するのではなく、中学校区ごとの

改正を考えております。また、具体的な改正

時期は、統合準備会の設置など再編統合に向

けた具体的な準備を開始する前に必要と考え

ており、再編統合計画年度の２年から３年前

を考えております。 

　なお、現状、教育委員会が令和10年度で再

編統合を目標としております隅田小学校、恋
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野小学校に係る条例改正につきましては、政

策決定後に速やかに議会で審議いただけるよ

うに進めたいと考えております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　学校再編計画について、全ての中学校区を

決めますが、廃校に関する条例改正について

は順番にやっていくということで、賛否はあ

ると思いますが、子どもたちの教育環境をよ

くしていくということは私も理解しています

が、子どもの数が減っていることについては

やっぱり地域の差もあると思っています。 

　最終は我々議員が条例改正の審議を行うと

いうことになるのですが、我々にも責任はあ

りますので、皆さんの意見をお聞きして、慎

重に審議していきたいと思っております。 

　教育委員会や教育委員の皆さんは、説明会

や懇談会でほんまに境原にもなんべんも来て

もろていますけど、しんどい対応をされてい

るのを私も十分分かっています。いろいろあ

るとは分かっているんですけども、私もこれ

で適正規模・適正配置に関する一般質問はも

う４回目となりました。子どもの数が少なく

なっていることや学校再編に賛成・反対の意

見が分かれることは仕方ないことだと私も思

っております。やはり、子どもや保護者、地

域住民の気持ちはこれからもしっかり聞いて

酌み取ってほしいと思います。 

　先ほどから市長もいろいろと、教育長もお

話しされていましたけど、やっぱり人口減少

で、橋本市にいっぱい移住していただきたい。

子育て日本一をめざすまちとして掲げている

中、やっぱり近くに引っ越ししてきてもらっ

たとしたかって、やっぱり子育て世代やった

ら学校が近くにあるかというのが。 

　市長がコンパクトシティというのを言葉に

出してはったんで、ああ、そういった計画も

あるのかなというのはちょっと思ってしまっ

たんやけども、それでかなというのもあるん

ですけど、でも、やっぱり地域の人にしたら、

拠点がなくなるということは、学校がなくな

るということは、うちもほんなら、これ家か

って、ここかって、だんだんだんだん、ほん

だらもう若い子が来えへんようになってしま

うやんかと。 

　やっぱり先ほど言うてたまちづくり、そん

なんにもやっぱり関わってくることなので、

教育のことも関係するしまちづくりのことも

関係するので、やっぱりお互いに我々みんな

でそこも、住民の意見もやっぱりいろんな意

見を聞かせてもらって、やっぱり今後考えて

いただきたい。 

　我々もそういった気持ちというのか皆さん

の意見を聞かせてもらう中で決めさせていた

だきたいと思っておりますので、これからも

私は地域の皆さんの意見を尊重させていただ

きたいと思いますので、そこだけご理解いた

だきたいと思います。 

　本日はどうもありがとうございました。 

○議長（田中博晃君）10番　垣内君の一般質

問は終わりました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（田中博晃君）お諮りいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明

９月９日午前９時30分から会議を開くことに

いたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中博晃君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

　本日はこれにて延会いたします。 

（午後４時55分　延会） 
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